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地域工業化に伴う農村杜会変動と農民教育

—一苫小牧市域農村における都市近郊園芸農家の

社会的形成過程に関する問題を中心として—

布施鉄治

前 書

本稿ほもともと北大産業教育計画研究施設でウ゜ロジニクトされた「地域開発と

産業教育」研究ジリーズの第 4部として組まれたo 当初本稿は、苫小牧市域農村の

地域工業化に伴う全般的再編過程の分析と、また純農村地域におサるかなりインテンス・イ

プな部落調査分析を含んでいたが、今回「紀要」形式をとることによる紙幅の制限から、

本稿では表題サプクイトルで示したその中の一部を報告することにしたo地域全体の

工業化の中で、現実の苫小牧農村社会の変客とそこにおいて果たす農民教育＝学習

過程を分析するには、どうしても二つの柱（酪農専業志向農家の形成過程と都市近

郊園芸農家の形成過程の分析）が必要であつたが、本稿では前者（酪農専業志向農

家の形成過程分析）を割愛したo もちろんそのすべてを要約的に収録することも不

可能なことではないが、ひとつのモノグラフ的研究の方式をとる本調査研究におい

てほ、その方式はむしろ採用しない方がよいと考えたからである。

・したがつて本稿における報告ほ苫小牧地域工業化に伴う農村社会変動と農民教育

にか上わるひとつの柱の分析であることを断つておきたい。
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序9論 問題の所在と研究方法

「地域開発と産業教育」第 1部で、すでに苫小牧地域が、どのような形で工業化

のプロセスを歩んでいるかは事実忙即してあきらかにしたところであるが、そうし

た中での市域農村地域の構造的変動、およびそれを支える農民の対応形態、そこで

の所謂「農民教育」と称せられるものの具体的展開過程、およびその役割の分析が

本稿の目的である。

ところで、この地域工業化に伴う農村社会の構造的再編過程を「農民教育」との

関連であきらかにするためには、大きくわけて二つの方法があるということがでぎ

る。

第一しま、全日制もしくは定時制であれ農業高校がその地域に存在するか、ないし

ほ地域教育計画というべきものが、青写真でもあれその地域に存在していて、た

とえば、その地域の各種農民教育機関が、特定のプランをもつて教育活動を行なつてい

る場合（農業学園、農民大学等々）それら地城教育機関を中心として、そこでの教

育内容、教育過程およぴ教育効果を分析する方法である。

第二は、実際にこれら教育機関の被教育者としての農民の立場から、彼らの実際

の農業生産活動および農村生活の中で現に生じているさまざまな社会的障害、およ

びそれを克服しようとする農民の生活体験の中から、彼らが具体的に自らを変革し

ていつている、ないしは自らの主体的内容を大きくしていつているそうした社会過程を

とおして、つまり農民の現実的学習形態の分析から、「農民教育」というものと現

に果している役割を捉える方法である。

本稿においては、こ.¥..でいう第二の立場からのアプローチをとる。その理由は第

ーに、この苫小牧市の場合をみると、そこには工業高校は存在していても、農業高

校は存在しない。また第二に地域行政、あるいほ地方教育機関における農民教育は、

農業改良普及事業活動、あるいは社会教育活動として、現に展開されているわけだ

が、それらの諸活動の柱となる農業学園、農民大学等々の農民教育機関はこ.¥..には

存在しない。しかしながら第三に、•こ.\..でわれわれがあえて第二の立場のアプロー

チをとる所以は、具体的な農民の生活過程とそこでの彼らの学習過程を事実に即し

てみると、以下本論でみるよう．に、第一の系列のみでは捉えきれないより広範域な

生活行動空間の中で、またさまざまな社会過程の中で、それが展開されているとい

うまぎれもない事実に逢着するからである。現実の股民は、自らの生活の上にお.¥..

いかぶさつてくる様々の社会的障害を克服するために、自ら創意を生かし、自発的
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なさまざまの実践活動を展開している。そうしてか上る社会過程は単にJ災民層にみ

られるしまかりではなく、それら農民屑を指導すべき立場にある地域農業指導機関に

おいても看取されるとこるなのである。しかもこれら股民の学習活動は、今日にお

いては同時に所謂村落社会構造の大きな変革を伴いながら、言葉を替えるならば、

その変革に相応する創造的活動として展開されているとこるに、今日的意義がある

といわなければならない。

ところで、かとる側面よりする「農民教育」に関する分析方法は、今日の段階で

ほいまだ十分にかたまつているわけではない。社会学的な分析方法としては幾つか

の指標（設問）をもうけて、それに対する農民の反応をとりおさえることによつて、

それを彼らの現実の生産•生活基盤と関連させつ刈階層ごとに相違するところの農

民層の社会的態度あるいほ意識として論ずるという立場が今日一般的である。か上

る方法を用いて現実の農業生産の物質的変客に対応するところの農民層の社会的態

度を、いわば計最的にとりおさえることほ可能である。しかしか上る方法自体が十

分に「農民教育」の現実的存在を反映するものとして elabolateされているわけ

ではない。

したがつてこ:でほか上る方法を採用することをよして、農民の生活史として、

その生活の全体を（その歩みを含めて、また将来へ対する志向性を含めて）個々に

とりおさえることにした。彼らが農民としての生活をす上めてゆく上で遭遇せざる

を得ないところの様々の社会的障害、そしてそれを克服するために彼らが現実に採

用したところの様々の方策、その実践の過程をこ入では彼が現実に保有していると

ころの生産手段、また諸情報の社会的ネットワーク、さらに学習過程と関連させつ

上事例的につみあげる方法をとつた。こ上で採用したか入るいわばきわめて記述的．

な分析方法は、かならずしも成功したとは．いえないが、以下→力心る方法を採用

したさいの理論的背景について若干ふれておく必要があるだろう。

今日、個々の股民がおかれている社会的立場をみると、彼らの行動のいわば外枠

自体が全体社会の経済法則によつて‘<また政策レベルでのチニックによって、かた

く規定されているということができる。好むと好まざるとに拘らず彼らはそうした

社会的四乱定されている外枠自体を甘受せざるを得ない立場にある。そうしてか上る

彼らの行動の現実的枠組を規定する物質的条件自体が変客するのだから、その変客

に相応したあらたなる対応形態そのものを個々の農民は現実的に強いられていると

いうことになる。つまり彼の日々の生活の中では、当然のことながらこれまで彼が

習得したところの経験では処理することができないところの障害があらわれざるを
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得ない。そして、その障害を障害として意識した場合、彼はそれを克服するための

様々の手だてをとるだろう。つまりそうした現実の中で個々の股民は意識的にか、

あるいは無意識的にではあれ、自己の経営また自己の生活に対して一定の見通しを

たて入いるということができる。彼らは少なくともそれぞれの状況に応じた形で

の生活目標を多かれ少なかれもつているということができる。こうした対応過程そ

のものほ言葉を替えるならば、彼の生活実践の過程である。そして、かかる実践過

程ほ、その実践を行なうさいのいわば前提として意識的な教育一学習過程を伴うこ

ともあるし、また伴わないこともある。そして意識的な教育一学習過程を伴わない

場合においても、彼ほ、自己の当面の目標達成のために必要なさまざまな情報を多

様な形で得ている。けれども、問題は、かかる生活実践の過程をとおして、農民は、

何よりも大きな学習をしているという点にある。つまり、生活実践の過程は同時に

学習過程として理解されなければならぬものを含んでいる。彼は、少なくとも日々

の生活の実践過程をとおして、彼自身の考え方、ものの見方をたしかめ、変更して

きている。彼の物の考え方それ自身が彼の現実の物質的生活という基盤によつて

規定されるのほ事実であるにしても、彼は、彼自身の物質的生活体験をとおして、

他人のものではないまさに、彼自身の思想を作るという人間の認識にとつても基本

的な過程が、そこには存在している。彼は少なくとも、自己の生活体験をとおして、

体験の結果彼が受けとるさまざまの情報の中から正しかつた情報、問違つていた情

報、また本当に正しいと情ずること、表面的にそれに従わざるを得ない正しいとし

なければならぬこと、などをよりわけることを学んでいる。われわれが農民の学習

過程をとりおさえるという場合、それはかかる生活体験過程における学習まで含ん

で捉えねばならぬと思う。

しかしながら、ここでさらにわれわれは、それなら彼ら農民は現実の生活体験レ

ベルで一体如何なることを学んでいるのか、かかる点についてもふれる必要がある

だろう。けだし、学習内容の問題を抜きにして、農民の学習過程の問題を語ること

はできないからである。この農民の学習内容に関してわれわれが採用した一般的な

仮説は次の如きものである。この仮説ほ別の機会足1lかなり詳細にふれたので、こ
こではそのあらましを述べることにするが、それは次の如きものである。

すなわち、それは戦前段階からの日本農村社会とそれを支えた農民の社会的性格

の発展という側面からみても、また、現段階すなわち、国家独占資本主義段階にお

ける、専農志向をするどくもつひとりの農民の社会的関心、その認識領域の発展過

程という側面からみても妥当するものと考えるが、その学習内容は次のごとき発展
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段階をもつものと思われる。

第 1段階ーこれは彼の主要なる知的関心が、せまい意味での農業生産過程レベル

に止まつている段階。一これは歴史的には、戦前の寄生地主制下における小作農民

にその典型を求めることができる。戦前の寄生地主制下においては、われわれが第

2、第 3というとこるの認識段階、つまり学習段階に小作農民の主要なる関心、そ

の認識が高まること自体が、農村社会における身分階層性によつてかた＜禁止され、

第 2、第 3領域の学習、恩考は、ひとり地主層の専有せるものであった。つまり言

葉を替えるならば、かかる領域へ独創的に小作農民の認識・学習領域が拡大するこ

と自体が、まさに国家権力によつて禁止されていたということができる。そして

かかる権力的抑圧をてことして、戦前の寄生地主制は成立しえたといえる。そうし

て、小作農民自体が（上から与えられた鋳型ステロクイプを離れ）かかる第 1の認識・

学習領域を主体的に克服したときに、小作争議それ自身が瀕発したことは、ここに

ことわるまでもないことである。そうした農民層の認識領域の拡大が、国家権力

によつて抑圧される過程ほ、戦前の経済更生運動の展開をみればあきらかであろう。

ところで、かかる第 1段階を、ひとりの農民の成長史の過程としてみるならば、こ

れは彼自身が今日の所謂、農業後継者として、経営の実権をもたずに、またひたす

ら、農業生産技術を修得しようと志向するその 1時期にあらわれる過程ということ

ができよう。とりわけ今日の段階においては、たとえば耕起、収穫作業に限定して

いうならばかかる農業生産過程における、生産技術それ自体の進歩が畜力段階から、

機械化段階へ、しかも耕運機段階からトラクク一段階へという進展をもたらしてい

るから、それ自身七しかに、技術的側面においては、畜力→機械化という進歩的側

面をもつている。この進歩的要素自体、とりわけ若年層の魅力をひかざるを得ない。

第 2段階ーとこるが今日の段階においては、若年層の主要なる関心自体、か上る

領域にのみ止まつていることはできない。農村青少年クラプ (4Hクラブ）の活動

自体が、か入る第 1段階の認識領域を克服する。こ入でいう第 2段階の領域にまで

拡大しなければ、それ自身の存在意義をなくすという状況が現にうまれているので

ある。

ことでいう第 2段階とは、前述の第 1段階から農民それ自身の関心領域が一歩す

上んで、つまりより資本主義的現実に即した形で農業生産過程そのものを、経営体、

企業体という形で統一的に把握しようとする段階へその関心領域、学習領域が拡大

した段階を意味する。

かとる第．2段階とこ上でいうところの関心・認識領域は、わが国の歴史的事実と
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しては、戦後の自作小農制下において、しかも独占資本の復活がいよいよ本格化し

た昭和 30年段階の農基法農政以降において、まさに国家権力をもつて農民大衆

に一般化されるにいたる。つまり農業生産そのものは、何よりも今日の段階におい

てほ企業として考えねばならぬという主張に、このことは端的にしめされている。

戦後、体制的に開禁されたこの思想は、 今日わが国農村にほひる＜伝播している。

ところでか上る第 2段階と、こ上でいう段階は、農民の成長史の中に位置づけて

いうならば、股業後継者といわれる層それ自身が、まさに経営の実権を譲渡された

その瞬間から、真剣に自己の認識領域として自己の認識胎内にくみこまなければな

らぬものである。さもなければ、彼自身の生存そのものがあやぶまれるからである。

第 3段階ーところが、今日の段階における農民の生き方、そしてその認識の発展

過程をみると、少なくとも彼らが専業農家として生きようとする限り、彼らの関心、

認識、家習領域は、あきらかにこ上でいう第 2段階をこえて、第 3段階といわれる

領域を自己の認識領域の中に含めて自己の経営、そしてまた自己の生活そのものを

展望していることがあきらかとなる。

すなわち、現実にひとつの生産組織体として、国家独占資本主義体制下で、その

経済過程の中にくみこまれた形で農業生産をす上めていくことを志向した場合、多

くの農民は経営そのもの上伸長を阻害しているいわば経営にとつてほ＇、外在的に与

えられている諸規定要因があることに気付かざるを得ないし、それを除去するため

には積極的に働きかける必要を感ぜざるを得なくなる。例としては、乳価・米価等

々に関する彼らの執拗なまでの関心をあげれば十分であろう。つまり、第 2段階に

においては、とにかく資本主義の論理にそって ✓I 企業体 II として農業生産を捉える

という視角が生れるが、この段階では、いわば資本主義的な全体制レベルヘその関

心領域がひろがるのである。ひろがざるを得ないのである。それほ、通常、経済過

程への関心からまず生ずる力又今日の国家独占資本主義の段階でほ；不前欠に国家

の諸政策、とりわけ農業政策に対する関心領域を包含せざるを得ないものとして発

展している。この第 3段階ば、さらに全体社会の経済機構・法則に関する領域と、

また政策レベルの諸々の施策に関する領域とに分けることが可能だが、今日の段階

では、この両者が不可欠に結ぴついているものと認識している農民層の認識それ自

身の正当性をわれわれは認めざるを得ないであるう。

か上る第 3段階とこ上でわれわれが規定する領域は、歴史的し疋は、寄生地主制下

における小作争議という行動に直接参加した層にその例をみるこどができる。そし

てまた、現段階においては、専業農家を志向する戻民層において、多かれ少なかれ、
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また自党的であれ、無自覚的であれ、共通に認められる点である。現段階において、

専業農家を志向する股民層が、か上る領域忙おける関心をもたざるを得ないものと

して位置づけられることは、そしてまた現にかよる領域における関心を共有してい

ることは、農業関係者ならば、それを主張するか否かは別として、暗黙裡のうち認

めている事実であるう。

しかしながら、こ上でさらにわれわれが指摘しなければならぬのは、この第 3の

段階とわれわれがいう領域は、今日の段階においては、第 2の段階と共に、体制そ

れ自身が国家権力をもつて、か上るレベルまで農民をひきあげるためlrr.、またきわ

めて強くかよる認識領域をもつべきことを主張、か上る方向に農民を教育してきて

いるという事実である。すなわち、われわれは、独占資本と農民それ自身が国家機

構の強力な挺子いれのもとに収奪学被収奪の関存におかれている今日の国家独占資本

主義段階においては、体制それ自身が、当然のことながら、股村地域の中にか上る体

制を滲透させ、維持させるために、か上る体制それ自身を主観的に支持する層を創

出しなければならぬ故、か上る屈に対しては、租柩的に体制維持のためのか上る全

体制的な認識の枠組を、体制維持イデオロギーと共に普及・伝播せざるを得ない、

という状況に達しているという事実を認識しなければならない。

けれども、か上る全体制的な認識の枠組が体制維持イデオロギーとともに、体制

維持イデオ．ロギーとして貫撤しうるには、それを受け入れるぬたるだけの物質的生活

基盤が現実的に用意されていなければならない。ところが本稿でみる如く、そうした

物質的基盤は現実的にすべての農民にとつて、均ー的に用意されているわけではな

い。然るが故に、この第 3段階とわれわれが称する認識・学習領域においては、ま

さに好むと好まざるとにか上わらず、その認識領城が必然的に含むところの価値志

向は、図式的に大きくわけるならば、体制的か、反体制的か、この二つに分れざる

を得ない。そして、それはまさに彼自身の生存のための途として選択されているも

．のである。

さて、かようにみてくると、この第 1→第2→第3という個々の農民の関心認識

領域の段階は、とりわけ第3段階において、するどく階級的なものを含まざるを得

ないものとして与えられていることを認めざるを得ないであろう。

本稿においては、われわれは、個々の農民の学習内容を、およよそ以上のように

彼らの関心・認識領域が発展せざるを得ないものとして仮定し、かよる仮定のもと

で、第 1、第2、第 3の領域へと彼らの主要なる学習内容それ自身が変容するもの

と考え、か上る各領域にわたつて、彼ら農民自身が一体如何なる価値志向をもつの
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か、ということを、彼らの生活史と現実への対応形態をとおして、とりおさえるこ

とにしたのである。

われわれは、．｀以上述べたような筋道によつて、個々の農民の生活のレベルにまで

おりて、苫小牧農村社会の変動をとりおさえるという方法を、この調査研究におい

て採用した。

しかし、この段階でわれわれの考察は終着点に達したわけではない。か上る個々

の農民の具体的な行動のレベルにまでおりた以上、彼ら自身が、その要求にもとづ

いて、一体如何なる社会集団を現実的に形成しつよあるのか、それはふるい部落秩

序といわれるものと一体如何に異なるのか、また個々の殿民はけして抽象的な個人

として存在するのではない。

近年の地域工業化の中で、一体部落社会そのものほどういう形で、その存在形態、

またその社会的紐帯をかえているのか、その中で個々の農民のあらたなる生活実践

過程が、どのような形をとつて生じているか、か上る部落社会全体の変客の中で、

この問題にアプローチすることにした。

以下まず第 1章では「地域工業化と農民層の分解形態の特徽」にふれる。こ上に

おいては、日本における資本主義の高度化そのものが、地域レベルで如何にあらわ

れているか、それが如何なる形で地域農民層の分解をもたらしているか、というい

ゎしま構造的な側面があきらかにされる。その上にたつて、第 2章においていわば政

策レベルでの「地域晨業政策の展開と農民組織化の方向」がとりあげられる。さき

にわれわれは、今日における農民層のおかれている社会的状況を「独占資本ご股民」

という図式でしめしたが、地域レベルで考える場合、実際にほ独占資本のニイジニ

ントとしての役割をまさに一方で体制的に背負わされている諸機関が地域にほかな

らず存在する。それら諸機関のうちで農業生産の場合中枢的位置をしめる機関として

地方行政機関・及びそれに指迎されて設立せられた地域営股指迫機関が存するが、

この地域営農指導機関の地域農業施策の果たす役割は、いちがいに上述の如き、独

占資本農政の地域侵透のためのニイジニントとして位置づけることはできない。歴

史的にもその果す役割は変化しているし、彼らがどのような立場に立つかによつて、

地域農業施策の果たす役割はきわめて異なる志向性をもつという可能性をこのチニ

クポイントはあきらかに有するからである。第 2章「地域農業政策の展開と農民組

織化の方向」ほか上る意味で、地域農業政策の展開過程、その特徴、またその中で

の地域農民教育をとおしての農村社会組織化の方向等を事実に即つて分析したもの
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である。さて、こうした形で個々の牒民のおかれた客槻的状況、また彼らの行動を

外在的に規定する諸条件をあきらかにした上で、われわれは上述の如き農民の立場

からの分析を第 3章、第 4章において行なうであろう。

注（1) 布施鉄治『あたらしい農民像と経営者能力』北方農業（第15巻 7号）
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第4 章•ー地域工業化と農民層の分解形態の特徴

I 都市的事業体の発展一分解形態

苫小牧市の農業戸数は、昭和 40年現在 549戸であるが、昭和 25年には、

1,044戸 (10 0)であったから、 15年間に約半数 (53)VC.減少していること

になる。ところでこの間、同市の人口は 39,226名 (10 0)から 81, 8 1 1名

(209)に伸ぴているから、この間の急速なる地域発展の中で、農家のしめる比

重が著しくおちていることが第一に指摘できる。けれどもこの苫小牧市域農業の

大きな特徴は、農業就業人員でみると昭和 25年の 1,2 6 6名 (10 0)から、昭和

4 0年の 974名(77)とそれがそれ程減少していないという事実である。一戸あ

たりの農業就業人員はかえつて増加をしている。 そしてこの事実は昭和 25年

段階では、農家といつても名ばかりで、そのほとんどが兼業農家、しかも第 2種

兼業農家であったという事実と、とけがたく結ぴついている。後に検討するよう

に、ごく大まかに表現すれば、農業生産構造自体は昭和 25年段階よりかえつて

充実してきていたということが以下展開するこの苫小牧市城農業の場合まず特徴

的となる。ところで表 1-1であきらかになるように農家戸数の減少は、昭和

3 5年→3・8年にかけてとくに著しい。すでに別に分析したように、苫小牧市城

の工業化は昭和 32年→35年と、 35 年→ •3 8年とではあきらかに異なつたパ

クーンをとつて展開していた。

表 1-1 苫小牧市経営耕地規模別農家戸数の年次変化

総戸数 3反 ~・5反 ~1町 ~1.5町 ~2町 ~3町 ~5町 ~7.5町

昭和 25年・ 1,044 557 83 75 74 48 92 66 (4 9) 

:;1年 849 1 9 9 94 8 1 58 37 84 1 0 2 1 1 5 

3 5年 837 1 9 5 11 4 72 46 31 64 72 87 

3 8年 6 1 4 1 3 3 60 41 22 ， 29 5 0 72 

4 0年 549 1 1 6 51 34 1 8 1 4 23 48 54 

~1 0町 ~15町 r::,:2 0町 20町以土 例外規定 総戸数農指数家

昭和 25年 1 0 0 

5 1年 5 0 29 8 1 

, 3 5年 73 69 4 1 ， 80 
3 8年・ 79 70 1 0 6 33 59 

4 0年 60 93 1 3 3 2 2 55 

（注） （49)は5~・1 0町の数字
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都市的事業所数、および同従業員数をみても、昭和 32年→ 35年にかけてよ

りも、 35年→ 38年にかけての方が一段とその伸ぴが大きくなつている。昭和

3 2年を 10 0とした場合、 32年→ 35年→ 38年にかけての伸ぴほ、都市的

事業所数で 10 0→1 1 6→1 8 3、同従業員数で 10 0→1 2 0→1 6 2である。そう

して、昭和 32年→ 38年にかけて、全体としてこの事業所の増加にもかょわら

ず、昭和 32年から 38年にかけて、昭和 32年当時存在した事業所の約半数は

解体＝消減していた。

いま、昭和 38年段階で、全都市時事業所中での従業員構成比の高い建設業、

製造業、卸小売業、サーヒ→ス業をとりだして、昭和 32年→ 35年、 35年→

3 8年にいたる間の動きをみると、ごく大まかにいつて建設業では、 32年→

3 5年にかけてほ、既設事業所がその従業員規模を増大させる時期として特徴づ

けられ、 35年→ 38年は、その基盤の上に立つて、従業員規模の零細なかとる

建設業が数多く設立される時期として把握された。しかもこの両期は、前期が一

般土木建設事業、土木工事業を主軸としていわば地域開発のための基礎的な建設

期として特徽づけられたとすると、後期はその上にたつて、 「木造建築工事業」

「木造建築を除く建設工事業」などの建設業が伸長、同時に左官、板金、塗装あ

るいは電気工事業などが急速に進展した時期として特徴づけられた。

製造工業においても、この間工場数ほ 1•o.·3 • 1 1 2→1 2 9工場と、また従業員

数も 5,982→6,226→6,4 1 1人と増加をしめしているが、この過程は同時に紙パ従

業員の全体に対する比重低下となつてあらわれていた。すなわちそれは 68.7 % 

→6 6.3％→6 0.4%という動きをしめし、こうした傾向はその後も強まつている。

（昭和 39年 57.2%)つまりとりわけ 35年以降、非紙パ製造業の拾頭が著しく

みられるという特徴をもつていた。また卸小売業においても、その商店数は、こ

の間 33年を 10 0として、 35年 13 6、 37年 15 4と伸長、同従業員数も

1 0 0→1 3 3→1 6 5と伸長しているが、その販売金額では 576,162万円 (10 0) 

から、 35年の 14 8、37年 258と、 3 5年以降の伸びが大きくなつている。

そして 32年→ 35年にかけてほ、とりわけ従業員規模 1~2人のものの増加が

大きかつたのに対して 35年以降は、この 1ry 2人規模のものと同時に、従

業員規模 3~4人（つまり雇用労働者 1~2名使用）及ぴ 5~29人規模の事業

体の増加が大きくみられるのである。さらに全商店従業中、支店従業員のしめる

比直もたかまるという構造的変化もこの 3.5年→ 38年にかけては看取できたの

である。そうしてもうひとつふれなければならないことは、この苫小牧市卸売業
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が昭和 33年段階にもつていた「衣服身の廻り品」「農産物・水産物」「食料・

飲料」を主軸とした構造に、この間「機械器具卸売業」「建築材料卸売業」が急

速に拾頭つけ加わったという変化である。こうした変化しままた小売業についても看

取されるところで、昭和 33年から 37年にかけてのその変化は、所謂・衣・食・

住に第一次的直接的にか上わりあいのある業種以外の、地域住民のより高次の生

活要求に対応したとこるの、医薬・化粧•本・雑誌・紙文具・楽器・写真機・写

真材料・運動具・娯楽用品等の小売業種が拾頭したいという点にもとめることが

できる。そしてこうした変化ほとりわけ昭和 3°5年以降顕著にあらわれたと考え

てよい。

サービス業においてもまた昭和 35年以降の発展が大きく看取され、その事業

所数同従業員数は 32年→ 35年にかけて、 100(100)→120(120)→

180(170) という（申ぴをしめしている。

そうして 35年以降所謂支所でないところの零細事業所が数多く発生している

という特徴がみられる。（卸小売業とは異なったパクーンをもつことに注意ダ）

そして昭和 32年段階にもつていたサービス業構造ー「対個人サービス業」「教

育」「医療・保健業」という三つの柱が中心ーが 38年には変客、 「旅館、貸間、

下宿業」「対事業所サービス業」「自動車修理、ガレージ業」また清掃業、集会

所などの「その他のサービス業」が数多く発生するに至つている。

かようにこの苫小牧市の場合、とりわけ昭和 35年以降の段階において、その

都市的構造が著しく質的妬高度化してきていることが特徴的になるのである。(1)

][ 農民層の分解パターンと地域衆業経常

さて、苫小牧農村における農民層の脱農化が一段と進化したのは、地域社会の

こうした工業化・都市化による発展転期においてである。そうして表 1-1であ

きらかなように、昭和 35年→ 38年にかけての農家戸数の減少が大きく、昭和

3 8年→ 40年にかけては、この減少率は鈍化している。ところで同表であきら

かなように、昭和 25年から 31年匠かけての農民層の分解基点は 3町であつた

ものが、昭和 31年から 35年にかけてほ 7.5町に上昇、さらに昭和 38年から

4 0年にかけてほ 10町に上昇している。ちなみ匠苫小牧市の 7.5町以上脳に入

る農家戸数をみると、昭和 25年段階では 49戸 (5町以上層を含めて）以下、

3 1年79戸、 35年14 7戸、 38年 16 5戸、 40年 16 9戸となる。昭和 40 

年現在で 7.5町以上の耕地をもつ農家は全農家の 3割、 10町以上の耕地をもつ
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農家は 2割である。

かようにこの苫小牧市では、牒民層の分解基点ほ年々上昇し、現在それは 10町

以上層になつているわけだが、そうして分解基点以上の牒家戸数は全農家の 2割

にすぎず、昭和 38年から 40年にかけての動向で注意を要するのは、経営耕地

規模 20町以上の農家層が昭和 40年段階においてほ、かえつて減少していると

いう事実であろう。

こうした注目すべき事実ほ表 1-2からもうかゞえる。すなわち、この苫小牧

市における専業農家は、昭和 25年段階でわずか 10戸であったものが、 31年

に 19 7戸、 35年 206戸38年に 223戸と年々増加、専業｝農家率も昭和 25年の

表1-2 苫小牧市における専業別農家率

専 業 第1種兼業 第 2種兼業 専業農家戸数

昭和 25年 1. 0 % 2 7. 6 % 7 1. 5 % 1 0戸

II 31年 2 7. 1 1 7. 5 5 5. 6 1 9 7 

” 35年 2 3. 5 . 1 9. 3 5 6. 0 2 0 6 

” 38年 3 6. 5 1 7. 5 4 6. D 2 2 3 

II 40年 2 a. 3 2 2. 8 4 9. 0 1 5 5 

1. 0％から昭和 35年の 23.5%、そして 38年には 36.5%に達した o ・つまり

言葉を替えるならば、戦後のこの苫小牧地域発展の中で、少なくとも昭和 38年

段階までは、地域工業化によつて、地域農業生産そのものが空洞化するのでしまな

く、逆に専業形態での地域農業が着実に形成されてきたということをみることができる。

すなわち昭和 35年→ 38年にかけての段階においても、第 2種兼業農家の脱

股化により、総体としての牒家戸数の減少を伴いながらも、こ上では経営耕地面

租 7.5町以上の専業晟家層が着実に形成されてきたということ。こうした点が第

ーに指摘されるのである。けれども第二にわれわれが注目しなければならぬのほ、

昭和 38年以降の段階においてほ、この上屈専業晨家屈の形成がその歩みをとめ、

昭和 40年には専業農家 15 5戸、同率 28.3%と低下している事実であるう。

そもそも、この苫小牧市における上層専業農家層の形成は、表 1-3および表

1-4、1-5であきらかなように酪農、旋けい、捉豚経営の地域への定着過程．

をとおして達成されたものであった。いうまでもなく専業農家の形成は、自立可

能な農業経営形態の地域への定着を前提としてはじめて達成されるものである。

-1 8 7-



表1-3 年次別・乳用牛飼姜農家戸数 年次別・接けい農家戸数 年次別・接豚農家戸数

門喜 頭数 一戸 飼養 羽数 一戸 飼養 頭数 一戸
平均 戸数 乎均 戸数 平均

昭和25年 1 6ヽ,6 475 2.9頭 51 1 2,885 5.6羽 1 3 0 20 0 1.5頭

11 3 1年 3 9 1 939 2.4 353 5,9 89 1 7. o 1 5 0 3 1 8 2.1 

✓✓ 3 5年 331 1, 3 0 5 3.9 470 11,768 2 5.0 1 7 3 5 39 3.1 

11 3 8年 245 1,556 6.4 355 34,620 9 7. 5 1 3 0 680 5.2 

" 4 0年 209 1,475 7. 1 267 30,055 112.6 98 856 8.7 

酪農経営の場合、昭和 31年には全農家の4.6割 (391戸）が少なくとも一頭以

上の乳牛を導入（昭和 25年段階では、かよる乳牛飼養農家は全農家の 1.6割）、

それ以降、乳用牛飼蓑農家は実数においてほ減少をしめしているが、地域全体での

乳牛保有頭数はあきらかに増加、，とりわけ昭和~ 5年から 38年にかけてほ 1戸

あたり平均飼養頭数の増大（ 3.9頭→6.4頭）が顕著にみられるのである。そう

して 1戸あたり平均飼養頭数の増大という傾向は昭和 38年から 40年にかけて

も看取せられ、昭和 40年には一戸平均 7.1頭に達するが、しかしながらこの

3 8年→ 40年にかけてほ、乳牛飼養農家数の減少とともに、地域全体での保有

乳牛頭数が減少した点が注目されるのである。すなわちそれほ1,556頭から

1,475頭へと減少をしめしているのであるが、こうした減少傾向は以下本文で

示すように、さらに強まるものと思われる。かくて昭和 40年現在乳牛飼養農家

表 1・-4 経営耕地規模別飼養乳牛数 (8.58)

飼姜農家数 頭 数 f~4頭 5~1 D頭 1 1頭以上

3 反未満 戸 頭 戸會 戸 戸

~ 5反 1 3 1 

~ 1町

•~— 1.5町 6 1 9 5 1 

•一—― 2町 2 8 1 1 

f→:． 3町 1 2 4 0 8 4 

•一一― 5 •町 3 2 1 5 1 1 7 1 4 1 

J-—‘ 7. 5町 ,5 6. 3 5 4 1 8 3 3 5 

~ヽ 1 0町 6 2 3 9 1 2 0 3 5 7 

•~— 1 5町 6 1 4 1 8 1 5 3 7 ， 
,---—‘ 20町 ， 1 0 6 5 4 

20町 以上 4 6 6 1 3 

総 計 2 4 5 1, 5 5 6 8 5 1 3 1 2 9 

-188-



は全農家の 3.8割をしめすにいたる。そして同様の傾向は、養けいの場合にもみ

られる＂ところであるが、すなわち、乳牛、旋けいとも一方の柩での多頭羽飼養

の小数農家の形成という過程が、とりわけ昭和 35年以降顕著になるわけだが、

昭和 38年以降 40年にかけてほ、かよる過程が地域全体の酪農および捉けい主

産地形成のための主要ファククーとしての頭羽数増大と結びつかず低迷している

ことが特徴的となるのである。

かように苫小牧農村の場合、 38年以降の変動が、質的にも異なつてきている

ことが看取されるのであるが、こうした傾向は次の点にもあらわれている。すな

ゎち、この苫小牧市域の農民層の動きを昭和 35年→ 38年、 38年→ 4D年に

わけてみると、 35年→ 38年にかけては第 2種兼業農家の脱農化という動きが

表 1-5 経営耕地規模別・飼養養けい羽数 (s.38) 

飼蓑農家数 羽 数 5 D羽未満 ~1 00 羽 ~ 500羽 500羽以上

5 反未満 4 2戸 1, 3 7 1羽 3 5戸 5戸 2F 戸

....・ 5反 2 4 8 2 9 2 0 5 1 

． ~ 1町 2 7 1, 7 7 5 2 0 4 2 1 

•~ 1. 5町 1 3 1, 0 4 8 7 3 3 

~ 2町 '7 2 2 4 6 1 

～ 5町 2 3 1, 3 6 3 1 6 5 2 

.~ 5町 3 7 2, 1 4 8 2 7 3 7 

~ 7. 5町 6 1 6, 0 1 7 2 7 1 ・4 2 D 

~ヽ 1 0町 5 4 8, 0 2 3 1 3 1 2 2 8 1 

～ 1 5町 5 3 8, 7 2 9 1 4 8 2 9 2 

‘―--‘ 2 0町 ， 8 5 2 2 2 5 

・2 0町以上町 2 4 6 0 1 1 

例外規定 3 1, 7 8 1 2 1 

総 計 3 5 5 3 4.6 2 0 1 9 0 6 0 1 0 0 5 

かなり顕著にみられたのに対して、 38年→ 4D年にかけては、・第 1種兼業農家

の増加という現象が大きくみられ、これが実数としてもこの地域における兼業農

家そのものを増大せしめている。すなわち、第一兼、二兼をあわせた所謂兼業農

家は、 35年→ 38年→ 4D年にかけて、全体としての股家戸数減少の中で、実

数として 64 D戸→384戸→394戸という変動をしめしている。そして 38年→

4 D年にかけてほ、 35年以降 38年にかけて少なくともその比重を減じていた

人夫・日雇・出稼層の比重の増加となつてあらわれているのである。

ところで、こうした変動の中で、階層別に現在の苫小牧殿村を支える農家の耕
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地所有規模をみるならば、そこには次のような傾向がほつきり看取できるのであ

る。すなわち、経営耕地規模 2町以下層は、昭和 40年現在全農家戸数の 4.2割

(2 3 3戸）一これに例外規定を加えると 4.6割ーをしめるが、か上る層はこの地

城の第 2種兼業農の主体をなしているということ。かよる層は実際に農業生

産にクッチする農業従事者の数が少ないという最的な側面ばかりではなく、その

女性化、老令化という質的な側面においても 2町以上層とはあきらかに区別さる

べき特質をもつているというこ．と。これに対して、専業農家層は全農家の 2.8割

(1 5 5戸）をしめるにすぎないが、か入る層はあきらかに 7.5町以上を主体と

しているということ。また第 1稲兼業農家層ほ、全階層にまたがつていることが

あきらかとなる。

そうしてまた表 1-6の如く経営耕地面租がふえるにつれ男子保有労働力はあ

きらかに多くなつている。しかも 29才以下の若年労働力よりも、む・しる 30 ~ 
4 9オまでの壮年労働力が市城農業生産の主体となつていることがあきらかであ

る。そうして、とりわけ男子の場合、 29オ以下の若年労働力は兼業労働力の主

体となつているという傾向が看取できるのである。

表1-6 農業従事者、年令別構成（耕地規模別） （s. 3 8) 

男 女 I 計
1 9オ 20オ 30オ 50オ 1 9オ 20オ 30オ 50オ

男 女
以下 ~29オ ~49オ 以上 以下 ~29オ ~49オ 以上

2町未満層 1 1 24 75 1 D 5 8 32 1 4 0 1 2 9 2 1 5 3 0 9 

％ 5.1 1 1. 2 3 4.9 4 8.8 2.6 1 0.4 4 5.3 41. 7 1 DD 1 0 0 

2~5町層 1 9 21 44 36 7 24 54 20 1 2 0 1 D 5 

％ 1 5.8 1 7. 5 3 6.7 3 0.0 6.7 2 2.9 5 1. 4 1 9. D 1 0 0 1 0 0 

5 ~ 7. 5町層 1 0 24 4 6 21 8 23 50 20 1 0 1 1 D 1 

％ 9.9 . 2 3.8 4 5.5 2 0.8 7. 9 2 2.8 4 9. 5 1 9. 8 1 0 0 1 0 0 

7. 5町以上層 22 45 1 0 7 63 22 51 96 52 237 2 2 1 
≪ 

％ 9.3 1 9. 0 4 5.1 2 6.6 1 0.0 2 3.1 4 3.4 3 3.5 1 0 0 1 0 0 

例外規定 1 2 6 1 7 . 1 3 1 7 1 3 26 34 

％ 3.8 7. 7 2 3.1 6 5.4 2.9 8.8 5 0.0 3 8.2 1 0 D 1 0 0 

計 63 1 1 6 2 78 24.2 46 1 3 3 357 234 699 770 

％ 9. 0 1 6.6 3 9. 8 3 4.6 6.0 1 7. 5 4 6.4 3 0.4 1 0 0 1 0 0 

さて、こうした現状の中で前述の如く乳用牛の地域飼養頭数の減少という事態

が惹起している。また旋けいについても同様の傾向が看取できる。こうした中で、

この苫小牧地域の場合、養豚および都市近郊園芸農業による再適応の道が、あき
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らかに市域の中にうまれてきている。とくに後者の場合、市の営農指迦機関その

ものも力を入れているひとつのあらたなる定着経営目標である。しかしながらこ

の地域にとつて、都市近郊園芸農業という経営形態は、まったくあたらしい形態

である。その点から、この都市近郊園芸農業がこの地域に生まれる過程

および定着プロセスに姦ける農民教育の現実的に果した役割の分析が以下の主

題となる。

さて、以上われわれは苫小牧農村地域（疋姦ける地域工業化と近年における農民

贋の分解形態の特徴を概括してきたのであるが、こゞで次のような問題が当然の

ことながら生ずる。

第ーは、この地域では戦後一貫して、地域工業化の中で、少なくとも昭和 38 

年段階まで本州都府県の一般傾向とは異なつて、上層専業農家屑が形成されてき

た。一体如何なる要因によつてこのことが可能になったのかという問題。）

第二は、そうした戦後一貫して保つてきた傾向が、昭和 38年段階以降あきらか

に方向転換するのだが、それは一体如何なる必要侭よつて、また如何なる現実

の農民生活の変化によつてもたらされたものであるかという問題。

第三は、こうした中で、一体住民の如何なる動機に支えられて都市近郊園芸農

業がこの地域に導入されることになるのかという問題。 そうして第四は、こう

した第一～第三の過程の中で地域農民教育というものは一体如何に位置づけられ、

また如何なる機能を果してきたのか、そしてそれと農村部落のもつ社会構造、姦

よび農民の社会的態度との間には一体如何なる関連があるのか．．という問題。

以下、これらの問題をまず苫小牧市域股政の問題として考え、ついで特定部落

茶よび都市近郊園芸農業を迎入した農民、及び彼の学習過程の問題として具体的

に分析することにする。

（注） 1 か上る点の詳細な分析は布施鉄治「地域開発と地城社会変動構造」北大産研、研究報

告書 6(1966.10)をみよ。

-1 91-



第2章地域農業政策の展開と農民組織化の方向

I 自立可能な経堂形態の定着化施策

水

小

ぇ> 

農林省作物統計事務所のしめす資料によると、昭和 38年段階において、この

苫小牧市域農村の作物の反収は、北海道平均の祗ゞ半分にしか達していないこと

があきらかとなる。こうした土地生産性の低さほ表2-1でもあきらかだが同表で

みるように、和年 37年→ 38年にかけてそれは増大、また労働生産性も向上し

ている。そしてこの苫小牧市域農村地帯では、農業所得の多くは、事実として畜

産収入、とりわけ乳牛による所得に依存している。

この苫小牧市城農政の特徴は、まず第一にこうした土地生産性の低い地域では

たんなる土地集積では、農業生産基盤そのものを高めることはできないという

認識から出発したという点にある。すなわち、この市域での専業農家形成過程は、

表 2:--1 主要農作物反収比較

（昭和 38年）

全 国 北海道 胆振支庁

稲 3 9 7kg 39油g 3 6 9kg 

麦 1 2 2 1 9 9 2 0 1 

ん麦 1 9 4 207 1 7 7 

苫小牧

1 8 1kg 水

70 麦

143 

表 2-2 苫小牧における作物

作付比率（昭和38年）

実数 ％ 

稲 41町 7反 1.6 

類 248 4 9. 8 

馬鈴‘蓉 1,632 2,0 51 1, 6 0 1 928 
雑殻（主体） 3 51 6 1 3.8 
豆類

えんどう 88 1 4 2 91 73 馬 鈴 悪 85 8 3.4 

大 豆 1 3 5 1 4 8 1 3 9 89 蕗 菜 類 79 8 3.1 

小 豆 1 1 3 139 1 3 0 83 特用作物 59 7 2.4 

いんげん 1 4 1 1 4 5 1 9 7 82 飼料用作物 1, 6 51 5 6 5.0 

とうもろこし 267 239 281 1 2 4 緑 肥 1 5 2 0.6 

なたね 77 1 5 8 1 3 1 そ の 他 5 7 0.2 

あ ま 2 84 308 1 0 5 計 2,539 4 1 0 0.0 

てんさい 2,396 2,441 2,647 1,398 

・・地積の拡大が同時に土地生産性増大のための諸努力、すなわち言葉を替えるなら

ば、なかんずく土地基盤整備事業の進展ととけがたく結びついていたというとこ

ろにその大きな第一の特徴がある。そうして、こうした基盤の上にたって、機械

化による労働生産性の向上が計られた。

この地域の農業生産にとつて、排水、土地改良などの土地基盤整備事業が基本

的に必要なことは、たとえば「北海道営農類型調査」（昭和 31年．）の勇払海岸

地区（苫小牧市の大部分はこれに入る）の次の記述によつてもあきらかであろう。
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「この地区の地形は波状性丘陵及平坦各地帯に分けられる。波状性丘陵地帯は樽

前系火山性に属し、組織は粗で地味は痔薄である。平坦地帯も又概ね表層は樽前

系火山性土により被覆せらる入も、下層は第 4紀新層土壌に属している。而して

その一部地域は水田又は畑として開発利用せらる入も、その大部は地下水位高く、

排水不良のため、未開墾地の所謂勇払原野として放棄せられている。本原野に対

してはまず原野を貫流する河川の治水工事を行ない、更に排水施設を完備すると

共に、当地方は風強く夏季濃霧が襲来するので、全地区に亘り防風林の設置を急

務とする。又現在既に耕地として利用されている火山性土には有機物施用、並客

土等の土地改良は勿論、三要素の補給に留意することが最も大切である。．．．．．．」

かように、この地域にとつては基礎的な意味をもつ土地基盤整備事業は、その

事業主体が何処であるかによつて、幾つかの段階にわけることができるが、まず

(1)．国営の土地基盤整備事業からみると、戦後の緊急開拓者入植地域を対象とした

開発局の国営開拓建設事羹l)・しま、 この苫小牧市域では、昭和 23年から 40年に
(2) 

かけて、弁天開拓、柏原開拓、錦岡、勇払工区の四カ所で実施され、道開発局

の資料によると、直接工事費、間接事業費あわせて投下事業費の累計ほ 5億2A17万

円に達している。この事業の受益農家数は 18 3戸であるが、そしてこの．

5億という投下経費ほ、・たとえば昭和 26年度までに苫小牧港造成のために投

下された国費 68億に比すると、著しく少額なものだが、昭和 30年度に姦ける

苫小牧市の予算オ出総額 5億 9千万円、うち土木費 7千万円という実禎と比ぺる

と（な森昭和 38年には一般会計予算規模11億円、うち土木費 1億 3千万円）

かなりの投下額といわなければならない。 (2)そして、また前記国営開拓建設事業

の低かに、この地域で実施された土地改良事業は、道営小規模排水事業、団体営

区画整理事業、補修工事、冷害対策工事業、市単独排水路修理工事等々、昭和

3 1年から 4‘0年まで計 38件、金額にして 1億 3千万円に及んでいる。

これら土地改良事業は、少なくとも次の二つの側面において地域の営農推進に

大きな力となった。第ーは農道建設、客土事業、排水事業などのさい、直接にそ

の地域に入植した開拓農民を賃労働者として雇用することをと姦して、いまだ作

物が十分にとれぬ、したがつて農業生産者としては自活不可能な農民層の生活を

補助するという点であり、（もつとも開拓のはじめの数年は農民ほ開懇補助

金によって生活を立てるが 、こうした土地基盤整備事業の賃労働による収入が生

活補助として大きな役割を果たすという事実は無視することはできない。）第二

にそしてもつとも基本的なことは、資本蓄積のない個々の開拓農民の自己負担で
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は不可能な大規模な土地基盤整備を行なうことによつて、土地条件そのものを抜

本的に変革するという事実である。；（3）ところで、この地域の場合さらに特筆

すべきは、これらの土地基盤整備事業において、農民負担分を市が肩がわりをし、

かゞる土地基盤整備事業が実質的に個々の農民の負担（借金）にならないという

配應が市当局によつてなされたという事実であろうや）。• これは個々の農家の経営

構造の酪農化への切りかえ、とくに土地改良に重点をおいた時期とが重なりあ

ったヽめ、個々の農家がその負担に耐ええないと市当局が判断したとめになされ

た処置である．。 こうして昭和 40年現在、市農林課が語るところによると「現

在、開拓地に部分的な暗渠排水が必要な段か、既存地域（戦前入植地域）も、土

地改良は今年で祗ゞ終り、来年以降は農道建設が問題になる。」という段階に立

ちいたつている。

かように農業生産にとつては基礎的な生産手段であるところの土地の基盤整備

が個々の農民の自己負担によらずしてなされているという事実は、今日の苫小牧

農業の発展を、とりわけ農業政策との関連で考えるさい、きわめて大きな役割を

果しているとみなければならない。

ところでこうした基礎づけの上に立つて、市当局に姦いて、次の如き自立可能

な経営形態の地域定着化のための諸政策ヵ；；とられた点を次に指摘しなければなら

ない。

とりわけ、これまで市当局が重点をおいたのは酪農主産地の形成であるが、これ

には表 2-3であきらかなように、市貸付牛がきわめて大きなウニイトをしめて

いる。この苫小牧農村にはこれまで国有、道有．開拓道有、市有の貸付牛が入っ

ているが市有貸付牛は、道有貸付牛がこの地域におりた昭和 25年の翌年26年

よりはじまり、昭和 3 7 年以降、格段と貸付牛頭数が増加している•ことが特徽的

となる。そしてこの市有貸付牛の実績は、これまでの全貸付牛実緬の 7割をしめ

ている。またさらに市当局は、この貸付牛制度とともに、昭和 31年以降堆肥場、

尿溜建設に対して半額市補助の制度をもうけた。（農民の語るところによると半

額補助で諸材料が購入でき、あとは自家労力で建設可能であるという。）この制

度によって、昭和 40年までに建設された堆肥場は 11 3、尿留は 117、そしてこ

れに要した費用は累計 343万円に達している。

ところで、市当局が現実的に実施したこうした酪農振興対策と共に、こゞで看

過してはならないのは、この苫小牧農村の農業労働生産性の向上を具体的にもた

らしているところのトラククー導入による農業機械化対策である。酪農振興対策
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表2-3 年次別・種類別貸付牛頭数

道有 国有 開 市有 計

昭和 25 5頭 5頭

” 26 1 0頭 1 0 

” 27 1 0 1 0頭 1 8 38 

” 28 5 1 8 1 0 33 

” 29 1 4 1 4 

” 30 1 1 11 

II 31 1 5 1 5 

” 32 40頭 1 2 52 

” 55 1 1 11 

” 34 20 1 2 32 

” 35 1 5 1 5 

” 36 1 4 1 4 

” 37 29 29 

” 38 27 27 

” 39 30 30 

‘’ 40 5 5 33 

計 20 6 0 28 261 369 

注） 市貸付牛現在頭数10 2頭 (s40) 

は実際には農業機械化対策と表襄

の関係で進行した。つまりこの苫

小牧にトラククーがはじめて導入

されたのは、昭和 28年のことで

あるが、このフアガスン 27馬力

（当時約 16 0万円）は市が購入、

それを既存農協に借すという形態

をとつている。（このトラククー

は主として既存農家に利用された

が、それは当時、開拓ほ前述の土地

基盤整備事業が進行中で、まだト

ラククーを使う状態にほなっていなか

つたと判断したことによる。） 2台目

のトラククーが国の貸付という形で

導入されたのは昭和 31年のこと

だが、これはフアガ‘ノン 45馬力、

柏原部落のトラククー利用組合7

戸に貸付という形式で、実質的には農協が管理・運営し、30戸の農家が利用し
た。

ついで 34年と 35年の両年、弁天開拓と柏原のトラククー利用組合にそれぞれ

国有貸付トラククーが瑶入される。その後40年に、近代化資金で高度利用セ
ッ

トを含め 60 0万ー45馬力のものーが弁天開拓に入るが、この昭和 40年度
段階

になると、トラククーの個人所有、あるいは自己負担での共同所有農家
も

この苫小牧農村地帯には数多くあらわれる。そしてそれは前述のものを含め
めて

計 21台に達する。かようにトラククーの地域普及過程をみても、市当局の働
き

かけが、とりわけその初期の段階に姦いて大きな役割を果していることが認
めら

れる。

以上われわれは、市当局がこれまで行なってきた地域農業施策を、土地基盤
整

備事業→酪農振興対策→農業機械化対策と述べてきたが、これによつても、
少な

くとも昭和 35年段階まで、この苫小牧地城工業化の中で、一方の極に着実に
上

層専業農家屑が形成されてきたという過程の一端はあきらかにされ得たと思う
。

この時期の市の農政は一口にいつて、これまで日本の何処の農村でもみられ
た

ように、農村地域の部落．をつかみ、そこに存する部落の社会構造をリレー・
ポイ
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ントとして農民を掌握するという方法をとつていたということができる。そして

この段階では、農民それ自身の農業に対する価値志向・態度に働きかけるところ

の、今日いうところの所謂人農民教育／9には市当局自身差程力を入れていなかった

ということができるであろう。もちろん、われわれが弁天部落で調査を行なった

さいあきらかにされたようにこの段階に姦いても、農村青少年クラプ (4Hクラ

プ）を主体とした地域農民教育活動は行なわれており、か入る活動が少なくとも

従前とほ価値志向の異なる農業経営の確立のために大きな役割を果してい

ることがこの苫小牧農村においては認められるわけである。 しかしながら、一

般的にいつてこの段階までは II農業生産IIに対する農民の主体的働きかけの側面

はいわば自明のものとして、あるいは個々の農民がまさに Perso五alに修得すべ

きものとして前提とされていたといつてよい。この段階に共いては、従前の「家」

に結びついた形でのせまい意味での直接的な生産過程に姦ける諸能力知識が自明

のものとして前提とされ、それがいわば日本農村社会が伝統的に保持してきたと

ころの”部落秩序，1を媒介として、そこで具体的に展開される fa0eto face 

の日常生活の農民の学習活動をと姦して、つまり農民の日々の生活体験過程とし

て、農業の生産技術知識は地域農民の共有せるものとして伝播していたと考える

ことができる。

ところで、かようにみてくるとこの段階においてはこの苫小牧の場合、地域農

民教育があきらかに後手をとつていたと感ずる人があるかも知れない。そして、

それは事実ではあるが、次の点は指摘して森かなければならない。（事実この地

元苫小牧市には工業高校は存在しても農業高校は存在しない。中卒後農業に関す

る後期中等教育を望むものは、伊達、静内さらに遠く栗山、岩見沢にでなければ

ならない。けれども現実の問題としてこれらの地域の農業高校へ行つたものは少

ない。現在、地元に残つている農業後継者の中には、かえつて地域的にはより遠

隔地にあたる野幌の農学校、十勝の「開拓実習所」を卒業したものがみられるの

である。）すなわちこの苫小牧の事例ばかりではなく、北海道農村地域に姦いて、

所謂農業後進地域、あるいは農業停滞地域と称せられる他の農業の土地生産性の

きめて低い農村地域の事例を加味して考えると、たとえばこヽのように農業の土

地生産性がきわめて低い場合、そこでの農民層の具体的諸要求は、如何にして生

活を立てるか、そのためにその土地生産性を如何にして向上させるか、言い換え

るならば排水、客土などの抜本的な土地対策、か上る点を如何に抜本的に克服

するか、という点に集中的にむけられている。「作付しても赤字にしかなら
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ない土地」に「多額の負債の上に機械力を導入して、さらに地積を増しても、そ

れは結局赤字を増すだけではないのか。したがつて労働生産性の向上といつても

それは土地生産性の向上を一方に伴わなければ、結局絵にかいた餅にひとしいの

ではないか。」か上る疑問を農民層はつねに抱いている。したがつて、苫小牧の

ように土地生産性の極度に低い農業地域の場合、すでに述べたような国営、道営

そして市自体のす上めた施策としての大規模な土地の基盤整備事業、しかもそれ

を市当局が実質的に農民層の自己負担分を肩替りするという形です上めた点、ま

た酪農主産地形成のために、たとえば貸付牛制度に端的にみられるような諸々の

施策を禎極的にす上めた点等々．．．．．．。それは十分であったとはいえないまでも、地

城農民層の要求に応えうる措置であったといわなければならない。このことによ

つてたしかに土地生産性は向上した。

I 地域工業化に対応した農民組織化の方向

ところで、こうした段階をとおりながら現実に、地域工業化の波の中で苫小牧

地域農村社会の構造が大きくゆれ動いてくる。もともと表 2-4でしめすように

この地域では、戦後開拓農家のし砂る比重がきわめて高く、昭和 4D年現在、既存

農家（戦前入植農家）と戦後開拓農家との割冷 表 2-4 市が戻政の対象と

はほゞ等ししなっている。これ 9ら地域農家に した農家の既存・開拓区分(S39)

とつて、たとえば開拓農民の場合を考えると、

この地域では農業施策として前述の如き特筆す

べき施策がとられたとはいえ、こ上に指摘する

までもなく土地条件はすべての入植農家にとつ

てけつして等しいものではない。土地改良をさ

らにほどこす必要がある土地に入植した農家と、

然らざる農家との間にほ、当然のことながら経

営実績の差が生ぜざるを得ない。またこ上では日

本の何処の農村らそうであったように、組織的

にその地域にみあった農業教育を入植農民に筏

どこしたわけではない。したがつて現実に農業

部落名 既存 開拓

椅： 前 5 3 

錦 岡 2 1 1 5 

植 田’’ 2 2 

植苗速浅 1 7 

柏 原 2 4 3 2 

美 沢 7 

静 JI I 2 0 

糸 井 4 2 

弁 天 7 6 

計 、16 4 1 6 5』

3 2 っ7 

注） 不明 2戸を除く。

生産を行なう農民それ自身の主体的能力の相違というものも、とりわけ大きく作

用せざるを得ないものと思われるが、こうした農業生産における主体的諸能力の

相違は、当然に個々の農民の営農実績の差となってはねかえつてくる。こうした
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事情の上に、実際にはこの地域の酪農主産地の形成そのものが農民層のきわめて

多くの負債の累増という事実の上に進行したという事情が、地域全体の工業化の

進展という事情に加わって存在した。か上る現実は、同一の地縁の中で上下への

個々の農家の階層分化をきわめてはげしく進行せざるを得ない。専業化志向の農

家と、脱農化志向の農家の差は、より明確とならざるを得ない。土地生産性が低

く、農業での自立不可能な層はさまざまな試行錯誤の結果、基幹労働力自体が賃

労働者化せざるを得ない状況にいやおうなしに追いこまれることになる。もちろ

んか上る状況に至るまでにはさまざまな適応の試みをすることは、こ上に言うま

でもないことだが、すでに述べたようなたゆまぬ農民層の自立界線の上昇は、所

謂農村社会の安定層をなす中堅屈の存在それ自身を許すことなく、両極分解への

歩みをはやめた。そして、こうした事態の進展とは言葉を替えるならば、それほ

そのま上、従前の'’部落社会，＇といわれた社会的実体自体が大きく崩壊するにい

たる社会過程を示すことにほかならない。 （具体的にこの苫小牧地域において

従前の部落社会といわれた農村社会構造がどう崩壊しつよあるかは、後章におい

てあきらかにされる。）

ところで、農業基本法農政が苫小牧農村に具体的にあらわれるのは、こうした

段階においてゞあった。こ上では現実の問題として、もはやかつての農村社会の

部落秩序は著しくこわれている。それはすでに従前の機能を果たすものではない。

したがつて行政自身、ひとつの官僚体制の上にのつてその農業施策を貫徹する方

向を志向する以上、当然のことながら、あらたに上層化する層を中心として農村社

会そのもの上再編を考えざるを得ない。こ上ではもはやかつての「家」を中心と

する中堅層は存在しないのだから、そして上屈化する層とは、実際の問題として

資本の論理に則つて農業生産そのものを考えるという企業経営層を意味するのだか

ら、こ上では価値志向において所謂「家」を中心として「分度」の生活をわきま

えるかつての中堅屈とは、その価値志向が 18 0度異なる「農業生産単位」が設

定されなければならないということになる。そしてかよるあらたなる中堅層を軸

としての農村地域社会再編がこ上においてはきわめて大きな課題となる。

ところで現実の問題としてほ、この苫小牧においては例えば酪農経営に関して

ほ、か上る志向性をもつ経営自体が弁天開拓にみるごとく、あきらかにいわば自

生的な運動としても地域農民の中からうまれてきているという事例はある。そし

てそれを行政はひとつの典型事例として、いわば核としてす上んでひろいあげる

という形態をとるや）しかし一般的にいつて地域農民の中から、か上るいわば
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1 8 0°度の価値転換がうまれるという現状ではない o両極分解に対応すべき農業経

営の変化があまりにも急激であるし、その変化をもたらす資本主義経済自体が今

日のわが国においてはあまりにも高度化しすぎている。

その結果、か上る発想ほ現実の問題として地域農民の生活体験の中からではな

く、まず全体制レベル（独占資本の意志＝国家）において発想せられ、それが官

僚制機構のパイプをとおつて下部に伝播せられるという形態をとることになる。

地域営農指遮機関が地域農村社会再編にさいして、その不可欠の同伴者として、

今日いうところの’'農民教育 IIを重視せるゆえんである。こうした意味でも今日

いうとこるの農村社会再編は、一方に所謂，／農民教育 IIをその不可欠の同伴者と

せざるを得ない。

そしてまた、こうした発想ほ、たとえば全体社会の発展段階が産業資本主義段

階であれば、いわば自生的な地域農民層の動きとして現実化した条件はあったろ

うが、今日のわが国の段階では一般的にいつてかよる条件ほ在しないといつてよ

ぃ。その結果、か上る農村地域社会の再編自体が特定少数農家の体制的育成とい

う観点からなされるという現象をうみだすに至っている。すでに述ぺたように農

基法牒政が地域に具現化する以前においてほ、この苫小牧地域においては少なくと

もその土地基盤整備事業にみられた如く、その建前としては、その地城の全農家

が均ーに農政の恩恵をうけるべきものであつた。しかしながら、この農基法農政下

においては、農政の対象とする現実がそこまで高まつていないのだから、そこま

で高めるには不可欠に国家の融資が必要となるという事情がある。そしてか上る

物質的な諸関係をテコとして、現実に国家ほ農民の選択的育成および多くの農民

の切りすてを行なうにいたる。すなわち具体的には、資本を投下して（助成ない

ししま融資して）、確実にそしてもつともはやくそれの回収の見込みのたちうる生

産基盤を現に有するか、また特定の役職についているか、あるいはその他の条件

によつて、か上る見込みがあるとされた特定少数者のみが行政によって選択され

ることになる。そしていま一歩の挺子いれを望む層も生産基盤が劣悪な場合、ま

た負債の重圧の前に投下資本の回収の見込みがうすい場合、客赦なく融資対象か

ら除外されるということになる。

こ上にはあきらかに現にわが国の資本主義が高度資本主義の段階、しかも国家

独占資本主義体制に入っていることが如実に示されている。国→道→支庁→市と

おりた行政のパイプによつて、育成される農家、切りすてられる農家がいやおう

なしに、あきらかに選択されているのである。しかもそれはいわば個々の農家の
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「差別と分離」を特徴とする。そうした価値が前提とならなければ、か上る社会

過程は行なわれ得ない。そしてこれは従前のいわば”全体 IIに結合することにそ

の特徽をもつていた”村落 II的カルチュアーとは正面から対立する資本主義的業

績主義カルチュアーで農村社会そのものを再編しようということでもある。した

がつてこ上ではどうしてもあらたな教育過程が必要とならざるを得ない。つまり

選択的育成の対象となった農家に対して、彼らを企業的農家に育成すべく、上か

らのいわば行政指導としての農民教育がそこに必要とならざるを得ない。そして

この過程ほ、農村地域社会の再編計画を不可欠に伴いながら進行する。

さて、苫小牧市においては、か上る過程は具体的には次のような形であらわれ

た。

すなわち、苫小牧市では昭和 37年「農業基本法の精神にのつとり」農業振興

奨励基本方針を作成、これに沿つて「苫小牧市営農改善推進機構」を設置、営農

に関する行政指道体制を強化するが、この機構の未端として、部落段階に「地区

営農改善推進部落推進員」をもうける。

そうして、この場合、とくに部落における数少ない「青年層」をリレー・ポイ

ントとして行政指導ルートによる部落社会再編を志向するところにその特徴がみ

られる。この市の「営農改善推進機構」とは、 「地城住民の自主的な計画にあわ

せて各機関、団体が一体となった指導体制を確立するため、これを推進する機構」

であるが、この機構は結局のとこる市の指導にしたがつて、フォロワーとしての

地域農民（部落推進員）が、地域段階での実践にはげむという Systemをとつて

いる。

すらわち、この機構ほ「企画部」「指導部」「部落推進員」の三者が一体とな

つてはじめて現実的にその機能を果す Systemをとつている。たとえばその人

的梢成をみると「企画部会」は、市長、助役、総務部長、市識会議長、市議会産

業委員長、市教育長、市農業委員会々長、苫小牧地区農業改良普及所々長、市開

拓営農指遮所々長、同林業指導事務所々長、農協組合長、開協組合長、共済組合

長、森林組合長のしまか、市農村青少年クラプ会長、市農協姉人部々長、市開協婦

人部々長の計 17名をもつて構成されているが、「指導部会」は市では市農林課

長しまか課員全員 (12名）市教委では社会教育係長、市農業委員会でほ事務局職

員全員 (2名）、以下開拓営農指瑶所、林業指遮事務所とも職員全員（計 3名）、

農協総務委員長、参事、技師の 3名、開協は職員 1名、共済は職員 2名、森林組

合は職員 1名の計 28名の構成になっている。そうしてこの「指瑶部会」には
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「企画部会」にみられた農村青少年クラブ、農協、開協の婦人部などの構成員ほ

そのメンバーとして含まれていない。つまりこの「指導部」は、地域における虚

農指遇機関の総合的執行機関という性格をもつている。

ところで、この指導をうけてたつ「部落推進員」は全市域にわたつて計 23名

いるが、こ上に農事研究会、青少年クラプ員などの若年農村青年が配置されてい

る。すなわち部落推進員の構成及び任務は次のように規定されている。

「部落推進員は農事研究会、青少年クラプ員など学習集団の中核者、あるいは

その経験ある青年であって、指遮に対する実践力がありかつ部落住民の信望があ

り、部落団体より推せんされた者を市長が委嘱する。部落推進員は営農改善指導

にもとづき設定された地区別営農類型にしたがい、部落団体の営農改善活動の中．

核として実践しそれの促進をはかる。」営農改善推進機構は、以上みたところで

あきらかなように、地域での営農に対する行政指導体制の著しい強化という特徴

をもつている。部落段階での営農推進員も市長が委嘱し、彼らの任務は市当局が

作成した「地区別の営農類型」を地域に定着させることにある。そうしてか上る

任務を果すものとして農村青少年層が起用されるのである。とこるでさらにまた

つけ加えなければならぬことは、昭和 38年以降、この地域の個々の農家が農業

近代化資金、営農改善資金を導入するにさいしては、この「営農改善推進機構」が

個々の農家ごとにこれをチニック、その是非を検討しているという事実であろう。

かような面からも行政の営農指導体制は強化されているといわなければならない。

とこるで、上述の営農改善推進機構によつて推進さるべき「地区別の営農類型」

は昭和 39年 4月に設定された。これは、 I型乳牛専業、 Il.型養けい専業、皿型乳

牛＋蓑けい専業、 W型蓑けい＋読菜兼業、 V型荒菜専業の五類型よりなっている

が、この営農類型は、経営可能土地面積、自家保有労働力、また資本装備によっ

て異なるところのこの地域で目立可能なる経営類型をしめしたものである。すな・

わちその概要をしめせば、

o I型は自家保有労働力 1.8で、農業所得 76万円（成牛15頭、仔牛 9頭所有）

。Il.型は自家保有労働力 1.8で、農業所得 12 5万円（成鶏 2,000羽、ヒナ1,5 0 0 
羽所有）

0 皿型は自家保有労働力 2.5で、農業所得91万円（成牛 8頭、仔牛4頭、成鶏

1, 0 0 0羽、ヒナ 75 0羽所有）

oN型は自家保有労働力 1.8で、農業所得99万円（成鶏 1,0 0 0羽、ヒナ、 75 0 

羽、および＾ウス 2棟 30坪、 15 0坪）
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o V型は自家保有労働力 1.8で、農業所得71万円（ハウス 5棟、 3D坪 1棟、

5 D坪 4棟）

となっているが、これによると弁天、植苗、遠浅が酪農専業地帯 (I型）、．樽前

が酪農専業と養けい専業地帯 (I型＋ l型）、相原が乳牛十養けい地帯(][型）

そして、糸井と植苗の一部に荒菜専業地帯 (V型）を設定、 W型は各地帯に散在

するという地城計画である。つまりこ上では錦岡と糸井の大部分は宅地化される

ものと想定。こ上に都市近郊園芸農業地帯を設定する。また美沢、静川、植苗そ

して高丘、丸山といつた地帯での農業生産には大きな期待を寄せていない。弁天、

柏原、植苗遠浅、樽前が主要農業生産地帯として想定されているのである。
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図2-1 主産地形成の方向（計画）

市の計画によると、昭和 38年現在 61 2戸の農家があるが、このうち市当局が

農政の対象としている屑は専業農家と第一種兼業農家の一部を含んだ 32 9戸で

ある。この 32 9戸の農家が 45年には 18 3戸へ、つまり 10 0から 56へと

減少するという計画である。つまり現在農政の対象となっている農家のうち146

戸が 45年度には第 2種兼業農家におちるという見込である。そして農業生産予

測としては、 38年から 45年にかけて、米・麦．．豆類、雑殻は現状推持、飼料

作物、特用作物（ビート）、それに読菜類が増加、し力孔それにも増して、乳牛が．

1, 4 8 1頭→2,375頭へ、養けいも 27,056羽から 129,142頭への増と畜産部

門への期待が大きい。こいでの計画の中心はこれまでこの地域で推進してきた地
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域酪農化であることはあきらかである。そして、こ上でもうひとつふれなければ

ならぬことはそのための牧草地の確保にも市当局はすでに乗りだしているという

事実であろう。市の計画の自立乳牛専業農家の場合、すでにみたように成年 15頭

その他 1オ～ 2オ牛を含めて計24頭飼育という線が出されているわけだが、こ

れに見合う個別経営での保有耕地は 11町、ほかに保有牧野 2町5反を見込んで

いる。けれどもこれだけの耕地規模では牧草地不足は当然のことながら予測され

る。市当局はこれに対応する対策として市有放牧地の拡大を計画（西部地区牧野

は 33 6町ある。うち 45町歩は草地造成ずみ、さらに 15町歩草地造成の予定。

また東部地区牧野は 28,0町歩あるが、うち 1D D町歩ほ草地造成ずみ、さらに

3 6町の草地造成予定、また東部牧野拡大のため国有地 22 D町歩の払下げを申

請中）、また開協も東部地区に牧野を造成すべく 15 D町歩の国有地払下げを申

詰中である。かように苫小牧市の場合、酪農主産地形成に相応した対策が、市有

牧野造成という形で禎極的になされているのである。そしてまたこの乳牛の個体

増に関しては、昭和 4D年以降、従来の市貸付牛制度とは別に近代化資金を活用、

大巾な乳牛増加を計つているという事実にもふれなければならない。そうしてこ

の際注意しなければならぬのほ、従来のように無乳牛農家解消という方向での個

体遮入ではなしに、現在すでにかなりの頭数の飼育を行なっている農家に、さら

に上租みさせる形でこれがなされているという事実であろう。施策として自立恵業

酪農家育成がはつきりとうち出されている点が指摘できるのである。

ところですでに前章で指摘した如く、か上る地域酪農主産地化への布石、また

予測にもか上わらず、現実はかとる計画どおりには進展していない。地域全体の

乳牛保有頭数は、 38年→ 4 D年にかけてあきらかに減少をしめしているのであ

る。

現実の農民層の分解は予測をこえた激しさで進行しているとみなければならな

い。そうした農民屈の農業での現実適応の形態としてでてきたものが、すでにこ

表2-5 苫小牧市で作成した農家戸数・変動の予測（農政の対象となるもの）

::•種第｀： I→冒万尺 州凸王乃I45/58 
の苫小牧市の地域営農類型にもとりあげられている”養けい IIあるいは II読菜／9

（ビニール＾ウス）経営であるということができる。養けい、＾ウス共これらは
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いわば施策としての本流（つまり酪農主産地形成）からは、しまずれた形でこの地

域にうまれたものである。養けいの場合は、市の指導とは離れていわば小資本で

確実に日銭が入るという農民層の要求に支えられて、国容発生的に従来の投機的な

豆作（なかんずく小豆）を主要な現金収入源とする経営に付加される形で、ある

いは乳牛を手離した後の経営に付加される形で（けい舎に牛舎のプロツクをその

ま上使用している者も多い。）発展してきたものでもあるし、また以下の章でみ

るように都市近郊園芸農業についても同様のことがいえる。しかしながら現在、

都市近郊園芸農業、養けい共、市の農業類型であきらかなように、その育成ほ施

策にもとりあげられている。たとえば、都市近郊園芸農業についていえば、市当

局は昭和 35年以降か上る都市近郊園芸経営育成のために力を入れはじめた。す

なわち、昭和 38年より市はビニール・ハウス建設農家に対し半額助成を決定、そ

のご 40年匹かけて、この助成により固定式ハウス 14棟、移動式ハウス 7棟、

計 21棟が建設された。この助成に要した市の費用は 18万 5千円である。そし

てビニールハウス経営農家は昭和 40年現在 9戸を数えるに至っている。さらに

また市当局は昭和 39年度から、れき耕栽培の実験も行なっている。これに要し

た費用は実習費 7万 5千円、建物建設費 12万円、また実験 1年目の費用 3万 6

千円、計24万円ほどである。そしてまた養けいについてはあきかにその対策が

遅れていることが指摘できるが、市は地域に定着可能なビニールけい舎の実験

（柏原と弁天のニカ所）を行なっていることを指摘しなければならない。

さて、以下本論では、こうした形でこの苫小牧農村地域にうまれつ上ある”都

市近郊園芸農業 IIの発生およびそれの地域定着過程における農民の「教育＝学習」

の問題に焦点をしぽる。しかしこのさい、第一にこの苫小牧地域で現実的に将来、

都市近郊園芸農業が生まれると想定されている”糸井地区 IIにおける近年の地域

都市化の中での農業経営形態そのもの図変客（したがつて農村地域社会の変客）

また農民層のそれへの対応形態、そしてこ上には開拓農民が多いわけであるが、

か上るさいに彼らのこれまでの lifehistoiy の中で、農民教育および学習の

果した役割、および彼らが一体如何なる動機によって、また社会的態度で将来を

展望しているのか、という問題。さらにこうした中で、都市近郊農業経営を志向

する層は、如何なる動機づけによつて、か上る志向性をもつに至ったのか、その

さいの情報通路およぴ学習形態の特徴は、等々の問題にまずふれよう。

ついで第二に、この苫小牧地域にはじめて＾ウス経営を導入した農家、および

現在れき耕栽培を実験中の農家に焦点をあわせ、彼らのか上る「＾ウス経営」
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「れき耕栽培」導入の動機、およびその適入一定着過程、そこにおける「教育一学

習」の役割等々を彼らが現に定住している部落社会との文脈の中で、また市の営

農指迎機関との関係の中で、事実に沿つて分析しよう。こ上には、いわば

これまでその地域に存在しなかったあらたなる経営形態を地域に定着させるため

の、農民層のたゆまぬ努力、創意の発揮の過程がある。そしてそれは農民の現実

的な「教育一学習」過程と不可分に結びついたものとして展開している。かよる

過程を具体的に記述・分析することをとおして、われわれほ現実に展開されてい

る農民教育のもつ諸問題にふれることにしよう。

皿 施策としての地域盛民教育活動の展開

しかしその前に、現にこの苫小牧市域農村において行な臼1..--0,ヽ ・る市営農指迎機

関の農業普及教育活動について述べる必要があるだろう。

先にわれわれほ、この苫小牧市に「営農改善推進機構」が設置されたことにふ

れた。とこるで現に苫小牧市城農村において展開している農業普及教育活動はあ

きらかにこの「機構」を中軸として展開しているといえる。つまりこの地域にお

ける農業普及教育活動は、あきらかに部落段階での「営農改善推進員」の教育に

大きく力を入れた形で展開されているということができる。もちるん市当局の農

業普及教育活動はこれだけにつきるものではないが、いまそのあらましを記すと

次のようになる。市それ自身が把握している地域での農業普及活動を、市自体の

干渉の程度によつて分類すると次のような分類が成立する。

(1) A型ー普及教育活動の主体が市の上級機関である支庁ないし道、国にあって、

市はいわしま橋渡し的役割を負うているもの。

(2) B型ー市自体が直接的に農民に働きかけて、農民の組織化、つまり農業普及

活動を行なうもの。

(3) C型ー市自体が地域段階での様々な農業生産者集団に働きかけて、つまりそ

れらの集団活動を助成するという形で行なう普及教育活動。

(4) D型ー市自体は関係せず、農民の自主的な組織あるいは行政機関以外の組織

が行なむ農業普及教育活動。

この分類に従つて、この苫小牧地域で現に展開されている農業普及教育活動を

整理すると次のようになる。

(1) A型に属するものとしては、てんさい研究会と技術交換大会。いずれもその

主体は胆振支庁である。うち披衛交換大会はさらに全道大会につみあげられる。
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(2) B型はさらに二つの性質の異なったものに分けられる。第ーは特定少数の農

民に働きかけて、市当局があたらしい技術を開発するために、いわば小数精鋭

的に行なう農業教育活動。第二ほょり広汎な全地域農民に働きかけて行なうも

のである。前者に属するものとしては、後章でふれる・「礫耕栽培」に関する技

術開発活動があげられる。これまでこの苫小牧地域には存在しなかったあたら

しい経営形態を開発、地域に定着するために普及所々長とそれを実際にす上め・

る農民が静岡県にまで現地実習におもむき、さらに道内各地の農事試験所を歴

訪、精力的な学習活動を行なっている例がこれにあたる。後者に属するものと

しては前述の「営農改善推進員」の研修会がある。

(3) 0型に属するものとしては、青少年クラプ連合会と共催の「青少年対象の夏

期研修会」農協・開協婦人部と共催の「生活改善研修会」、また農民が自主的

に組織した「疏菜研究会」や「養豚組合」に対する技術指導活動がこれにあた

る。

(4) D型に属するものとしてほ、たとえば市の指違とほ離れて酪農民が組織して

いる「乳研の研修会」、さらにまた養けい農家を対象とした鶏の飼料業者が

現在相当数この地域に入り大手筋と思われるものだけでも三業者あるが、これ

ら業者の行なっている「視察を兼ねた研修会」等がこれに入る。

現在この苫小牧地域で展開されている農業普及教育活動はお上よそ以上のよう

に整理されるが、こ上では以下、 B型、 C型についてや上詳細にみてみよう。

(1) B型に属するもの上うち前者すなわち礫耕栽培に関しては後に詳細にふれる

ので、こゞでは後者「営農改善推進員研修会」についてみよう。例年これは年 2

回行なわれており、一回目は現地（先進地）視察、二回目はその成果をもとに

しての苫小牧での泊まりこみの研修会という形をとつているが、昭和 40年の

実績でみると第一回目は 2月の江別の酪農構造改善事業の視察、第二回目は苫

小牧市内白鳥湖に 1泊 2日での道の専問技術員を講師にしての農業構造改善事業

に関する研修会が開かれている。そうしてこれには地区営農推進委員 21名が

参加している。ところで地区営農改善推進員に対する働きかけはこれだけで終

るわけではない。 4月早々に支庁段階（胆振支庁）で農業奨励会議が開かれる

が、こ上で指示された事項を参考として苫小牧段階の前述の「苫小牧営農改善

推進機構」の「指遮部会」がもたれ、そこで協識の上、その年度の地域農業に

関する奨励事項がきめられる。この段階で地区の営農改善推進員と農事組合長

があつめられ、 「農業奨励会議」においてこれが徹底化される。このさい 2月
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段階での「営農改善推進員研修会」は、お上むねその年度における行政の重点

目様にそつて、その主題が選択されているから、地城農政の展脚にとつて、こ

の研修会が大きな役割を果すことはいうまでもないであろう。予算的にみても、

この研修会には営農改善推進員の報憤費を含めて年間 30万円（昭和 40年度）

がくまれている。

(2) 0型に属するものとしては、まず青少年クラブ連合会と共催の「青少年対象

夏期研修会」をあげなければならない。これは毎年夏期に市域の 30オ前の

青年男女がバスを貸りきって先進地視察を行ない、同時に視察先の青年男女と

宿泊先で交換会をもつという形でくまれるものだが、この研修会の特徴は、第

ーに農業改良普及員と、視察する先によって酪農なら酪農の技師という形でそ

れぞれ専問の技術員を配置するということ。第二に学習形態の特徴としては、

視察先の概要をあらかじめプリントし、バスの中で簡単な予習を行なうという

形態が第一段にくまれ、然るのちに現地視察、そして第三段目に現地青少年と

交換研修会といった三段構えの学習形態をとるところにある。これは昭和 32 

年頃より制度化したものだが昭和 40年の場合、 7月末にバス 1台 (60名）

が1泊2日で十勝酪農の視察・研修を行なつている。この研修会の場合、個人負

担が 1,5 0 0円程であるが、市の負担分はバス代、宿代を入れて 6~7万円程度

となっている。残余の費用は青少年クラプ連合会負担である。

次に農協、開協婦人部共催の「生活改善研修会」は、前記の「青少年対象夏期

研修会」と比べると遥かに慰安的色彩の濃いものとして組まれている。この生活

改善研修会が制度化されたのは昭和 36年頃からであるが、「青少年層が先進地

視察を行なって研修をふかめても、その成果を実際自分の経営の中に定着させよ

うとした場合、その青少年層をとり囲むもの上意識が変つていない場合、仲々定

着しない。したがつて若い層が視察して II良かつたとこるバま婦人層にも視察を

させ、青少年層の研修成果を定着させようといういわば側面的な研修会として設

定されたものである。この研修会は青少年層と同様1泊 2日、バス貸り切りでく

まれ、個人負担分もあるが、農業団体の経費負担分の割合がかなり高い。昭和

4 0年には、バス 2台 (12 0名）を貸り切つて江別の国際農友会の養けい（こ

れは昭和 39年度に青少年層が現地視察を行なったとこる）と千歳、恵庭の養豚

経営の視察を行ない、泊まりは定山袈温泉でとつている。市はこの姉人層の研修

に対しては 4万円程度の負担をしている。

ところで、こうした「青少年対象夏期研修会」、婦人層対象の「生活改善研修会」
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に比べると、地域農民層が自主的に形成した「荒菜研究会」「養豚組合」の学習

活動に対する助成は質的に異なっている。例を「薩菜研究会」にとると、それぞ

れの会員農家もちまわりで 2カ月に一回開かれることになっているこの研究会忙ほ

技師が出席する程度である。またこの研究会では1泊視察旅行を行なつているが、

これは全額個々の自己負担、市としては特に補助は出していない。たゞこの研究

会が年に一回、外部から講師を呼んで行なう講習会には、講師謝礼という形で 1

万円程度の補助金を市は支出している。

かようにみてくると、農業普及教育活動として市当局がとりわけ力を入れてい

るのは、 「営農改善推進員研修会」であることがあきらかとなってくるであろう。

このことは市の農業普及教育活動を 1年という周期の中で検討してもあきらか

になる。 5月～ 8月までは市の営農指導陣が直接現地（農村）へ入っ

て技術指導を行なっているが、この数年の経験でいうと（というより北海道の場

合、 4年に 1回の割で冷害が農村を襲つているが） 9月には霜の対策さらに 1D 

月にかけては冷害対策が市の営農対策の大きな部分をしめることになる。技術的

にとりうる予防措置の普及と、さらに冷害がでた場合、その被害額の調査、対策

などである。この対策で手一杯となる。そうしてこれらの調査を土台として 11 

月～ 12月にかけて、来年度の営農に関する展望を検討、 1~3月の間に営農改

善推進機構の研修、 4月から支庁段階での指示を含めて新年度がスク-卜 o

そして、この間これら市の営農指導方針の地域段階での受け手としての（また

推進母体としての）営農改善推進員の研修が 1~3月の間に実施されているので

ある。

現に苫小牧市で展開している市の営農指導機関の農業普及教育活動の概要は以

上の如きものだが、、以下実際にその普及活動のうけ手である農民の生活の立場か

らこの問題を考えてみよう。

注） 1． この戦後の緊急開拓地造成を目的とした国営開拓建設事業は、現在国営パイロツト事業にか

わっているが（国営バイロット事業は昭和 36年より発足）昭和 40年現在、この旧制度の土

地改良事業は、北海道内では国営で 38地区、代行事業とし・"(120地区についてなされてい

る。そして、その経費は累計して直営 16 5億円、代行事業12 2億円となつている。なお、

3 7地区ほ昭和41年以降にその事業がもちこまれるがその経費は国営40億円、代行23億

円5千万円が見込まれている。

この緊急開拓地造成を目的とした国営開拓建設事業は、当初はそれなりの効果をあげたが、

①事業の進度がきわめて遅い。③基盤整備の方法が貧弱、などの批判を浴び、昭和 36年国

営パイロット事業に替つた。この国営バイロツト事業は実際に仕事がはじまった昭和 37年→

4 0年にかけて 7地区で事業が行なわれ、投下経費は 9億円になつている。（なお昭和 30年

--20 8-



段階の根釧パイロツト・ファームで知られる開拓方式は1日制度では問題が多いというので採用

された方式であるが、この開拓方式はこ上だけで打切られている。）

2. このうち勇払工区は現在苫小牧港となつている。

3. ふつうか上る道営、あるいほ団体営土地改良事業などの場合受益農民負担分がある。そして

この苫小牧市の場合も、クテマエとしては当然、個々の農民負担分があるわけだが、それを市

が肩替りするという配慮がなされている。

4. 弁天開拓の場合、あきらかにか上る事例に属するが、本稿ではこの分析は割愛する。

-209-



第 3章 都市編入地帯（糸井）における

部落構造の変容と農民の対応形態

I はじめに

この苫小牧市城の中には、たとえば将来の苫小牧における酪農主産地を形成す

ると目されている弁天部落（開拓）の如く、かなり激しい農民層の分解がみられ

ながらも、とにかく一方の極に乳牛多頭数飼育経営層としての上層農家層が形成

されつよあるという地城も存在するが、この地域の報告ほ割愛する。こ上では具

体的に都市市城に編入されつ上ある農村地帯（糸井）一こよしま市の地城農業計画

によると都市近郊園芸農業地域と目される。—において、近年のこの苫小牧の都

市化の中で、その変容が具体的に如何にあらわれているのか、す加わちか上る変

容が個々の農民の農業経営を如何にかえ、また農村社会の構造を如何にかえ、そ

の中でこの地城に都市近郊園芸農業がどのようにあらわれているのか。そしてそ

れは如何tぶる農民層の対応形態によって支えられているのか。そこでの農民の学

習形態の特徴について、彼らの歴史的な生活史の中にまで分析のレベルを下ろし

て、以下問題としよう。まず地城の概況からみてみる。

この糸井地区ほ苫小牧市街の西方、苫小牧中心市街から白老市街（大昭和製紙

立地）に至る中間、樽前山麗にひろがる有珠川と小糸魚川妬はさまれた地域であ

る。（第 2章の図を参照のこと）．

そして、糸井地区に西接する錦岡地区にはすでに苫小牧エ専、および楢前カン

トリークラプ（現在倒産）などが設立され、都市化のテンポは糸丼地区よりより

顕著である。いわば糸井地区をとび越して、樽前地区に急速に都市化の波が及ん

でいるといえるが、そこには以下みるように糸井地区が開拓地であり、その成功

検査終了が昭和 39年度であり、成功検査完了までは少なくとも土地売買は不可

能であるという事情が介在していた。

ところでこの糸井地区は鉄道（ー室蘭本線）を境に、山よりの開拓地と、海岸よ

りの糸井旧集落の二つの地帯にわかれている。そして海岸よりの糸丼旧集落の場

合は、開拓の場合と異なって、土地の売買ほ自由であり、また国道が東西にそこ

を貫通しているため、本研究シリーズ第 1分冊であきらかにしたように諸々の都

市的機関が、国道沿いにこの糸井旧集落に設立されている。

以下の分析ほ、この旧集落の変容ではなく、糸井開拓にある。こ上では住宅

地区としての開発方向をすると＇＜志向し -cいるが、都市化の波が如何にこの近辺
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にまで及んでいるかを具体的にするため、本論に先立つて、糸井旧集落の都市化

過程を、事実に即してその概略だけをみると表 3- 1の如くである。この表は現

表 3- 1 旧集落住民の生業形態の変容

冒
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5
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業

扉
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日
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代

代

代

代

0

0

0

0

 

4

4

4

5

 

9

0

1

2

 

1

1

1

 

いる。

農業I自家用作物と飼料作物をつくる。本人はいま公務員（小
使）息子2人とも非幽的隙業に従事。

5 t未、 5t以上7災所有、旧網元。
5 t以下1隻⑨の弟、現在、市誰
いま組所属の幹部

酪燐兼漁業（無動力舟一隻）tこったが、 57年に酪幽を
やめる。ー最高時搾乳牛 6頭所有ーいま衣服販売業（自

営業）

5 t未、 5t以上2役所有、現在漁業。
5t未 1隻所有、現在漁業。

1 3 I 3 D代漁業
・1 4 I 6 D代 9

1 5 I 3 D代 9

1 6 I 5 D代 9

現在の状況 従前の土地所有面積
および売買状況

舟なし、現在無戦、息子の体が悪いので孫が稼いでいる。土地 7反所有（うち半分売却）

5 t未満1災所有、現在息子とともに漁業に従事。 9 7反所有

} 5 t未 •3 t以上2細所有、現在魚滓製造業（原料は
購入） 土地1町 4反所有

現在、林野関係の仕事にも従事。 ｝．（同族である。 ） 

5 t未• 5 t以上2隻所有・現在息子 (30代）ととも 土地 1．町5反所有（うち半分売
に漁業に従事。 却）

9 9 9 9 (4 0代） ’ 土地 7町所有（うち半分以上売
9 しているが、苫小牧築港へ本拠を移して 却）

3 t未、 3t以上、 6俊所有、かつての網元、いま漁業
をやめ”接鶏業II息子は自動車工場勤務。

1 7 | 50代 1 ' | 5 t未 1俊所有、現在漁業。
1,.8 2 0代幽業搾乳牛が 3頭いたが、父親死亡ご、息子ほ呆物の中問業

を営む。

1 9 | 5 0代 1漁業 I舟なし、漁業の陸での日服、⑳の家で稼ぐ、息子(20代）は

工場労働者。

2 o I 6 o代 1 , I地揚のときほ網元だったが、（戦前 15. 6 tの動力船所
有）、 1a年ほど前に本拠を室蘭に移し、株式会社を設
立、北洋 1隻、近海 2俊で北洋と近海の底びき漁業を経

営、息子(30代）もこれをつぐ。 ・ 

2 1 | 5 0代 1 ' |⑳の弟、⑳の会社に所属、息子は石油商社に勤務。
2 2 5 0代農業かつては搾乳牛 7頭、育成牛 10頭を所有していたが、

いま商店を経営、育成牛2~3頭をおいている。息子

(2 0代）は工場の運送関係の仕事に従事。

2 3 I 4 o代I漁業I3 t以上、 3t未満2隻所有いまも漁業、息子(20 
代）は工場勤め。

9 1 3 t未満1隻所有、いまも漁業、息子、(1.0代）は漁業

2 5 | 40代盗業二、息子（ 20代）饂勤務。
2 6 I 4 o代 9 現在も盟業、搾乳牛4頭所有。

2 7 5 0代公務員事業に失敗、現在いない。

2 4 I 4 o代

• 8町所有（うち半分売却）

• 20町所有（うち半分売却）

• 10町所有（うち％売却）

• 2町所有（うち半分売却）

• 14町所有（うち％売却）

9 7町所有（うち％売却）

9 7町 9 （うち半分売却）

9 8町 I (うち半分売却）

• 4町、 （うち％売却）

9 5町 9 （うち％売却）

9 6町. (うち％売却）

, 3反，

9 50町，

（土地巧兄と共所t.::h辺印幻筑鵠
土地 15町所有（うち半分以上

売却）

, 2町 I (うち 8割ほど

売却）

9 6反 9 （うち8割ほど売却）

9 6町 9 （うち6割ほど売却）

9 14町 9 （うち％売却）

9 16町 9 （全部売却）

在この糸井旧集落を構成している 27戸の、従前の生業形態および都市化によっ

て、それが崩れる過程として．の現在の生業形態、また土地所有の変容過程をみた
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ものであるが、これによつてこの糸井旧集落の変容に関して、次の諸点の指摘が

可能であろう。 j.

(1) かつての半農半漁のこの集落での漁家 19戸のうちわけは、①舟なし・無動

力舟所有階層 5戸 R 3 t．未溝動力舟所有階層6戸 ③同 3t以上所有階層 8

戸 ④ 3 t以上所有階層中の網元 3戸であったが、 現在、舟なし、無動力舟

所有階層はすべて漁業をやめているということ。 1目網元階層のうち現在地元に

漁家として残るのは 1戸で、他の 1戸は地元で養けい業に転換、他 1戸はより

上層化して室蘭に進出、 「北洋と近海の底びき漁業」会社を経営しているとい

うこと。結局、下層の全面分解および網元層の中での激・しい両極分解を伴い

っ上、中間層 11戸が漁家として残存しているということ。（うち 1戸は根拠

地を築港附近に移している。）

(2) またかつての農家 6戸中、現在、兼業（商店経営）の 1戸を含めて農家を継

続中のものは 2戸で、 4戸はあきらかに脱農化しているということ。

こうして、昭和 40年現在、世帯主職業でみると、漁家 11戸、農家 2戸とな

り、他の 14戸は非農的戚業をもつて色どられるという激しい変容をこの旧糸井

集落ほしめしているという•ことがあきらかとなる。そしてまた 2 7戸中の 21戸

は、昭和 40年現在その所有土地の 1部または半部以上を土地不動産業者に売却

しているという事実にもふれなければならな｀い。（土地の値段ほ昭和 40年現在、

国道沿いで（坪） 6---7,000円、中等地で 3,.._4, 0 0 0円、砂地湿地で1,0 0 0 

円が相場。こうした土地業者は実際には 35年ごろからこの地城に入りはじめ、

3 6 ~3  7年がそのピーク、そして 39年以降は土地プームは一応頭うちになっ

ている。）

II 糸井開拓集落の展開と都市化

•さて、糸井開拓集落は前述の旧集落と異なつて、いまだ激しい全面的脱農化傾

向をみせてはいない。しかしそれは以下みるように程度の差といわなければなら

ないものを含んでいる。

昭和 4D年現在、 54 D町歩にわたる糸井開拓にほ、 45戸の農家がある。そ

の団別構成、および班別構成は、図 3- 1、表 3-2の如くだが、昭和 29年第

1次入植者 3D戸が入り、ついで 3D年～ 35年にかけて 15戸がこの「糸井開

拓」に入植した。

そして昭和 39年に全農家は成功検査をうけ、昭和 4D年 9月に第 2種農地と
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表 3-2 糸井開拓班構成

第 1開拓 4 0戸

第 1 班 1 1 

第 2 班 7 

第 3 班 1 1 

第 4 班 7 

第 5 班 4 

第 2開拓 5戸

計 4 5戸

表 3-3 糸井開拓農民の入植年次

昭和 2 9年入植 ・3 0戸

/1 3 0年 /1 3 

’ 3 1年
p ， 

’ 3 2年 9 3 

計 4 5戸

図 3-1 糸井開拓集落

錦

岡

山

手

町

第二班 第一班 "ly 
有珠）II
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して指定された。

ところでこの糸井開拓の場合、注意しなければならぬのは、戦後の開拓以前に

すでに既存農家がおり、彼らが一たん土地を国に売却、開拓地として、土地基盤

整備事業をうけ、そこに入植したという形式をとったということであろう。しか

しこのことによつて土地所有面稜があきらかに減少した農家もあることはたしか

である。（そもそもこ上にほ国有地は 3D町歩程度しか存在しなかつた。）こう

した所謂既存農家ほ45戸中の 11戸であるが、、以下あきらか沈するように、こ
の糸井開拓の場合、昭和 28年の開拓に先だつ前史がある。

したがつてこの「糸井開拓」の場合、その展開過程は次の三期にわけて捉える

ことが必要である。

第 1期は昭和 28年の所謂「開拓」以前の時期。この時期は、地城農業定着への

試行錯誤の時期として特徴づけることができる。とにかく様々な試みの結果、酪

農経営イメージがそこには形成される。

第 2期は、昭和 29年の入植から 37年にいたる時期、こよでは第 1期とは異

なった経営内容をもつ酪農化へむかつて「糸丼開拓」全体が志向する時期。旧来

の農村部落秩序がこの段階で、こ上でははじめて形成の端緒をつかむ。

第 3期。しかしながら、それ以降の時期においてほ、農業経営それ自身の分解

がしまげしくみられはじめる。酪農経営ほ好むと好まざるとに拘らず、その基盤が

くつがえされることになる。そこで酪農ではなしに、 「ビニール・ハウス経営」

イメージが形成される。しかしこの段階では非農的住民の数もふえ、都市住宅地

としての再編志向性を部落自体が、するどくもつようになる。以下、本節では第

1期、第 2期～第 3期の特徴についてふれよう。

〔第 1期〕われわれの聞き込みによつても、大正年間に神社が建てられた当時

の集落の状況はつかみえなかつた。しかしわれわれがつかみえた情報を総合する

と、この糸井集落ほ、あきらかに、開拓以来何回かの崩壊ー再建一崩壊ー再建と

いう過程をへており、この間、農民そのものの入れ替えがはげしく、＇集落として

の断絶に等しい状況が大正以降、今日まで何回も存在することがあきらかとなる。

われわれの開き込みによると、昭和元年、この糸井の人に払いさげられていた土

地を購入して札幌から入植した 3戸があることがあきらかとなる（手づるほすみ

焼き）。当時この 3戸以外にほ、スミ焼きが 2~3戸この一辺には居住していた

にすぎない。当時札幌から入植した 3戸中、 1戸は 2~3年後札幌へもどつてい

るが、 2戸は現在も、この糸井開拓で生活を送つている。土地の生産性は低く、
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何もとれなかつたから彼らは「浜の部落」（糸井旧集落）に入り、漁業を手伝い

ながら、生活を立てた。

ところで昭和の初年 (3 年とも•いう）、丸拓会社が、この辺一帯の土地を約
............ 

3 D D町歩ほど買いしめ、水囲経営をはじめる。丸拓はこの地城に、家を建

て、 5~6戸の農家が入植するが、 1~2年でいずれも流出する。この支配人は

そのご 3~4年間は糸井におり、今度は飯場形式で人を入れるが、資金難でこの

農場はつぶれる。この丸拓時代は水稲といつても、 「耕地のオコッバナのとこる

に種を蒔き収穫も反当 1斗あるかなし。」の状況で「補償金泥棒だった。」と当

時から入植していた農民はみている。 こうしてしばらく荒廃地となつていたと

こるへ、昭和 1D年前後、小樽の中村某が出資者となり、支配人田畑某が中心と

なって、再度この糸井地区開拓の試みがなされる。水田 1D D町、畑 5D ~ 6 D 
町の経営である。 この糸丼地区の既存農民が語るこの通称’’田畑農場，，の

経営方式はきわめて独創的であった。ここでほもつばら高等小学校卒業者をあっ

め（学生さんと人々ほ呼んでいる）教師 1人を配置、学生さん 3D人に、学科を

教えるかたわら農業の実習を行なうという形での開拓方式がとられた。そじてさ

らに、昭和 12年ごろには、別に開拓者も募集され、入植者には水田 2町 5反、

畑 2町 5反、牛 1頭が与えられた（土地を買わせる形式）。この’'田畑農場，，の

成績ほよく、反収水稲 4俵ほ収穫していたという。けれどもこの農場も、支配人

が糖尿病にかかり、 4年でつぶれる。そして学生さんもかえつてしまう。このあ

と直接の出資者（中村某）が乗りこみ、 ’'人夫をあつめて，，農場経営を行なうが、

この＇＇中村農場，＇は赤字で 2~3年でつぶれる。この時代には、この糸井の自作

農は、昭和の初年からの 2戸とそのごに入った 5戸、計7戸しまどであった。ほか

に”農場II の小作人は 2~3戸あった程度である。そうして”中村農場II の土地

は、苫小牧市街また糸井旧集落の網元など不在地主の手にわたったが、土地は利

用されず、荒廃地となつたところが多かつた。そしてうち 96町ほ千葉県の医師

の手にわたる。彼は水田をつぶして薬草をつくる努力を 4~5年つづけるが、薬

草栽培も失敗する。

かくてこの糸井は戦後段階をむかえるに至る。すでに述べたように、国有地ほ

3 D町程度あるのみで、他ほ市街および旧集落の有力者の手に渡つていた。ひと

つの地域が、かかる歴史をもつ場合”そこでの農業経営は不可能II というイメー

ジが地城自体のもつ特性としてこれを伝え開く人々の間の共通の体験として生ま

れざるを得ない。糸井の場合もこの例外ではない。土地そのものが何物も生まな
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いのだからここで生活を続けようとする限り、ある者は漁業手伝、ある者は営林

署の払い下げのまききり、下草刈りといった形で、つまり農外収入に依存して生

活を立てざるを得ないが、しかしながら、ひとつの地域が、こうした歴史的経験

をもつていたとしても、その経験を土台として、その自然的障害を克服しようと

する努力はあらゆる時代にわたつて行なわれるものである。この糸井開拓の場合も、

こうした努力は、一、二の農家によつてなされるが、主体は前節でみた開拓に比

べて比較的資本力のある糸井旧集落の農家であったと考えてよい。彼らは、丸拓

→田畑→中村等々の農場経営の失敗をみて、 ”水稲経営ほ定着不可能 II であるこ

とを知る。そして、 ”酪農経営II での生活の定着化を考える。漁業で最低限の生

活の維持を計りながら、 ＇＇酪農経営 II の定着化を図る。この辺の農民が酪農に目

ざめたのは、昭和 14 ~ 1 5年頃であるといわれているが、しかし、この場合も

「面稼を大きくもつて、乳牛を放牧し、手数をかけないで多頭数飼育」を行なう

という方式、しかしこれを行なうには、ある程度の資金をもち牛舎、サイロ等々

の設施をと入のえなければならぬ。当時、すすんだ農場でほ当然のことながら尿

だめ、堆肥場も完備しており、牧草地の土壌改良も行なわれていたが、ある程度

の機械類の整備も必要とされた。出面を使って、適期の作業なども、結局は”資

ヵII が問題であった。
こんなところから、 「戦前には、やつていけるという自信があっても、結局資

力が問題、これがないと何時までも下積み」という認識が酪農経営に関しても生

まれていたことは、見逃すわけにはいかない。しかし、とにかく、ある程度の乳

牛数を保有しさえすれば（その資金の裏付けがあれば）それら農家（数は少ない

が）にとつて、その酪農経営は今日よりもずつと楽なものであった。この糸井開

拓の第 1班の④が語るように（彼は、戦前段階で搾乳牛 1D頭保有）少なくとも

紐開拓に関しては、 「牛飼いでも、放草・デントコーンは頭になかつた。アン

チャン一人おいて、夏ほ放牧、．冬ほ厚真・鵡川から葉を売りにきた。それを飼料

にした。冬、多少金がかかつても春～夏は放し飼いなので費用ほかからなかつ

た。また、ほかの人の土地に放牧しても、全然問題とならなかった。とにかく、

5升でも 3升でも乳を出せばよかつた。いまより経営ほ楽であった。いまは絶え

ず忙しい。」と語るような状況下で、その酪農経営ほ営まれていtこ。彼がデント
コーンを作りはじめたのほ、昭和 1・6年ごろからであるが、かかる段階での酪農

経営ほ、その技術水準も差程高いものではなかつた。しかしながら、昭和 29年

以降は、かかる酪農経営方式ほ、好むと好まざるとVC拘らず大きな壁にぶつかる。
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耕地が 11町 5反に減つた。また他人の土地に放牧するということが不可能にな

った。

［第 2期〕～［第 3期〕

昭和 29年第 1次入植者 30戸が入り、つづいて 2~3年ごに 15戸が入植、

この糸井開拓は、第 2期をむかえるが、昭和 39年の成功検査まで形式の上でほ

1戸の脱落者も出していない。この第 2期のシンボルは酪農郷の建設である。

開拓農民ほ排水掘さく工事、河川改修工事、農道新設工事などの賃労働に共同

で従事しながら、開拓の数年を送つた。そして昭和 32年が、この糸井にとつて

排水工事の真最中であった。 「入植時は農業指溝など部落であつまる回数も多か

った。」 「昔は農外収入のための話しあい、共同作業の話しあい」が多かつたと

部落農民が語るように、そしてまた「班ごとで手問替えにまわった。当時は出面

を入れることなどなかつた。」と語るように、酪農化を目指して部落の紐帯はか

なり強かったものと考えてよい。また部落自体としての共同事業もこの段階では

相ついでくまれた。①有線放送事業（昭和 35年） C2)農村電化事業（昭和 37年

これ以前より 1部には、電気が導入されていたが、すべてに導入されていたわけ

ではない。）。③飲料水のための水道設置事業（昭和 38年）。④部落研修会館

の建設（昭和 39年）など部落の全農民の共同関心事業が相ついだ。けれども、

この糸井院拓の酪農郷建設の意欲ほ、その中途において挫折する。すなわち、こ

の糸井開拓の乳牛保有頭数がもつとも多かったのは昭和 35~36年で、最高時

育成牛も含めて、 12 0頭を数えた。しかしこの酪農化への努ガは、昭和 37 ~ 
3 8年段階で崩れ、昭和 4D年段階でほ育成牛も含めて、その保有頭数は 5D頭

をきるに至っている。そして、われわれの調査によれば昭和 40、年段階で全部落

4 5戸中、乳牛保有農家数は 24戸であるが、（無牛農家 21戸）近い将来、この

保有頭数がさらに減少すること目にみえている。また 45戸中、基幹労働力がす

でに賃労働者化しているところは％の 15戸を数えるに至っている。またこうし

た中で 1::.` ニール・ハウス経営 4戸ほかに接豚、養けい経営も生まれるに至ってい

る。

つまり、経営志向そのものが多様化し、都市近郊農村地帯への衣がえを、この

糸井開拓自体急速に行なっているわけだが、こうした変容は、農民の選択によっ

てなされたというより、むしろ急速な地城都市化の波にのまれて、たゆまぬ農民

層の両極分解の中での多様な対応形態として生まれていると；；るにその大きな特

徴がある。個々の農民の対応形態についてほ、節をあらためて分析するが、所謂
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都市化の波はこの糸井の場合、ほやくも昭和 32年にその先発隊が訪れている。

① 昭和 32年、王子製紙ほ 1D 2吋マジ｀ノ増設のため、本工場への錦多布川か

らの給水路を施設するが、そのためこの糸井開拓の山ぞいに巾せまく 4Kmが買

収された。 （そしてまた、王子が現在地に第 3工場を新設する前、ここに工場

を建設するという噂もながれた。）

R 昭和 35年、苫小牧市の電力需要増に応ずるため糸井開拓第 1班内に、北海

道電力の変電所が建設され、用地 7町歩が買収された。（そして同識員の社宅

が同敷地内に立ちほじめる。）

③ 昭和 38年頃より、糸井国道沿いに、商店、石油スクンド、車輛修理工場、

食品カロコこ場、木工場等の都市的諸機関が設立されはじめる。さらに、糸井東側

地区に中学校 2、女子高校 1を含む学校建設もはじめられ、糸井地区が文教地

区としての色彩をつよめた。

④ こうして、昭和 39年には、有珠川をはさんで東接する山手町が、都市計画

地区に絹入され、住宅地帯としての色彩を急速につよめる。と同時に、小糸魚

川をほさんで西接する錦岡地区にも、苫小牧工専、苫小牧カントリークラプ等

の開発と相まつて、公営住宅団地が建設されはじめる。

⑥ また、この苫小牧市の都市計画によれば、苫小牧市街を通過しないで沼の端

から白老にぬける高速道路がこの糸井開拓の山側地帯を東西にぬけることにな

つており、さらに、糸井開拓の中央にバイパス 11 3号道路が縦断するという

青写真が作られている。

⑥ そしてさらに、この開拓団の中に、高校建設の話も、昭和 4D年現在もちあ

がつている。そしてこの昭和 4D年段階においては、すでにこの開拓地内に発

電所職員、また農民の親せき、さらに山地を切り開いての建売り住宅が数戸

（炭坑離職者居住）建設されるなど、非農家が 33戸ほど含まれるに至り、こ

うした地城住民の変化に対応して、従来糸井旧集落と開拓集団を含んで構成さ

れていた行政組織ほ浜（旧）と糸井に二分され、非農家を含めての、町内会が

組織されるに至っている。

⑦ 昭和 38年以降、開拓全体としての乳牛保有頭数が急減しているということ

については、先にも述べたところであるが、二、三の事例についてこれを具体

的にみると、この糸井開拓（第 1開拓）の団長である第 3班の⑨は、昭和 35 

年段階で乳牛 15頭（搾乳牛 8頭）を保有、また豚も最高時 5 D頭、養けい

7 D D羽という経営内容をもつていたが、昭和 4D年段階で乳牛ほ 3頭妬減少、
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養豚も昭和 40年 7月に中止、また昭和 39年 12月で養けいもやめるに至っ

ている・。彼の場合、昭和 39年に息子が糸井の売りに出た木工場（パネル製造）

を購入（従業員 6名）、生活の主力はあきらかにこの木工場経営に移行してい

る。また、第 2班を構成する 7戸についてみると、昭和 40年段階で乳牛保有

農家は 2戸（① 10頭、⑥ 3頭）他の 5戸は無牛農家だが、うち 3戸までは、

昭和 39年～ 40年にかけて、それぞれ保有していた乳牛を全部手離している。

（④ 6頭、⑥ 3頭、⑦ 2頭）そして乳牛保有農家のうちの 1戸⑥は、農業ほ

「自分一代限り」とみており、基幹労働力（息子）ほ暇をみてトビ載、トラッ

ク運転手などの賃労働に出ている。 ここでは地城酪農化は現実の問題として

完全に崩れてきているといわざるを得ない。

⑧ こうした巌民の脱農過程には二つのコースが現実に存在している。ひとつは、

第 3班の⑨の如く、とにかく零細なものであっても、木工場経営というような

形での脱盛化コース、他のひとつは、第 1班農家に現実にみられるように土地

も借金のかたに不動産業者に差押・えられていて、完全な賃労働者として脱農化

していくコースである。しかしながら、この糸井開拓の楊合、そもそもこうし

た二つのコースは、開拓当初から存在していたことにふれなければならない。

すなわち、開拓にさいして、既存農家層が含まれていたことはすでに述べたと

こるだが、これらの層の中には、現実には不在地主でありながら、入植者とし

ての資格をとつたものも含まれている。若千の事例を述べると第 1班の⑨は市．

街地での建設業が本業（従業員は 30名前後）で、直接的な農耕は使用人に行

なわせている。（使用人自身基幹労働力が賃労者化しているので荒廃地も多い。）

また第 4班の④も、市街地での商店経営が本業であり、｀使用人に養豚飼育を行

なわせている。かかる層は、脱農化する妬しても、-それ自身、前者のコースを、

必然的に歩むことになる。ところでこれら二つのコース以外に、現在所有する

生産手段としての土地を生かして、将来を展望しようとするコースも存在する。

酪農経営はこの地域では、早晩不可能になるという認織は、共通して存在する

ところだから（「酪農をするなら、もつと安い土地を買つてした方がよい。」）

かかる層の中では T 「露地の読菜栽培」 「ビ｀ニール・ハウス経営」あるいは

「養けい経営」等への転換を計りながら、農業での自立を展望するものがもっ

とも多い。これは非脱農化コースということもできるが、もちろん、非脱農化

コースの中には次節でみるように、なお酪農経営を展望する層も存在する。

⑨ とこるで、かように部落の現実の土台が崩れはじめてきているとき、部落の
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組織自体がかかる分解をそのま刈認める場合と、また何らかの形での対応策を

諧じょうとする場合と、二つの場合が考えられる。この糸井開拓の特徴ほ、現

在、第二の立場、すなわち、現実のこうした動きに対して部落ぐるみの対応策

を打ち出している点にもとめることができる。しかも、それは都市化を促進す

る方向にむかつてである。

印 生産対策ーこれは、昭和 40年 9月の部落役員会できめられたといわれる

ものだが、ここでは、部落自体として、 4~5年間集約的に読菜栽培を行な

うという方向が大胆にうち出されている。すなわち、部落ぐるみ各戸に 5反

~1町の高級荒菜の栽培を義務づけ（露地栽培）あわせて、簡易温室・ビニ

ール・ハウスなどによる高級薩菜作目を奨励、部落での共同出荷体制を組も

うとするものである。

（口） 住宅敷地対策ーこの地区には、すでに述べたように電気••水道が導入され

ているが、そうして市内バスの乗り入れも内定しているが、そうした有利な

条件を生かして、不動産業者の手によらずして、地区の農家が主体となって、

各農家にいわば義務づける形で、部落が住宅の建設を行なおうという方向が

ここでは打ち出されている。全体計画としてほ 3~5年計画だが当面、第 1

年計画としては、、地区の中央本通り（東西 2キロ）の道路に沿つて住宅100

戸 (1戸 10 p坪）を建設（地価は坪 1,0 0 0円を予定）地城宅地化の呼び

水にしようとする計画である。これらの計画が思惑どおり実現するかどうか

は、全く別問題であるが、生産対策、住宅敷地対策ともに、それぞれ、委員

会を設置、これらの計画を推進しようというのが少なくとも、部落リーダー

層の計画である。この生産対策と住宅敷地対策とは相互に密接不可分に結び

ついている。すなわちリーダ一層の現状把握では、この糸井開拓では、現在、

酪農も中途半端、かといつて町への稼ぎ（賃労働）も中途半端、この現状を

打開するために薩菜づくりを当面 4~5年間のつなぎとして、 5年先の糸井

宅地化を実現させようというのである。

⑩ ところでこうした糸井開拓の都市化は、さまざまな部落内組織をとおしても

たらされつつある。 この糸井開拓には本節冒頭に述べた基礎組織である開拓団の

ほかに開拓婦人会、森林愛護組合、交通安全協会、青年団などの組織があるが、

この部落の青年団は現実には何も機能を果していないといつてよい。その組織

対象者が存在しないのである。 20オ代の青年層はおらず、 20オ以下層の男子 2

人がいるのみである。（農村青少年クラプの会員もいない。）開拓婦人会は昭
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和 31年に組織されたものだが、乳代の入る 20日を農休日とし毎月貯金する

ほか、道路の草かり、レクリニーションなどの活動を行なつている。しかし現

実にはリクリエージヨンが主となつており、農事、生活に関連した婦人の学習

ほ昭和 38年に組織された婦人学級の行なうものとなっている。この婦人学級

は 31名の会員によつて組織されているが、うち 24名が 30才以上で、毎月

「血圧測定」のしまか農事•生活に関する学習活動を行なっている。 農事学習

ほ 4月に組まれているだけで、他ほほとんど生活学習である。 「いけ花」 「洗

潅」 「洋食マナー」 「新潰諧習会」 「料理」 「手芸」 「おしやれ教室」などが、

その学習の主たるものだが、 「いけ花研究」のしめる比重がかなり高いことが

特徴的である。また昭和 39年には、部落内の子供を対象として「子供会」が

組織された。小学生のみ 25名がその組織対象だが、夏休み勉強会、おばけ大

会・写生会などを行なっている。そして、昭和 40年には青少年対策委員会が

発足している。運動会は、、 5年前より実施しているが、これには地区の全住民

（非農家を含めて）が参加している。さらに、昭和 39年 12月、道および市

の助成をうけて糸井の中央に地区研修会館を建設したが、この研修会館の広場

にほ、市の指示妬従って児童用のプランコ、スベリ台、鉄棒などの遊び施設が

作られてある。

ところで、かようないわば住民生活一般にかかわる施設あるいは学習活動に対

して、直接生産にかかわる学習は、現在どのようになっているのか。部落の年間

行事をみても、部落独自の生産活動ないし、学習計画がまったく組まれていない

のが特徴的である。 3月に市の指導で年間の営農計画を立てること。また 5月～

6月にかけて排水などで会合、 10月に市主催の農産物および牛の品評会に参加

といったところが、生産にかかわる会合の主たるものだが、 5月～ 6月の排水の

会合を除いては、いずれも市農政のパイプとしての役割しか、この部落組織が果

していないことがあきらかである。しかし、かつては共済あるいは雪印から講師

を呼んで乳牛に関する諮習会をしばしばひらくという経験をこの部落ほもつてい

たのである。けれどもそうした試みほ昭和 38年ごろまででそれ以降はなくなっ

ている。

かように、この部落の都市化は、現実的にこの地城に存在するさまざまな組織

をとおしてもたらされている。そうしてそれに比例して部落組織それ自身が急速に

その生産的機能を喪失しつつあることはあきらかである。こうした傾向ほ、この

糸井開拓に所謂都市的職業従事者が多く なればなるほど、今後ますます増大するも
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のとみなければなるまい。しかしながら、このことは現実にこの糸井開拓に生活

の根を下ろす個々の農民が、農業生産に対して、まったく意欲を失なったことを

意味しているものではない。たとえば酪農から薩菜へ、その地城農業生産の志向

が変わったということ自体、客観的には個々の農民にあらたなる学習の機会を強

いるものであると考えなければならない。そうして、現に個々の農民は、あきら

か妬さまざまな形での学習の機会を設定しているのである。以下、次節でわれわ

れは、第 1班を例にとつて、それぞれの農民の生活史と現実への対応形態をさぐ

る中から、このことをあきらかにしよう。（第 4班の例は紙幅の関係から省略）

皿 糸井開拓農民の生活史と現実への対応形態

ここでは、個々の農民の生活のレベルにおいて、彼らがすでにみてきたような、

地城都市化という現実に対して、どのように対応しようとしているか、かかる点

を検討しよう。われわれはこの際、糸井開拓（第 1開拓）の第 1班をとりあげる

ことにする。

すでに、あきらかにした如く、第 1班ほ 11戸の農家によつて梱成されている

が、うち 2戸が既存であり、 9戸が開拓である。表 3- 41/r.みるよう妬、昭和

2 9年段階では、この班の構成員はまだ 5戸、昭和 33年段階においてはじめて

1 1戸全戸が揃つている。 11戸中 9戸までが地元入植であり、 2戸が白老およ

ぴ静内という苫小牧周辺地よりの入植者であるが、不明の 1戸を除く 10戸につ

いて出身地をみると、地元出身者は5戸であり、他の5戸は、秋田、岩手、青森、名古屋、

徳島の出身となっている。そして岩手出身の 1名を除いてほ、いずれも昭和 26 

~ 2 9年にかけて、苫小牧もしくはその周辺に移住してきたものである。また彼
らの前臓をみると、農業経験者は 5戸で、他の 5．戸は教師、スミ焼き、大工、馬

表 3- 4 入植年次 表3-5 前 聯

戦 前 2戸

昭和 2 9年 3戸

ヽ 3, 0 /1 1戸

， 3 1 u 2戸

， 
3 2̀ /1 1戸

” 3 3 n 2戸

計 1 1戸

教師

ヌ~キ

大 工

馬追い

農 業

2

5
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図 3-2  糸井第 1 班
追いといった賊業につ占

いていたことがわかる。

入植時の世帯主年令を

みると 20代 4戸、

4 D代 4戸、 5D代 2

戸（ただし既存の 1戸

は昭和 29年時の年令）

となり、若年令層と、

高年令層とにわかれて

いたことが特徴的であ

る。若年令層 4戸のう

ち、 2戸は農業経験者、

他の 2戸の前職ほ馬追

いである。

① ところでこれら

1 0戸の入植後、現

在までの歩みをみる

と、その階層分化が

きわめて激しいこと

が第一の特徴となる。

表 3- 6のように、

昭和 39年度の実績

で 10 0万円以上の

農業所得をあげてい

る農家もあれしままた、

年間農業所得 1D万

円以下の農家も 4戸

ほど存在する。そう

して、各戸の負債額

をみても、 10 0万

円以上の負伎額をも

つ農家から、負債額
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表 7-6 農業所得分布 表 3-7 負債分布

1 

゜゚
万円 1 0 0万円以上 2 

4 0 ~ 5 0万円 2 5 D ~ 7 D万円 3 

2 5 ~ 3 5万円 5 4 0 ~ 4 5万円 3 

1 D万円以下 4 2 0 万円以下

な し

なしの農家までの巾をもつのである。また、昭和 4D年度現在において、こう

した階層分化のあられとして、 1D戸中 4戸まで基幹労働力が農外賃労働に従

事（馬追い 1、出面 2、大工 1)しているのである。そうして、このうち、 3

戸はあきらかに、入植以来、ひきつづき基幹労働力が賃労働に従事しているの

である。しかしうち 2戸は、あきらかに立地条件が悪く、農外労働に従事しな

ければ生計そのものの維持が困難であったことが認められる。

＠ この、 1D戸についての詳細な入植ごの生活史は、後の事例にゆずるが、こ

れら 1D戸に共通した点は、いずれもかつては、乳牛を 1頭以上保有した経験

をもち、この糸井開拓に酪農郷を建設しようという努力をはらったという事実

である。けれども、そうした経営志向は、はやいところで昭和 38年、そして、

だいたい昭和 39年段階で大きく、くずれをみせているということが、ここで

第二の特徴としてあげられる。昭和 4D年現在、 1D戸中 6戸は、薩菜経営

(＾ウスを含む）を志向し、 3戸ほ酪農経営を志向、 1戸が離農志向をしめす

に至っている。この第 1班全体の乳牛の保有頭数はあきらかに昭和 39年段階

以降、減少をしめしている。もちろ人、この場合考えなければ放らぬことは、

都市化の進展という事実と、また昭和 39年の冷害の影磐であろう o 生言十を維

持するために乳牛を手離さざるを得なかった農家がこの中には含まれているこ

と言をまたない。

③ ところで次の問題ほ、薩菜経営を志向する層と、酪農経営を志向する層、ま

た離農志向の層の間に、階層的に、そしてまた農家として如何放る属性の相違

が存在するか、という点である。はじめに、昭和 4D年段階において、将来と

も酪農経営する層についてみると、まず第一に、これらの層に共通しているこ

とは、後継者が流出あるいは他職につき、すでに農業は自分一代限り、ないし

は兼業形態での農業を続けるという属性をもつているということ。また第二に、

いずれも現在以上に乳牛の保有頭数を増加させる考えをもつていないというこ
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と。つまり自家保有労働力にみあった形での現状維持の酪農経営を彼らが志向

しているといさことが特徴的と放る。

したがつて、かかる層によつて維持される酪農は、けつして将来への発展を

もつたものでないことがあきらかとなる。かかる志向をもつ事例③は入植以来、

昭和 39年まで教師をつとめ、昭和 39年以来、恩給をもらつての、酪農経営

を考えている。（搾乳牛 5頭）長男、次男はすでに流出している。年間盛業所

得 30万円、負債なし、とこの第 1班の中では安定した生活基盤をもつている。

事例⑥の場合、入植時において息子夫婦は、すでに鉄道員として自立、老夫婦

での経営である（搾乳牛 3頭）。農業所得 26万円、負債は 44万円と、この

班の中では負債額は少ない。また事例⑦の場合、旧世帯主およびその後継者と

も入植後ひ＇きつづき大工としての職業をつづけ、その収入のほか、妻が酪農を

経営（搾乳牛 4頭）、農業所得 40万円、負俵 40万円と、これまたこの第 1

班の中で安定した生活基盤をもつ層である。かように昭和 40年段階において、

この第 1班では生活の比較的安定した層の、老後およびカアチャンの経営とし

て、酪農経営が、搾乳牛 3~5頭保有の経営として展望されていることがあき

らかとなる。これら 3戸のうち 2戸は教師、大工と入植前に非農的経験をもっ

ている。

次に、離農志向をもつ 1戸についてみると、彼は入識前、スミ焼の経験をも

つものであるが、長男ほ施盤工としてすでに流出している。彼は昭和 38年に

搾乳牛 4頭を保有していたが、昭和 40年には 2頭に減少させている。彼は間

貸業を考えている。昭和 39年の農業所得 45万円、負俵 40万円であり、こ

の班の中では生活状況は比較的安定した層として位置づけられる。

ところで、都市近郊薩菜経営を志向する 6戸であるが、この 6戸は大きく三

つの層にわけられる。第ーは、現在すでに安定した経営基盤をもつている層。

第二ほ、現在かなりの負債をもちながらもそれを展望する層。第三は、現在す

でに、基幹労働力が農外賃労働に従事、農業経営そのものが、妻の手によって

営まれている層である。第一の層に属するのはわずか 1戸だが、現在すでire.

ビニール．＾ウス経営と酪農（搾乳牛 6頭）で年間 10 0万円の農業所得をあ

・亀げている。彼の長男、三男は流出したが、次男が農業後継者として残留してい

る。彼は将来は、ここで農業経営を続ける限り、ビニール・ハウス経営一本に

し底ろうという考えをもつている。彼の現在の負債額は 70万円である。彼の

他の層と大きく異なる特徴は、第 1に昭和 12年に入植というキャリアーをも
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つていること。つまり戦前からの牛飼いであるということ。またこの班の中で

はもつともはやく、昭和 38年段階にビニール・＾ウスを導入したということ。

また市農業委員という地位をもつ有力農家であること等であるが、しかしさら

に昭和 34年に北電に所有地 7町を売却、かなり早い段階にその土地売上代金

が入っていることも、彼の現在の経営基盤確立を考えるさい、無視できない大

きな要因となっていたと考えることができる。

ところで第二の層であるが、これに属する 2戸はいずれも 15 D万円近くの

負債をもつている。農業所得は 35万円、 8万円となっている。この 2戸はい

ずれも、昭和 39年に経営の転換を計つている。事例①についてみると、昭和

3 9年に育成を含めて 9頭に達した乳牛を昭和 4D年には搾乳牛 1頭を残して

すべて手離している。まだビニール・ハウスは建設していないが、昭和 42年

忙、＾ウス 3棟を建設する予定で、荒菜経営をするどく志向している。（搾乳

牛は 2~3頭残す予定）世帯主は昭和 4D年現在 38オで、まだ後継者が問題

になる年令ではない。また事例③は、昭和 4D年現在乳牛を 1頭も保有してい

ない。昭和 39年に経営を転換、 3D坪のハウス 1棟、また 4D年に 3棟を建

設、養豚とハウスでの自立を志向している。現在、農業所得はきわめて少ない

が、 3人の子供が入れる農外収入が生活の支えとなっている。彼の家では現在

トラックの運転手をしている長男が家を継ぎ..親と共に経営をすすめることに

なっている。これら 2戸の入植前の臓業は農業である。

一方第三の層に属する 3戸ほ、いずれも基幹労働力が、出面、馬追いと賃労

働に出ており、農業生産は、妻の肩にかかつている。事例⑧においては、昭和

4 D年現在、搾乳牛 3頭を所有しているが、昭和 39年に養豚をハウスに切り

かえ、同年すで!re2棟のハウスを建設している。昭和 39年の農業所得額は正

確につかまれていないが、 3D万円前後の粗収益をえている。負債は 2D万と

少額だが、この⑥の世帯主ほ＾ウス経営への関心もそれ低ど高くない。彼自身

は現在すでに現住所での商店経営を志向している。彼の前戦は馬追い、世帯主

年令は現在 36オである。ところで事例⑩⑪の場合、 2戸ともこの第 1班の中

では沢の奥の立地条件のきわめて悪い土地への入植者である。 2戸とも、昭和

4 D年現在、すでに乳牛を保有していない。⑩ほ昭和 39年の農業所得は 6万

円の赤字、この年 3頭いた搾乳牛を全部手離した。負債は 5D万円、馬追いの

兼業をつづけながら、妻が露地野菜栽培をすることを考えている。（彼の場合、

ビ玉ール・ハウス建設も考えているが、融資のメドがない。）世帯主の前職は
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馬追い、現在 34オである。⑪は、この第 1班の中では、入植にさいして開拓

実習所での実習をうけた唯一の農民であるが、入植時にもつてきた乳牛もその

年手離し、現在は「出面」で生活をたてている。昭和 39年の農業所得ほ零で

ある。妻が中心となって養けいと、蕨菜での経営を志向している。負債は現在

7 D万円ほどある。世帯主は現在 33オ、妻は幼ない 3人の子供を抱えている。

さて、かようにみてくると同じく都市近郊薩菜経営を志向する層といつても、

現実には、その内容にかなりの相違があることを認めなければならない。ぞし

て、 1戸を除いては、その現実の経営基盤はかなり厳しいものであることを同

時に認めなければならない。この意味で、この都市近郊荒菜経営を志向する農

家は、一般的にいつて前述の酪農志向をもつ層に比べて、階層的によりその条

件が劣悪な層として位置づけることが可能である。そうしてかかる層は現在、

大巾な経営転換によつて、現実への再適応を計りつつある。そうした’'試み II

の過程にあるということができる。

④ けれども、同時にこのことは生活との戦いでもある。こうしたことは、彼ら

が現実への再適応のために、他の層と比べて、より真険であることを物語る。

すなわちこの第 1班の 1D戸についてみると、 1戸を除いては、かつて入植に

さいして、いずれも特別の教育なり、訓練をうけてきていないことがあきらか

となる。彼らは、後の「事例」であきらかなように、牛飼いの経験者は、その

経験を生かして、またその経験のないものは、知りあいをたずねてPersonal

に経験者から手ほどきをうけて、いわば経験的に酪農知識、技術を修得してい

る。労働対象である現実が最初に与えられて、それに働きかける主体者の労働

対象を克服し、手段化する主体的な知識・技術は、この場合あきらかに後手と

なっている。ところが、今回の都市近郊読菜経営への転換の場合、とりわけビ

ニール・ハウス経営に関してほ、グループをとおしての、組織的ないわば先手

をとった学習活動がなされていることが、彼らに共通するその大きな特徴とな

つている。（後述するように、はじめてこれを苫小牧市城に導入した農家のそ

の等入プロセスはこれとはあきらかに異なるが、現段階においてほかかる点が

指摘できる。）さて、かかることは、少なくとも 10年前の、酪農郷建設のイ

メージをもつてここに入植した当時にはなされていない活動形態である。事実

に即していうと、都市近郊臨菜経営を志向する、第一の層、④および第二の層

①③はいずれもこの苫小牧市の荒菜研究会の会員となり、かなり稜極的な姿勢

で、学習活動にとりくんでいることがあきらかとなる。また第三の層ではすで
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に＾ウスを建設した⑧が会員となっているが、露地での栽培を志向する⑩⑪は

会員となっていない。けれども⑩の場合、たとえばメデイアとして、 「農耕と

園芸」を購読、積極的に現状を打開する志向性が強く看取されるのである。

⑥ この苫小牧市に薩菜研究会が発生した過程、またとりわけビニール・ハウス

経営が華入、定着した過程については、章をあらためて分析するが、かように

みてくると、少なくともこの糸井第 1班に関しては、将来への展望として、そ

こに幾つかの紆余曲折があるにせよ、都市近郊薩菜地帯への変容が、その都市

化、つまりこの場合、宅地化とともに、予測されるのである。この糸井開拓第

1班はすでに示した図 5-1であきらかなよう忙、有珠川をはさんで...すでに

宅地化した山手町に隣接する地区である。山手町では昭和 4D年現在宅地が坪

5~6,000円忙なっている、という話もある。この第 1班では交通の便のよ

い平地で2~3,000円、沢に入って 40 0 ~ 1, 0 0 0円の値がついている。

こうした事実を考えあわせると、苫小牧市の人口増加とともに、この糸井第 1

班の宅地化は当然に予測されるところである。そうした事態を前にして、すで

に分析した属性をもった層によつて、都市近郊荒菜経営の開拓が現在秩極的に

なされているということができる。

なお、第 1班構成戸 11戸中、ここで分析しなかつた 1戸は、世帯主は苫小

牧市街で建設会社を経営、部落にいる使用人も賃労働者化している 1戸である。

以下、若干の事例をしめそう。

皿 若干の事例

事例①

この家は、昭和 31年に苫小牧市内植苗からここに入植した。入植時には世帯主29オ、妻 25オ、

1オの長男という家族構成であった。昭和40年には子供が 3人となっている。彼は、青森県弘前の

出身、高小卒業ご水田 (5反）果樹園 (5反）の自家農業を手伝い、昭和28年、和滉在住者の土地

の管理（小作）の仕事を得て、苫小牧・植苗にわたった。「人の土地にいてもどうにもならない。自

分の土地が欲しかつた」ので、苫小牧市役所の幹施で、昭和 31年この糸井に入植した。入植にさい

してほ、資金を 30万円ほど携帯した。

彼は、昭和 31 ~3  4年までの生活がもつとも苦しかつたと思っている。 ”いもff ”かし妥ちゃffを

主食替りとして生活をたてた。けれども、入植した翌年、昭和 32年市の貸付牛が 1頭等入された。

そうして、それは、昭和 39年には、 9頭にまで増加した。彼の所有土地面殺は山林を含めて 14町

4反、耕地9町、昭和39年度にほ牧草 4町、デントコーン 2町が作付の中心であるが、ほかに露地暁

菜 2反 5畝を作つている。また 39年度には養けい 15 0羽も飼育していた。昭和 39年鹿の農業粗

収入は 70万円（畜産36万円）、しかし経営費VC3 5万円ほどかかつているので、農業所得は 35 

万円、ほかに農外収入が 6万円ほどある。彼の家の負偵ほ昭和40年現在 15 0万円である。彼はま
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だ農業だけで生活が立てられると思つたことはない。負低の金利に追われて生活は苦しい。彼は普通

トラツクを所有している。それが彼の農外収入洒である。春先 (3~4月）糸井のすみやきの製品と

か材木等を自分で運転して巡搬するのだ。

彼は、地域工場化の影態が、この部落にも昭和 38年頃から、あらわれはじめたとみている。暁菜

が売れるようになつた。彼ほ現在、将来の経営形態を眠菜経営一本にしぽりたいと考えている。事実、

養けいは昭和 39年でよした。また 9頭にまで達した乳牛もその多くを手離し、昭和4D年度にほ搾

乳牛 1頭を所有するのみだ。彼は専業として農業を続ける決意でいる。「一生を農業にかけたのだか

ら、これから、職業を変ても仕様がない。」と思つている。彼ほ将来、苫小牧地区農村は、臨菜地帯、

酪農地帯と区分すべきだが糸井ほ暁菜地帯となるべきだと考えている。彼の目標では、露地とハウス

の両方で、とりわけ 30 0坪のハウス 6棟を建て、年間所得 10 0万円の経営を実現させたいと考え

ている。けれども、妻が望むので搾乳牛 2~3頭も同時に飼育したいと考えている。

彼はまだハウスを建てていない。先立つ資本がないからだ。出来れば市の農政に乗つて、近代化資

金で昭和 42年にほハウス 3棟を建設したいと考えている。彼がそういう形態へ経営をもつていくに

さいして、いま一番不安を感じているのほ、「中間業者が多すぎ、暁菜の価格が不安定だ。」という

ことだ。事実昭和 39年度において、キャベッ反当 1.8 0 Dケ収穫 (1ケ20円）の計算を立てたが、

その価格は 1ケa~1 o円にしかならなかつた。彼ほ自分がまだ暁菜そのもの、また疏菜経営そのも
のの知識に非常に欠けていると思つている。そしてその知識を自らのものにするために、いま彼は、

かなり組織的な学習をしている。つまり、後に述ぺる暁菜研究グループの会員となり、檄極的に知識

をひろめる努力をしている。彼ほ月 1回の会合にほかならず参加。また、昭和 38年には旭川に、昭

和 39年には札幌と函館の大野に、そして昭和 4D年春には美唄と北大農学部に、それぞれグJレープ

で先進地視察を行なつている。とくに美唄では「先を読んでいる。形にはまつたもの以外にも方法が

ある。」これを教えられている。

彼は新開以外に、「農家の友」を購読、またクネもの屋のパンフ、普及員のもつてくる営農指達バ

ンプなどを参考にし、暁菜研究を行なつている。しかしテV ビでほ、ここでは教育テレビが入らない

ので、「ビニール関係」のものがみられず、不便を感じている。

ところで彼は、ここに入植するたさいして、特別の訓練なり、教育の機会をもったわけではない。

青森での自家農業の手伝と、苫小牧植苗で養豚飼育の経験をもつていたのみである。この糸井に入植

してからの、乳牛飼育も経験的に学んだものである。その意味で彼は、今回、経験をこえるところの

疇的な学習、つまり、翠該疇的・計画的四行なう基礎条件をはじめて、自ら税極的に設定して

いるということができる。

彼は現在、部落の営農推進員になつているが、農業は近代化ほしてきたが、まだまだとり残されて

いると感じている。安定していない。計画も十分たつていない。また現実に融資をうけても、前の負

偵がたたつて、現実に資金が手元に入らず、（開協で天引）、そこからも計画が崩れることにふかい矛

盾を感じている。彼ほ、農業の共同化については、一家の内でもまとまらないのに、とても「共同化」

ほ無理という評価をしているが、日本の農業政策に関しては、「乳価」が安すぎることなど、農産物

価格について意見をもつている。彼は自民党支持であるが、しかし最近はバットしなくなつたと感じ

ている。彼はまだ土地を切りうりしていない。今後とも土地を売る考えをもつていない。

事例④

この家は既存農家である。④ほ苫小牧で小学校を卒業したあと、姉の家の牛飼いを手伝い、昭和

1 2年 26オのときここに入植した。当時 30町歩の土地をもつていた。翌年、結婚をしたが、当時

奉公人を 3人祖どおき、搾乳牛は 1D頭ほどいた。昭和 40年現在、世帯主53オ、妻 50オ、 27 

オの長男を頭に、 9人の子供がいる。長男（中卒）ほ 2年屈ど農業を手伝つたあと、合板エとして岩

倉組に勤め、三男 (18オ・中卒）も現在苫小牧市街の建具店に勤めている。長女 (23オ・中卒）
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次男 (21オ・中卒）、次女 (2Dオ・高卒）は自家手伝である。家は次男が継ぐ予定である。以下

高校・中学・小学校在学中の 4人の子供が同居している。

この④の家は、昭和 29年地殺ほ 18町に減少したが、さらに昭和 34年北電が変電所を建設するに

さいして、 7町を手離し、現在 11町の土地をもつのみである。うち耕地は 6町、放牧地 2町である。

作付の主体は、牧草 3.5町、デントコーン 1.3町など飼料作物となつている。乳牛は、昭和 4D年現

在、搾乳牛 6頭、仔 2頭、計 8頭を所有している。投け¥,斗ま昭和 38年に 25 D羽ほど飼育していた

が、現在は一羽もいない。ほかに昭和 38年にビニーJレ・ハウス 5D坪 1棟、 6D坪 1棟、計 2棟を

建てた。この④の家では現在、耕巡機、発動機、チョッパーなどのほか、ダットサンを所有している。

昭和39年度の農業粗収入は 13 D万円（農産 5D万円、畜産8 D万円）だが、経営毀に 3D万円往

どかけているので、農業所得ほ 1D D万円となつている。ほかに借家の家賃として年間 13万円ほど

の収入がある。昭和 4D年現在の負俵額は 7D万円である。

彼は今後も農業を続ける考えでいる。彼はここでの幽業は長いことはないと思つている。町の発展

につれ、農業はやがてできなくなる。しかしそのさいは、ほかへ移つてでも、農業ほ続ける考えであ

る。次男がすでに後継者になつている。彼は土地を切りうりするか否か、考えはまだまとまつていな

いが、ここにいる限り、「眠菜経営」を中心とした農業を考えている。ビニーJレハウス 3D D坪を建

設して、年間粗収入 2D D万円が彼の目標である。そうした営農形態にもつていくためにいま一番、

大きな障害になつているのが”資金IIだが、彼は市の助成をうけて、これを解決しようと思つている。

彼はいまハウス経営の知識、および野菜づくりの技術を一番学びたいと思つている。

彼は市の荒菜研究会のメンバーである。彼ほ、たとえば昭和 4D年春の美唄視察のように疏菜研究

会のグループでの視察旅行には参加しているが、そのほか、昭和39年には、個人で帯広、旭川、函

館等をまわつているほか、農業委員会Jレートで仙台への視察旅行（この場合は乳牛と接けい）も行な

つている。彼は市の農業委員会委員である。視察旅行をとおして、彼は「テレビなどではわからない

土地土地での実情に応じた特殊なやり方を知つた」。彼ほこの糸井の土地にみあつた臨菜経営を定

着させたいと考えている。彼は、北海道新開のほか農業新開、「農家の友」などを購読している。

彼はいままでの日本の農民には、自立心が欠けていたと感じている。「政府に頼りすぎるのではな

いか。政府の仕事だか、自分の仕事だかわか．らない。」そこが問題だと思つている。農業共同化・梢

造改善については否定的だ。「ピンとこない。無理だ。現状にあわない。」と考える。そして、現在

の日本の農政については、［政府は、どこまで本気でわれわれに農業をやらせようとしているのか、

その辺がわからない。」という意見をもつている。「たとえば、近代化資金にしても、農民に出して

いるのか、生産連などの中間機関に出しているのか、さつばりわからない。現実には生産連などが入

つてきて、農民には金が十分まわってこない。」という現状に対して強い批判をもつている。彼の支

持政党は自民党である。

事例⑥

この⑥は、昭和 29年にこの糸井に入植した。入植時にほ世帯主42オ、要 34オ、 2人の子供が

あった。彼ほ勇払で生まれ、小学校卒業後、苫水枚美沢で父の農業を手伝つていたが、東京へ出て、

陸軍の守衛、やがて召集で兵隊という経験をへて、戦ご (21年から）入植まで、苫小牧市内で王子

のすみ焼きとして生活を立てていた。 21年～ 29年までの彼は、市内の山林を点々としていたわけ

だが、「落着いてみたい。」という要求と、この第 1班の⑨のさそいが一致して、ここに入植した。

1 8町の土地をもつているが、耕地は 1D町である。作付の中心ほ牧草 (5町 2反）、デントコー

ン(2町）、燕麦 (1町 5反）など飼料作物である。乳牛ほ昭和 31年、市の貸付牛を溝入ご、昭和

3 8年には、搾乳牛 4頭、 いまかに仔 5頭）計 9頭と増加させたが、昭和 4D年にほ搾乳牛 2頭、仔

1頭計 3頭と減少している。（ほかに馬を 2頭所有）、昭和 39年の農業粗収入は 55万円（農産

1 2万円、畜産 42万円）、経営費は 1D万円、農業所得45万円である。農外収入はない。昭和
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4 D年現在の負俵ほ 40万円である。

この⑥の生活は、入植ご昭和51年～ 34年にかけてがもつとも苦しかつた。入植ごさらに 3人の

子どもが生まれているが、子どもが多いのと、当時畑に全然地力がなかつたため収入がなく、病人が

続出し、昭和55年にほ医療保設でその場を切りぬけるという経験をもつている。昭和 34年ごろか

ら、牛・馬がふえ、また昭和 52年から市が、し尿をもつてきて散布していたが、その効呆があらわ

れはじめ、地力もついてきた。そして、昭和 37年ごるから、搾乳牛もふえ、「子供に乳を売りにあ

るかせられるようになり」どうにか、農業での自立も展望できる状態になつた。

昭和 40年、世帯主ほ 53オ、妻45オになっているが、長男 (17オ・中卒）はすでに東京に流

出、施盤工として生活を立てている。次男（ 12オ・中在）以下4人の子供が親と同居している。彼

は現在「できれば農業をやめたい。」と思っている。ここもいずれ都市計画に入って、住宅地帯とな

ると思うからだ。彼はまだ土地を売つていないが、「条件にあった値がついたら売つて、現在借金と

なっている政府資金を相殺さ生たい。」と考えている。その場合の彼の生活目標ほ借家業だ。「もう

年なので、家を建ててそこからの家賃で生活を立てる。」ことを彼は考えている。しかし、現在彼ほ、

借家業にとつて、とくに必要な知識なり、具体的なプランをもつているわけではない。

そもそも彼の表現によると、農業そのものも「手さぐり」で覚えたものだ。彼ほ「開拓に入つて苦

労した。農業というものは、もう少し楽なものであってもよい。」という感想をもつている。物価の

値上りに対して、農産物の価格が安すぎると思っている。彼は自分の息子には腕に技術をもった戦に

ついてほしいと願つている。

事例⑥

この⑥は、昭和 51年に入植した。彼は明治 33年岩手県に生まれた。漁師として、県内を点々と

あるいて、生活を立てていたが、昭和の初年、苫小牧に渡り（元町）漁師をしていたが、漁師だけで

ほ生活が立たないので、漁師をしながら牛 (3頭）追いをしていた。ここへ入植したときほ、 56オ

であった。妻と 2人世帯である。長女 (55'オ）とそのムコ (40オ）しま元町に居任。鉄道員として

自立している。いまでもこの娘夫婦が週に 1度は手伝いにきている。

Rの家では 13町 5反の土地を保有している。耕地ほ 11町 5反、放草 (4町）、デントコーン

•(2 町 5反）、燕麦 (1 町）などの飼料作物が作付の中心だ。乳牛ほ入植時に 3 頭もつて入つたが、
昭和 4D年現在、搾乳牛 5頭、仔 5頭、計 8頭と、これまでの最高となっている。昭和39年度にほ

3 6万円の粗収入、豆ほ裔害でやられ、すぺて畜産収入だ。経営喪ほ 10万円、農業所得ほ 26万円

である。農外収入iまない。昭和 40年で 44万円の負俵をもつている。彼は入植ご 32~3 5年の 4

年間がもつとも苦労が多かつたという。水がなく、開墾に苦労したのだ。そのときの生活源ほ腕墾補

助金（反 2,00 0~3,0 0 0円）であった。

彼は牛飼いにほ「自信」がある。最初に牛を取りあつかつたのほ昭和 10年のこと｀だが、そのとき

ほ経験者から 1週間ほど技術を教わった。彼は今後とも、酪農を続けていくつもりだ。しかしそれは、

搾乳牛頭数4~5頭規模のもので、それ以上に拡大する気はない。そして、自分が働けなくなったら、

娘に来てもらうとしても、農業ほ自分一代限りと思つている。

事例R

この家がここに入植したのほ、昭和 29年のことだ。⑦の入植時の世帯主（父親）は、すでに隠居

し、現年は息子の代になつているが、⑦の父親ほ名古屋で生まれ、高等小学校卒業ご、昭和25年ま

で同じく名古屋で大工をしていた。昭和26年に渡道、 28年まで静内で大工として生活を立ててい

たが、昭和 29年、苫小牧で大工が出来る場所を選定、この糸井に 5町の土地を購入した。その直後、

その土地が開拓地に編入され、彼ほ開拓農民として、全部で15町（耕地 11町5反）の地積を所有

することになる。入植時、父親は 45オ、妻4:4オ、 21オの長男（中卒）を頭に 6人の子供がいた

が、当時から長男ほすでに大工としての腕をもつていた。そのご長女（中卒）は家事手伝ののち結婚、
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次女（中卒）は看護婦をへて結婚、次男（酪農短大卒）は、紋別でいま農業改良普及員として独立、

3男、 3女（ともに在学中）が、長男夫婦とともに親と同居をしている。長男は昭和 36年に結婚、

現在2人の子供がいるが、この年、父親ほ隠居した。この⑦の家では、現在も長男は大工を本職とし、

その妻が、実際の営農の中心となつている。足りないとこるほ、近所の奥さんとか知りあいに頼んで

出面で補つている。＊

⑦の家でほ 11町 5反の耕地を、牧草 (6町）、デントコーン (2町）、大根 (5反）と、主とし

て、飼料用作用の作付に利用しているが、昭和 31年に 1頭溝入した乳牛は、昭和 4D年現在、搾乳

牛 4、育成 4、計 8頭にまで増加している。入植直後、養けいも 3D D羽ほどしていたが、昭和 33 

年以来やめている。酪農一本である。

この⑦の家では、現在、中古トラククー (1D馬力）、それに四輪車を所有しているが、昭和 39 

年の農業粗収入は 8D万円（農産 6万円、畜産 74万円）、しかし購入飼料代など経営費に 4D万円

ほどかけているので、農業所得は 4D万円となつている。ほかに長男の大工収入（建設会社勤務）が

年し!(5D万円しまどある。この⑦の家の負伯は、昭和 4D年現在4D万円程度となつている。

こ収の家でほ、今後とも現在の形態で、つまり兼業形態で、農業を続けてゆく方針である。妻は

農業が媛いではない。牛を減らしても、酪農を続けていきたいと考えている。しかしその場合も、せ

いぜい搾乳牛 5頭どまりで、それ以上規模を拡大する気はない。この⑦の家では、すでに昭和 38年

度ltC2町|まど土地をきりうりしている。彼女は、酪農技術を指導員から学んでいるが、市内の先進農

家の視察の経験ももつている。ビニー）レ・ハウス経営とか、しいたけの栽培をみている。そして、彼

女はいましいたけの栽培に興味をもつている。しかし、⑦の家自体としては、長男の本業である大工

（建築）への関心が現在、あきらかに優先している。長男ほ、生活が苦しく、親の大工を手伝つてい

るうちに、それが好きになつたものが、内地にいるときほ、ラムネ屋、センベイ屋等を経験、いずれ

も失敗、大工としての道を選んだわけだ。彼は、昭和 37年に自動車の免許をとつた。いま「時代に

ついていくために」新しい建築様式囮関する知識・技術を習得したと思つている。彼らは自分の子供

らは、できれば公務員など安定した職業につかせたいと願つている。

事例⑪

この家は昭和 33年にこの糸井に入植した。入植時主人 26オ、妻 26オ、子どもはなかつた。昭

和 4D年現在、 3人の子どもがある。世帯主は秋田、大曲の出身、小学校卒業ご、本家（水田農家）

の手伝をしていたが、昭和 29年北海道に渡り苫小牧、植苗の酪農家（搾乳牛 2D頭以上保有）の奉

公人に入った。その酪農家の世話でここに入植した。いま 15町の土地をもつている。（耕地ほ 1D 

町）、牧草 (2町）、燕麦 (1町）、デントコーン (8反）、小豆 (3反）がその作付の中心である。

乳牛は昭和 33年、植苗からここに入植のさい、 1頭所有してきたが、畑ができておらず、飼料にこ

とかく有様だったので、一たん手離したが、それ以降、導入できないでいる。豚ほいない。とりは、

昭和 34年に 2 D羽等入、昭和 4D年現在 2D D羽を保有している。そのほか馬が一頭いる。昭和

3 9年度、かなりの農業粗収益をあげているが、経営費支出もかなりの額に達し、結局、農業収入は

零となつている。世帯主の農外収入 2D万円が、この一家の生活源であった。この家の負偵は現在

7 D万円に達している。

この⑪の家は、昭和 41年に成功検査を受けることになっているが、農業労働ほ入植以来ひきつ

づき妻の役割となつている。この一家の生活ほ入植直後がもつとも苦しかつた。開墾補助金がでた

ことはでたが．．．、開拓資金を開協にかりていたので差引かれて現金収入はない。附近に知りあいもな

いので働くとこるも（賃労働先）見つからず、内地（秋田）からの送金と、スミ焼で生活をたてる。

「食べられない」から「スミ焼」を、そのご「マキ運び」をそして昭和 39年から、糸井の山でのこ

うした仕事もなくなり、・苫小牧市街で”ひるい出面IIをしている。現在の”ひろい出面IIの口は卵を

売りにいつてみつけ、それ以来「口」から「口」で”出面先IIをみつけている。収入は 1D日間で 1
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万円ほどになる。

この＠ほ、この第 1班の他の農家と異なつて、昭和33年入植にさいして、弟子屈の拓植実習所で

1ケ月、開拓酪農に関する実習をうけている。そして、すで応述べたように、それ以前に、酪農家へ

の奉公を 4年間つづけている。それにもかかわらず彼の家の農業は少なくとも現在成功しているとは

いえない。第一に考えられる点は、事例⑲とともに糸井の第 1班の中でも、もつとも立地条件の悪い

山の沢の中に、この⑪の土地が位樅するということであろう。彼の家では資本がないので、現在以上

のことほ無理だと思つている。

現在この⑪の家では 1年毎に、赤字が 10万円しまど増えていつているが、農業をやめる考えはない。

「全部農地を手離したのでほ他に手職がないから、生活できない。子どもが大きくなるまで」は、妻

ほ農業を続ける考えでいる。昭和 41年の成功検査が終つたら、現在のやり方に一段落つけて、 ”¥、

ちこ・/Iの栽培など重点的に行ない、とにかく疏菜と接けいをやつていきたいと考えている。しかしそ

のさいにも、夫は農外、妻が盛業という考えなので、妻一人の体力では、現在規模（接けい 20 0羽

と畑）が手一杯で、これ以上に経営を拡大しようとする考えはない。⑪の家ではピニーJレ・ハウス経

営に心を動かされたこともある。できるものならやってみたいと、 「附近の農家」のをみにいったが、

子供（長男 6オ、長女 4オ、次男 0オ）に手がかかるので、これ以上は無理ということでやめている。

この家では、現在「新開」ほとつていない。 「家の光」を購読しているだけである。テレビの朝の

「NHK1 o 2」が新閣がわりをしている。⑪の家では自分の家は立地条件が悪いので、とても附近の

農家との”共同II も無理だと考えている。彼は、現在政府ほ少なくとも「卵の価格変動のないように

保障して牡しい。」と願つている。そして子どもたちには技術を身につけた賊業についてもらいたい

と思つている。

V むすび

さて以上みてきたところから、こ上では次の如き要約的指摘が可能であろう。

(1) この糸井開拓の展開過程をみると、とりわけ戦前の場合、それは顕著にみら

れるわけだが、ひとつの集落祉会の形成そのものが農民の自然との斗いの過程

をしめしているということ。そしてこ上では過去において田畑農場の如き特筆

すべき開拓過程がそく教育過程と結ぴつく形態も存していたということ。しか

しそれらも結局は失敗、北海道の何処の農村にもみられた水田志向の開拓は、

この地では不可能であるという認識がこうした数多くの農民の試行錯誤の結果

導きだされたということ。

(2) 言葉を替えるならばこうして「酪農経営」イメージが地域に定着することvc
なったということであるが、戦前の場合、この地城の酪農経営は「牛飼でも牧

草、デントコージは頭になかつた時代」と称せられるように、舎外の放牧形態

であつて、もっとも初歩的な形での自然利用の形態でそれが展開していたとい

うこと。しかもこれは大地殺を集秩しうる資力のあるもの。資本のあるもの

においてのみ許された形態であったということ。多くの農民は兼業によつて生
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活を立てざるを得なかつたという状態『→あった。ということ。

(8) 戦ご開拓以降段階の酪農経営は、土地の高度利用による酪農経営として展開

せられ、その意味であきらかに一歩すょんだ形態をもつていたということ。そ

してこの段階ではじめて部落社会がその形成の端緒をつかむが、しかしながら、

この段階では（「土地の高度利用」に関する農業普及員の教育効果はあきらか

に認められるのであるが。）”酪農経営 II を企業的に展開するという観点から、

経営そのものを捉えるという普及活動はなされておらないということ。いわゞ

酪農経営を行なう農民の主体性は、この地域で自主的に生まれた経験の上忙の

つて、 Personal!re身につけるべきものとして前提とされていたという点が特

徴的となる。

(4) こうした中で昭和 38年以降のはげしい農民層の分解がほじまる。酪農経営

基盤が十分に確立していない糸井の農民はこの時点で、これまでの形態での酪

農経営への展望を喪失する。そして農民はさまざまな形での生存のための志向

性をもつことになる。多頭数飼育による企業的酪農経営という戦後段階の第 2

段のよりす上んだ経営形態への飛躍が、こ上では計れないのである。すでにみ

たように糸井での現段階での酪農志向層ほ、あきらかに現状維持の一代限りの

志向性である。そしていわば上層での専業志向層、また下層での専業志向層の

中から、あらたなる再適応の道として都市近郊園芸農業志向があらわれる。そ

して部落のリーダー層もこれを部落農家のあらたな再適応目標として設定する。

けれども、この段階で、 (8)で述べた形での農業生産をとおべ：の社会的紐帯はそ

の端緒において大きく崩れることになる。か上る過程ほ一般に基礎集団→機能

集団への部落社会そのものゞ再編過程として語られるところであるが、しかし

ながら、荒菜研究会をひとつの機能集団とおいても、その内部にきわめて大き

な階層分化を含んでいる点を見逃すわけにはいかない。

(5) ところで、こうした社会的文脈で生まれつ上ある荒菜経営志向農家について

みると、市の組織した荒菜経営研究グループをとおして、これまで彼らが経験

したことのないあらたなる学習形態がそこに発生していることが大きな特徴と

なる。

当初の組織者は市営農指等機関であったとしても、彼らはそのグループ活動

をとおして、地域外への視察を積極的に行放うことの中で、具体的にはさまざ

まの学習活動を行なっている。彼らはす上んだ事例を教育素材としてみること

によって、これまでのいわば自主的に形成せられた自己の農業生産に対する態
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度をふかく反省させられ、自己の農業生産に対する主体的能力をあきらかに拡

大しつよある。こ上ではより地城的に広範城の農民相互の間の、いわば仲間同

志の実践の交流が、そのまょ彼らの学習過程となっている。

そしてさらに、こうしたグループ活動に触発されて、個々人での先進地視察

活動、またさらに諸々のメデイアヘの彼らの接触態度の変化がみられはじめて

いる。そこにはあきらかに活字メデア、視覚総合（テレビ）メデア等々の選択

過程への積極的参与という変化がみられはじめている。そしてこうした諸メデ

ア利用という形態は、いわゆる faceto face の領城をはなれて、諸個人の

行動空間の抜本的な拡大、つまり彼の行動の志向を全人類的なレペルヘと拡大

するひとつの重大なる契機となる点を看過してはならない。

(6) もちろん、こ上で働く農民の意欲は現段階においてはあきらかに都市近郊園

芸農業確立のための優れて技術的なそして現実的な知識獲得の必要ということ

ができよう。つまり、それは、われわれの序論でしめした仮設にしたがうなら

ば第 1領域での、あるいは第 2領城のそれであるということができよう。

しかしながらすでに事例でみた如く、彼らの中には、この第 1、第 2領域で

止まることなく、す上んで第 3領城への関心が、しかもたとえば乳価、卵価、

荒菜価格に対する諸要求、また農政に対する批判等々、反体制的な形でもたら

されている点は看過してはならない点であろう。

t7) こゞでまだ指摘すべき点も多いがわれわれは、 次に具体的にこの苫小牧地城に

，，，ヽウス経営を導入、また現に礫耕栽培を実験しつ上ある農家の、か上る社会過

程の中での学習形態の事例分析に移ることにしよう。
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第4章 都市近郊園芸農業の発生と

展開過程における農民の学習

前章において、われわれは、・糸井第 1班で全市的に結成されている疏菜研究会の

会員が 4名いることをあきらかにした。そうして、グループでの集団活動の中で＾

ウス経営に関する学習を積極的にすすめている実態にふれた。けれども全市的にみ

ても、この研究会の会員ほ．．昭和 4D年現在ようやく 9名 (9戸）を数えるにすぎ

ないのである。しかも地城的には前章でふれた糸井第 1班にもつともその会員が多

いのである。その意味でかかる都市近郊園芸農業は、近年ようやくこの苫小牧地城

社会において発生、それが伝播するという過程の中にあるということができる。ま

た、こうしたビニール・ハウス経営と同時に礫耕栽培の定着化も現在この苫小牧地

城では行なわれている。これらほ、いずれも、 表 4-1 薩菜研究会メンバーの

ごぐこの近年まで、この苫小牧農村には存在
地城的分布

せぬ経営形態であった。かかる経営形態が、 糸 井 4 戸

弁 天 2 戸
そもそも農民の如何なる動機によって支えら 柏 原 1戸

れ、この地城に発生することになったのか。 植 苗 2 戸

以下本章では、ビニール・ハウス栽培と礫耕 計 9 戸

栽培にわけて、かかる栽培様式の発生と定着過程をそれを最初に推進した農民の学

習と教育の問題に結びつけてあきらかにしようとする。

I ピニール・ハウス経営の発生と展開過程

1 その導入過程と学習

この苫小牧農村地城にヒ`‘ニール・ハウス経営をはじめに定着化したのは、植

苗北部落（既存部落）のR氏である。この植苗北部落ほ苫小牧市街から千歳市

ヘぬける国道沿いに展開する農村地城にある。湿地と原野をぬつて農耕地が点

在する。植苗北部落には、現在 14戸の農家があるが、この部落でほ有線放送

があるということもあって、また一帯に営農意欲がおちたということもあつて、

それ以前には毎月ひらいていた実行組合の会合も、この 2~3年前から iまとん

どひらかれなくなっている。また部落での道路の補修作業も、以前ほ毎年部落

の道路愛詭会で行なっていたが、 10年ほど前から市のプルが入ったためにな

されなくなっている。そして耕地以外の原野を不動産業者に売却する農家もこ

の地城・にでている。この地城は、戦前段階より専業農家がほとんど存在しな
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いとこるであった。地力がなく、燕麦、穀物の収量もひくく、粗放な酪農経営

が農業としては唯一の存在形態だと考えられていたo 一方市有林・民有林の造

材あるいほ下草かりなどの出面仕事は豊富にあった。現在、個々の農家の部落

としてのまとまりは、きわめてとぼしくなつてきているが、毎年春の市段階か

ら下りてくる営股作付会議（個々の農家が経営計画書を提出）と市から補助金

がでて美沢部落と共同で 1D日間にわたつて行なわれる部落内を貫流する美々

川の躁刈り作業（この作業をすると、しないとでは、美々川の水位が 5D虚こ

となり、この藻刈り lCよつて、耕地の地下水のハケをよくする。）とが、現在

部落としての大きな作業になつている。

さて、この苫小牧農村地域に、ビニール・ハウス経営を、直接導入したこの

植苗北部落のR氏の昭和 38年度の経営のあらましは表4_;_ 2の如くだが、こ

の®のハウス導入にふみ切つた動機は次のような•ものである。

彼の父が北海道 表 4-2 R氏の（昭和 38年）の経営のあらまし

に渡つてここに自

作農として定着し

てから、彼ほ三代

目にあたるが、そ

の耕地の土地条件

ほきわめて掘い。

彼の家では戦前、

乳牛を 5~6頭飼

育した経験はあっ

たが、戦後は、昭

和31年段階まで

乳牛は保有してい

ない。自家用に馬

鈴薯。とうきび・

豆類。なっしまを作

付けた。現金収入

ほもつばら山子・

出面などの賀労働

（家族構成）

母

8 8オ｝
主 人 5 5オ
妻 5 4オ 農業

長 男 2 4オ
次 男 2 2オ 苫小牧・植苗A木工場エ員
五 男 1 4オ 中学生
他出家族員 三男 東京•エ員

四男 室蘭・エ員

（経営土地面梢）

畑 3町5反（うち草地 1町）

山林 2 4町1反

宅地 1反

計 2 7町7反

（ビニー）レ・ハウス）

5 0坪 1棟

3 D坪 1棟

9坪 1棟

に依存していた。 （次頁へつゞ く）
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昭和 31年、市

の貸付牛が 1頭入

った。これを繁殖

させて、昭和 36 

年には搾乳牛は 4

頭になつた。しか

しここで問題が生

じた。これ以上乳

牛を増やすとなる

と、本格的な牛舎

の建設が必要にな

る。また多頭数飼

育のための資金の

裏づけも彼にほな

い。さら夜、決定

的なのほ耕地面稼

が不足している。

そこで彼ほビニー

ル園芸によって、

（飼蓑家畜）

〇乳• 牛（成牛） 4頭

24ケ月未満 3頭

0 にわとり 8 0羽

〇めん羊 2頭

（その他）

サイロ・堆肥場・尿溜有

PS 6IPトラククーセットあり

3 JP発動機あり

モアー（畜力）あり

（収入）

農産粗収入

畜産粗収入

麟粗収入

農業経営費（畜

（農

産）

産）

313,540円

482,600円

796,140円

砂販売額

67,300円

462,700円

巨円股産での経営硲

芯~:n~怠后含まれ万
（公租公課） 2 0,7 3 0円

計 36 2,7 8 0円

農業所得 167,220円

農外所得 110,000円

農家所得 277,220円

※ この年度に、ビニーJレ・ハウス建設 (50坪、 3 0坪）

その費用………………………… 250,000円

この窮状を打開しようと考えたわけである。

しかし、この場合、彼にはヒ｀ニール・ハウス経営に関する組織的・系統的な

知識があったわけではない。それでは一体彼ほ如何にしてビニール。ハウス経

営を定着させていつたのか、その過程を、彼が実際にそれを作るとき用いたメ

デイアとの関係でみると、次の如くなる。

① 第 1年度（昭和 36年 11月～）

”根曲りたけ，，で枠をつくつて、ビニールを張る。（ 10坪）一経費

13.000円。メデイア・・・広告を見て真似る。しかし、これは竹とビニール

の間があいて、風で破られて失敗する。作付けた”ホーレン草 I＇しま駄目にな

る。

③ 第 2年度（昭和 37年 11月～）

垂木を使つて 9坪のビニール・ハウスを作る。（南側はガラス張り）ガラ

スを安く買い経費は 2 万円。メデイア…•••千歳市の買いつけの“種ものや，9
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から同甫の北海少年院でハウスをやつていると聞き、そこえ行き、そこでさ

らに同市の⑪氏が本格的にハウス経営を行なつていることを聞き、同氏をた

ずね、これを真似る。このときは山東菜、体菜と花を作付ける。 12月 2D 

日から収穫をはじめた

③ 第 3年度（昭和 38年 12月～）

鉄筋ビニール・ハウス C5 D坪）をつくる。経費 23万円（自己負担 12.5 

万円）鉄筋ビニール・ハウス (3D坪）をつくる。経費 15万円（全額自己

負担）メデイア•••••• この年度になつて、ほじめて市の産業課の系統的な指

導が入る。すなわち．、市産業課は＾ウス経営を志向する農家 5戸にグループ

を作らせ、札幌市、千歳市などのハウス先進地視察を指導するとともに、ま

た相互に経験を交換する会合を、それぞれの農家にあつまつて開くことを組

織化、同時にハウズ C5 o坪）の建設様式を規格化、さらに作付の指導を行

なう。

この年、市の指導に従つて 12月3日に山東菜を蒔種、これは 1月7日

から出荷をはじめた。つづいて、 39年 1月、このあとにふたたぴ山東菜を

蒔種、 出荷したo 一方、’'とまと’'を 1月・17日に蒔種、これの苗うえを

3 0坪ハウスltL4月7日行なった。’'とまと’'は 6月13日に初出荷、 8月

1 9日に終了した。また 50坪ハウスにほ’'きゆうり II を栽培した。

1 2月～ 8月間の粗収益

山東菜 1 ~2回 小計 62, 0 0 0円
計

とまと 6 5, 0 0 0円

きゆうり 33,000円
1 6 0, 0 0 0円

1 2月～ 8月間の支出

種子代 1, 0 0 0円

暖房用のこくず
計

4,200円
1 3.2 0 0円

電気料 8, 0 0 0円

このR氏は、この’'とまと II’' きゆうり／，のあと、菜つぱ類‘、できたら

”みつiむ栽培（これは札幌市のハウス経営視察でその栽培法を学ぶ）を行

なう考えでいる。また、R氏ほ昭和 40年には、畑に 15 0坪のトンネルを

つくり、’'とまと II で 40万円以上の粗収益をあげることを計画している。

〔彼の考えているのは、息子が、大野農業試験所（函館地方）への視察旅行

で学んできた千代田式竹ホロハウスである。これは反 7万円前後の建設費で
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すむという。〕Rは、このヒ｀ニール・ハウス経営をはじめてから、はじめ

て、この土地でもまともに作物が収穫できることに自信をもちはじめている。

なつば、とまと、きゆうり、これなら十分やつていけると考えている。彼は、

地力をつけるために、今後とも乳牛は 4頭程度飼育する方針だ。彼の長男

（中卒）は、家を継ぐ予定だが、同じ年に中学を卒業した同窓生のうち、

現在地元に残つているのは、彼と、もう一人の二人を数えるだけだ。彼はま

だ経営の実権を受けついではいない。

さて、このRの家の学習形態を総括すると次のようになる。 A、広告とい

うマス・メデイアをみて、彼ほみようみ真似で＾ウスを作る。ここでは、と

にかくマス・メデイアが一定の役割を果している。 B、ここで彼は失敗とい

う体験をもつ。 0、そこで、彼は実際に＾ウスをやつている人のところで、

現物をみる、とともにその実践者の体験を聞く。つまり、次の段階で彼ほ

O OPアではなしに、現物をみてたしかめる。 D、とにかく、こうした彼の個

人的努力によつてほじめてハウス経営に成功する。 E、ところでこの次の段

階ではじめて、地域の営農指導機関の組織的な指導が入る。ハウスの規格も

定められ、作付の指導も入る。この段階で彼は 30坪、 50坪の 2棟のハウ

スを建設する。と同時に、彼は個人ではなしに、同じ経営形態を志向するも

のとともにグループを作り、一方でつねに自分自身の体験をふまえたグルー

プ学習の形態に入る。彼は自らの休験だけではなしにグループ成員の体験を

数多く聞くようになる。また仲間たちとの札視・千歳などの先進地ハウス経

営の視察（経費本人負担）などあらたな情報をうるという機会を以前にも増

して多くもつようになる。彼は市の営農改善推進委員をしている。この研修

会で、昭和 39年の 2月には旭川のビニール・ハウスの視察、そしてさらに

同年の 7月7日～ 12日わたつてほ、彼は市の産業課の斡旋でこの年はじめ

てビニール・ハウス経営にふみ切る他の会員とともに（計 2人）、大野の農

業試験所に出むき、系統的な実験結果を学ぶという機会をもつに至っている。

この大野農業試鹸所視察の経費は本人負担である。つまり彼は、手弁当でこ

れらの視察を行なっているということになる。かようにみてくると、この苫

小牧農村地城ヘビニール。＾ウス経営を導入したRの場合、それはまつたく、

自主的に、個人的な試行錯誤の努力の中から、これがこの地城社会にみあっ

•たものとして開発されてきたものであることがあきらかとなる。そして、地

城営農指導機関の系統的な指導は、その中段で、そうした個人の努力と創意
， 
ゞぷ
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を伸ばすために大きな役割を果していることが特徴的となる。

2 その展開過程の社会的特徽

ところで、市の営農指導機関自体、昭和 38年段階で、このビニール・＾ウ

ス経営指導にふみ切るわけだが、その指等自体が、実は完全に完成された体系

にのつたものでないことを認めなければならない。営股指導機関自体、その指

導を行なう中で、実はこの地城にみあつた体系を完成させるための実験を行な

つている。この意味で、地城農民と共に、その農民の実践結果を総括しながら、

営股指導機関もともに歩んでいるということができよう。すなわち市では初年

度（昭和 38年の秋）、千歳市や栗山町の農業構造改善のビニール。＾ウスを

視察。それを参考にして、 「ハウスの構造を鉄骨アングル、木材使用、ビニー

ル張りとし、加温装置は地中にヒゞニール管埋没、オガクズを燃料と•した温水巡

回の方法」によることにする。坪数は 50坪にした。また栽培の体系は、比較

的栽培容易な山東菜を 2回 (1月～ 4月下旬）つづいて跡作として半促成のト

マトを配置し、当時、ビニール。＾ウス経営にふみ切った 5戸の農家、計 250

坪にこの規格での栽培を指導した。

そして、その結果を、昭和 39年 1月～ 8月の実験結果として昭和 39年末

次のように総括した。

1 設置坪数は 25 0坪、その利用回転率は最低14 D%、最高22 4%、平

均 17 7 %であつた。

2 実 1坪当の販売金額の最高ほ 2,3 1 6円、最低 83 9円、平均 1,4 6 D円

となった。また延1坪当の販売金額の長高ほ 1,D 3 3円、最低 59 6円、平

均 80 1円であった。 1年間の結果ではないが、これを先進地栽培者に比較

すると約 6割の成績であった。

3 価格については出荷期によつて差異が生じている。山東菜についてほ、大

きな価格差はないが、トマトについては、価格差が大きい。 5戸平均価格ほ

1 kg当66円 82銭となり、最高は 84円65銭、最低 53円87銭である。

トマトの出荷期の遅れは価格差に結ぴついているが、これは、播種定植期の

適期作業、また保濫管理の優劣によつて生じたものである。

4 費用計算をすると、収支差引益金の生じたのは 5戸中 3戸である。すなわ

ち、施設償却費ほ、＾ウスの耐用年数を 6年として 1年 1回、 44, 2 2 2円

修理費 4,7 D 0円、小計 48, 9 2 2円となる。直接生産費は種子代、農薬代、

肥料代、燃料代、電気代ほかで小計 22,500円、両者あわせて 71, 4 2 2円
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である。 5戸の販売金額をみると、表4-3のように、 3戸が収支差引益金

を生んでいるのみとなる。

表 4-3 ビ｀ニール・ハウスの栽培成績の概要（昭39.1～昭39. 8) 

地区名 氏名
設置 利用延

利用率
販売 実1坪当 販延売1坪額当 栽 培 内 訳坪数 坪数 金額 販売額

糸共 70 14％ 0 41,970 839 600 
山東菜25坪 2,57 D束、きゆうり 25坪

A. 5.D． 
21 2k、トマト 20坪、 192k

山東菜 45坪、 3,1 1 3束、さやえんどう

II B. 50 83 164 49,476 990 596 5坪、 12k、ほうれん草 6坪ゞ 18 0束

レクス 3坪、 70ケ、トマト 24坪、 360k

柏原 C 50 86 172 78f]82 1.562 908 
山東菜 38坪、 7,236束、 トマト 48坪

6 4 3.5k 

D 50 112 224: 115,785 2,316 1,033 
山東菜 54坪、 7,0 7 2束、カフ'15坪、

I/ 

434束、トマト 43坪、 714k

山東菜51坪、 5,339束、たい菜7坪、

645束、大根菜5坪、 57？束、

みつ葉0.2坪、 12 8束、しゅんぎく2坪、

植苗 E 80 146 183 127,526 1,594 872 70束、カプ5坪、 181束、レクス 2坪

4 1ケ、プリンスメロン 12坪、 71k

小玉スイカ 12坪、 32.9k 

トマト 5D坪、 95 5.6k 

平均 56 99 177 82;j68 1,460 8由

， 

施 設費調 (5 0坪の場合）

設置金額 I耐用年数 I残存価格 I償却費RI修理費 R・IR + R 

250,000 6
 

5,906 44,222 4,7 0 0 .118,9 22 

経 費

調

種子費 農薬費 肥料費 燃料費 電気料 その他 計

オガクズ
400碑

ダイ七ン外 各金肥外 トラック10台 支柱、糸外
1台1.0 0 0 

1輝 15円

1. 5 0 0 1, 0 0 0 2,000 1 0,0 0 0 6,0 DD 2,000 22,500 
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5 以上の結果からみて、今後以下のことを検討する必要がある。

(1) 加温原料にオガクズを用いたが十分な保温に困難性がある。また加温原

料としてのオガクズの確保にも困難性が生じてきている。

(2) はじめての栽培であり、技術不足の傾向がある。先進地の栽培技術の研

修が重要である。

(3) ＾ウス施設費を下げ、生産収益の向上を計るため、今後、簡易移動＾ウ

ス、またトンネル栽培の活用などを考胞する必要がある。

(4) ＾ウスの設置ほ集団化し、栽培、販売等の合理化を行なう必要がある。

以上の総括ほ、昭和 39年 1月～ 8月の実験結果であり、 1年間の結果でほ

ない。たとえばR氏の例であきらかなように 8月以降さらに、秋にかけてハウ

ス栽培を行なっている。けれどもこの総括の収支計算では、施設徹却費を 1年

間で計算するなど、かならずしも正確なものとはいえない。つまり 1年間をと

おしてみると、もっと収益ほ上つていることになるものと思われる。そうし

て、表4-3であきらかなように、個々の農家の個人差がかなり大きく、かか

る点の分析も必要と思われる。しかし、ここから学ぶべきことは、個々の農

民の実践結果をかような形で総括、整理し、そこから地城にみあった＾ウス経

営の定着化を計ろうとする市の営農指導機関の態度であろう。

これら総括の結果、以上に述べられた点以外に、昭和4D年段階ではハウス

の保温の点を考えると、 5D坪より 3D坪ハウスの方がより望ましいこと。し

たがつて、市の 5割助成対象の指導規格を、 3D坪にあらためたこと。また、

苫小牧の場合は風が強いので、ビニールの二重張りだけでなく、金網をかなり

こまかく張ることが必要なこと等によりこの地城にみあったハウス対策を打ち

出している。この＾ウス経営農家は、いま荒菜研究会を組織、会員の農家の庭

先にあつまり、＾ウスをみながらの実践報告、意見交換、また先進地視察を行

なっていることはすでに述べた如くだが、その学習には、かならず普及員が参

加、普及員の説明を聞きながら、会員が意見を交換するという形態を現在はと

つている。

I 礫耕栽培の発生と実験過程における学習の役割

ところで、この苫小牧市の場合、特筆すべきは、前述のビニール・ハウス経営

の定着化と同時に、礫耕栽培定着のための努力を農業普及所所長が、つきつきり

の指導で行なっているという事実であろう。実際にこの礫耕栽培を行なっている
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のは柏原開拓のR氏 (25オ昭和 40年現在）であるが、この礫耕栽培定着化の

努力は、昭和 39年の 1月から開始された。そして、それは昭和 41年現在まだ

定着のための試行錯誤の実験段階にあるといつてよい。したがつて、実用化段階、

そしてまたこの地域への普及には、かなりの時間がかかるものと思われるが、次

にこの礫耕栽培の発生と、その実験のプロセスをみてみよう。

1 礫耕栽培発生部落の社会構造

この礫耕栽培についてみる場合、前述のヒ｀ニール・ハウス経営の発生とその

展開とは異なって、地城農民の現状打開のための要求に支えられて、それが発

生したというよりも、営農指導機関がこの苫小牧農村の薩菜地帯への切りかえ

という将来を見とおして、かなり長期的な展望のもとにその定着化が計られて

図4-1 苫小牧市柏原地区

珈`
命‘

必
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いるという特徽をまず認めなければならない。したがつて、現状では、この礫

耕栽培ほ、地域の多くの農民のものとはなっ・ていない。すなわち、現在、この

礫耕栽培を試みているのは柏原開拓のR氏のみであるが、そもそも、柏原開拓

においては、現在、酪農・養けい経営が支配的であり、この試み自体が部落の

他の農民の関心をひくに至っていないという実状について、まずふれる必要が

ある。

この柏原朋拓は旧松田農場のあとであり、昭和24年に広島県よりの入植者

2 3戸、そして 25年に岩手県よりの入植者 7戸をむかえ、 1戸平均 20町の

地積で部落づくりがなされたところであり、現在、農家戸数43戸を数える

に至っている，。同じ松田農場のうち、昭和初年に自作農創設によつて、部落形

成がなされた旧柏原部落と比べて、その立地条件はきわめて悪い。現在 43戸

中、開拓以来疫ものほ 28戸、全体の 3.5割にあたる 15戸は前住者が出たあ

との跡地入植者である。そうして、このうちの 2戸は 3回目の入植者にあたる。

つまり 43戸中のべ 17戸が入植しては去つた。当初のインテリ出身の開拓団

長もここを去った。

この柏原開拓に電気が導入されたのほ、昭和 29年のこと、これ以降は安定

度がましたといわれているが、それ以前は、じり貧で、夜逃げのような形で、

負債も跡地入植者にそのま上ゆずりわたして出ていく農家が、前述の数字であ

きらかなように少なくは放かつた。

しかし、やつと部落としての安定性がみられるようになったのは、昭和 35 

年以降のことといわれている。国営開拓建設事業で昭和 35年以降、各戸 5町

歩ずつのトラック客土が、 1年に 1町ずつわけて行なわれた。この客土事業が

トラック客土であったため、同時にトラックの通行可能に道路の補修もなされ

た。またこの年、市によつて 7戸の共同利用トラククーセットもこの部落に導

入された。そうして、昭和 37年～38年にかけて、明渠排水工事が実施され、

土地条件ほ改良された。この部落も、苫小牧農村地城における他部落と同様、

開拓以来、酪農郷建設を目ざしてきた。しまやい農家はすでに昭和 26年段階で、

自己資金で乳牛を導入している。そして部落に乳牛検定組合のできたのは昭和

2 8年のことといわれる。この頃までは、開墾補助金、また秋口に 1戸 3~4

万円程度の賃労働になるように配應されたJ農道工事、また山仕事が彼らの主要

な生活源であった。そして、昭和29年の冷害時には、多くの農民は出稼に出

てそれを切りぬけた。
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昭和 30年ごるからは、この部落にも市の貸付牛が導入されはじめたo 昭和

3 5年頃から生活が安定した農家もみられるようになったが、しかし借金のた

めに増加した乳牛を手離すという／農家も少なくはなく、現在、 14、~15頭の

搾乳牛保有農家は 3戸、また乳牛と養けいで経営基盤が安定していると一般に

考えられている農家は、前述の 3戸を含めて 43戸中 14戸程度であり、農家

負債ほ平均して 1戸 10 0万円程度はあるといわれている。一方で酪農経営を

志向しつつ、日銭に追われて、多くの農家は、畑作（とりわけ豆作）に重点を

おき、同時に養けいによつて生活を立ててきたのが昭和 35年以前の一般的な

状況であるが、これ以降、 客土また排水によつて地力が増進するにつれ、

酪農志向が強まり、また「酪農にほ粗飼料づくりが基礎」という認識もひろま

り、トラック 1台 (25石） 1,0 0 0円で人糞を購入、 20台の人糞を牧草畑

に入れる農家もでてきている。けれども他方、昭和40年現在すでに、離農、

あるいは世帯主が不動産業を営むと．いった農家、また世帯主が夏に出稼ぎに出

て、賃労働に従事するところ、または後継者が流出、あるいは在宅賃労働者化

しているところ、妻が在宅賃労働者化しているとこるなど、表 4-4にみるご

とくそれほ 14戸、全体の％を数えるに至っているのである。

表4-4 柏原開拓における非農的職業従事者

離農

世帯主自営兼業

世帯主が夏に出稼ぎ

後継者流出

後継者在宅賃労働者化

妻が賃労働者化

世帯主が妻

1戸 本業大工、市街でアパート経営

2戸不動産業（白老）、牛馬商

2戸年令 20代と 30代

5戸‘
世帯主 50代 4戸（うち 1戸妻のみ）

,, 6 D代 1戸、土地を売った者あり

2戸 I1戸ほ夏分出稼、 1戸は常時運転手

1戸 1岩倉組

1戸年令 50代（農業をせず）

つまり、昭和 35年以降、安定しかけた農家生活は、昭和 38年、 40年にか

けてはげしく両極分解の度をふかめていつているということができる。そして、

ここで農業経営を志向する農家は少なくとも、 「酪農と養けい」そしてまた

「牛をやめる人は、いよいよになったら、土地を売つてその金で養けいをするa.l

という考えが一般的であるといえる。さもなければ、離農志向であろう。事実

この柏原開拓と道路一本へだてて隣接する広大な土地（松田農場の一部が未利

用地のまま残され、それが松田氏にもどされ、・不動産業者の手にわたつた。）
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は現在宅地として売りに出され、いまここの地価は反当 5~6万円になつてい

るという。そして、 1戸分 (2D町） 2,D D D万円になったら売つた方がよい

という心理状況もここでは農民の中に生じていることは事実である。

（ただし、実際に住宅は、不動産業会社のもの数戸が建設されているにすぎ

ない。昭和 4D年現在、宅地化ブームはすでに去つた感である。そして市営バ

スも日に五往復ここに入ることになったとはいえ、この柏原開拓は地理的にほ

弁天開拓の北方に位置し、沼の端市街をへてこの部落まで、苫小牧中心部から

約 15 kmの距離にある。また火山灰地の丘陵と湿地帯にひろがるここには、電

気こそあれ、都市生活に必要な社会的諸設備がまったくととのつていないとい

うのが実情である。この意味で現実的に前章で分析した糸井開拓より、宅地化

の条件は数段もおとるといわなければならない。）

こうした現状の中で、この柏原開拓部落の社会的凝集度は、きわめて弱まつ

てきている。 1月に部落の総会を開く以外年2~3回開協、農協関係と行政的

営農指導に関して部落の会合がひらかれるほか、部落独自のものとしては、排

水、道路工事に関する陳惜、電気利用組合での有線施設の保持、また馬頭観音

のまつり等がひらかれるのみである。こうした中で、•この部落の®氏が、礫耕

栽培にふみ切つたわけであるが、彼の礫耕栽培ほ、現在ほとんど部落農民の関

心は呼んでいない。乳牛の次に考えるのほ薩菜であるということを認めるもの

でも「ビニールより、ここでは露地の薩菜栽培の方が伸びると思う。」という

受けとり方を示すにすぎない。

2 礫耕栽培導入農家の導入動機

けれどもこのことは、けつしてR氏にとつて、礫耕栽培そのものが、彼の生

活の文脈の中で、まつたく突然にもたらされたものであるということを意味す

るものではない。

R氏の生活の文脈の中では、礫耕栽培の経験というのほ、ごく自然な形で導

入されている。R氏ほ、この柚原開拓の第 6班所属、昭和 3D年入植であるが、

彼の入植地．は、彼が入植する以前に広島県人が入植し定着に失敗、そのあとに

岩手県人が入植、彼も開拓に失敗、⑨家ほその跡地入植であるという事実に端

的に示されるように、土地条件ほきわめて悪い・。地積ほ 24町ほどあるが、丘

陵と谷地（湿地）がそのほとんどであり、耕地がその中に点在するのみである。

農耕可能地は 4町、 3反まとまつて平地はない。

このR家は戦後樺太から引揚て、昭和 27年に苫小牧に来て、 3D年に入植
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という経歴をもつが、昭和 39年で 24オの⑨氏は、沼の端中学卒業後、長男

であることもあつて、ずつと父の農業を手伝つていた。中学卒業の同窓 8人の

うち、現在農業をやつているのは、本人のほか 1人である。 2~3年間は市内

で顔をあわせた友人たちは、いつのまにかみえなくなってしまつた。彼は友人

のそのごの動向を知らない。さてこのRの家でも、他の開拓農家と同様、昭和

3 1年に市の貸付牛が 1頭導入された。そして、昭和33年には国有貸付牛も

導入され、計 2頭の搾乳牛を保有した。しかし開拓後 5年間は、淵拓作業、抜

根と開墾、反4,..__,5, 0 0 0円の開墾補助金、それに開拓した畑に小豆、馬鈴薯、

大根、人参などの読菜類を作付け、それらが主要な現金源であった。とくにス

イカほ予期以上の収穫をあげた。しかし、彼R氏にとつて、昭和 35年に父親

が病に倒れてから、農業経営と一家の生活は、彼の肩にかかつてきた。彼の父

ほ耕地を 10町ひらいたところで病に倒れ、農業労働が不可能妬なる。

⑨氏はこれまでも農閑期には'’ひろい出面II をしていたが、この年（昭和35

年）から、冬期間、郵便配達で定期的な収入を得て、家計を支えることになる。

そして 1年間ほ父の指示に従つて農作業に従事していた彼も、昭和37年から

自分の考えで農業経営を行なうことになる。彼ほ元来農業ほ好きではなかつた。

上級学校に進学したいと考えていた。とくに’'生き物，，（家畜）の扱いほ好ま

なかつた。彼は保有していた 2頭の搾乳牛を売却する（豚 1頭と、とり 80羽

ほ保持）。彼は経営を疏菜栽培に切りかえた。荒菜ほ時期が勝負である。

① 昭和 37年、ほじめて”ビニールの苗床II を作つた。 10坪ほどのトンネ

ルの小さいものである。 4月のはじめ、スイカ、なすを蒔種した。このとき

ほとくに参考にしたメデイアはない。ビニールと竹を購入してきて「自己流」

で作った。 37年、 38年と春先、 2年間これを使用した。

R 昭和38年の暮～ 39年にかけて、彼は、今度は＇’ビニール苗床 II ではな

しに、それをこわして、 30坪のビニール。＾ウスを木材で枠組を作つて建

設した。ここでトマト、なすの”苗づくり II をするためである。このときも

とくに参考にしたメデイアはなかつた。”自己流II で彼は工夫した。しかし

この 38年の 12月には同時に市の指導で鉄筋 50坪の＾ウスを本格的に建

設した。彼ほいよいよ本格的にハウス経営にふみ切ることになるわけだが、

この規格はすでに定められており、このとき彼の創意工夫は何も加えられな

かつたo 昭和 38年の、彼の経営のあらましほ表4-5の如くだが、この年

2 0万円の農業所得を彼の家てはあげている。農産粗収入のウニイトがあきら
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表 4-5 ⑨の経営のあらまし （昭和 38年）

（家族構成）

父

母

長男（本人）

三男

他出家族員

（経営土地面稜）

畑

山林

宅地

計

（飼養家畜）

〇肉豚

0 にわとり
〇馬

（その他）

次男

長女

次女

三女

馬屋 1棟 6坪

動力用作業機・スミスト 1 

（収・支）

農業租収入

畜産粗収入

麟粗収入

農業経営費（畜産）

（農産）

（その他）

小計

農業所得

農外所得

農家所得

6 2オ 療養中

5 3オ農業

2 3オ”

1 6オ

2 9オ

2 6オ

2 0オ

中学 1年在学中

白老の次女のとこるでダンプ運転手伝

札読で床屋（夫婦とも）

白老で夫ほダンプで運送業、本人は呉服屋勤務

札幌の長女の嫁ぎ先床屋に勤める

1 3町（うち草地 7町）

1 1町

7畝

2 4町 7畝

1頭

8 0羽

1頭

228,500円

153,000円

381,500円

6 □, 0 0 0円
100,000円

20,000円

180,000円

201,500円

60,000円

2 61, 5 0 0円

注 農業・畜産粗収入の中にほ経営仕向分は含まれていない。
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かに高いわけだが、その内わけをみ

ると、葉菜類、果菜類、根菜類など

の読菜と小豆が大きなウニイトをし

めていることがわかる。暮に建設し

た’'ハウス II の実績ほまだあらわれ

ていないが、疏菜経営への志向性は

表4-6 農業粗収入の内訳

小 豆 80,000円 3 5.0 o/o 

馬鈴薯 4 3,5 DD 1 9. 0 

とうきび 1 5, 0 0 0 6.6 

葉菜類 20,000 8.8 

果菜類 3 0,0 0 0 1 3.1 

根菜類 4 0, 0 0 0 1 7. 5 

すでにあきらかである。 計 228,500 1 0 □% 

3 礫耕栽培導入の社会的諸要因と導入過程における学習形態

ところで、この段階では、まだR氏にとつて、ビニール・ハウス経営そのも

のも本格化していないわけだし、ましてや礫耕栽培のイメージはわいていない。

しかし、とにかく、自主的にではあれ、荒菜経営を行なおうという強い志向性

を、彼はこれまでの股業生産の経験をとおして、有して•いたことほ、上述の記

述であきらかであろう。

① ところで、この苫小牧農村地城に礫耕栽培を定着化させようという発想は、

まずこの®氏ではなしに、市の営農指導機関において•発生する。礫耕栽培

を地域に定着化させようという動機は、農業改良普及所長の語るところによ

ると次の如きものである。いうまでもなく、この苫小牧地城ほ火山灰土にお

おわれた地城である故、礫土は幽富にある。地力がないというその条件を逆

手に利用して、地力をこやすという過程を抜きにした”礫土でもできる農業

経営’'という発想がまず第一にその基底として存在した。そして、それに将

来、苫小牧の工業化が進展し、都市人口が増大するにつれ、どうしても酪農

経営は行詰るであろう。そうして、トマト、きゆうりなどの荒菜類に対する

需要は増大するという予測が対応した。ところで、こうした礫耕栽培への

イメージは、静岡県でかかる栽培を実用化しているという情報によって、刺

激され、もたらされたものであった。

＠ けれども、営農指導機関それ自身、この段階では、まだ、実際問題として、

「礫耕栽培といつた場合、一体施設をどうするのか。どんな栽培知識・技術

がそこでは必要なのか。作付はどういう体系で立てたらよいのか。」かかる

点について、具体的な知識があつたわけでほない。第一、実物をみたことも

ない。

市の営農指導機関は、まず、実際にこの苫小牧地城でこの礫耕栽培が成立

しうるものなのかどうか、かかる実験を行なう農家を選定する必要があった。
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そしてその対象として前述のR氏が選ばれた。しかしながらさらにその上で

彼らは実際に、礫耕栽培に関する具体的知識・技術を修得する必要があった。

そこでまず第一に、昭和 39年 1月こうした実験を行なつている道南の大

野の農業試験所に行った。そうして、つづいて、同月、市農業改良普及所長

とR氏の 2人が 2週間、静岡県富士市の礫耕栽培牒家に実習に入ることにな

るo市営農指溝機関とその指尊を受ける被指導者の同時学習という形態がこ

こでの特徴となる。これに対して市では、 75,0 DD円の研修費全額を補助し

た。

こうして、苫小牧股村地城へ礫耕栽培を定着させる努力は、まず39年 1

月段階において、スクートするわけであるが、⑨氏自身が語るように、この

とき彼らは、礫耕栽培に関する予備知識を十分もちあわせて実習に入ったわ

けではなかつた。したがつて、 「みてびつくりしてきた。むこうでは 1戸で

2 DD坪ぐらいもち規模が大きい。 どこを勉強してよいのか、そこがのみこ

めなかつた。」という結果を生んだ。しかし少なくともこの段階で、彼らほ

礫耕栽培に関するアウトラインを握んだことは疑えぬ事実である。これが第

一段階である。けれどもこの段階で、ただちに、礫耕栽培がスク＿卜したわ

けではないo昭和 39年 8月にほ、再度、大野の農業試験所を訪れている。

また市の営股指導機関ほ、道内で、かかる試みをしている地域のリストを作

る。そして、大野の農業試験所のしまか、道南の松前町と鹿部村、また伊達町

の農高、栗山の農高、さらに道北の網走市で、すでにかかる試みがなされて

いることを知る。これらの道内の礫耕栽培者は、現在相互に技術交換をする

というような機会をもつていないが、彼らほ、第 2段階として、ハウスの建

設および「この苫小牧市のR氏の礫土の性質を科学的に分析してもらい」栽

培技術についての指導をうるために、 8月に大野の農業試験所を訪れ、その

帰途、鹿部村の礫耕栽培を視察、そこでのスクートしてからの 1年間の経験

を聞いてきている。

4 礫耕栽培実験の社会過程と学習

こうした段階をへて、昭和 39年の 8月、市産業課ほ坪2万円の費用で、40

坪の石炭暖房設備の完備した礫耕＾ウスをR氏宅に建設、⑨氏宅入口には、

（そこは、本道から荒涼とした丘陵と沢をつたつて、しまるかに奥に入った原野

の中にあるが、その丘陵と丘陵のあいだにはさまれた地点に）「苫小牧市、礫

耕栽培試験所」の標識が立てられる。ところで、この段階ではまだ⑨氏自身の
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独自の工夫ないし創意は、礫耕栽培に関して何も加えられていない。ハウス建

設にしても、具体的な栽培方法にしても、市農業改良普及所長の指示にしたが

つて、さだめられたフォームをもつて彼は、労働に従事しただけだ。そうして、

市自体ほ、大野の農業試験所の指導をあおぐという関係がここには存在．してい

た。市では 1D月末に大野農業試験所から、専門技術員を招き、礫耕栽培によ

るトマトの生育状況の点検を行なつてもらつている。 「うねはば、花のつき具

合、管理状況」等々についてである。このとき、市および⑨氏はトマトの伸び

すぎを指摘されている。花がついても正常にいくのではなく、鬼花が多いこと。

これは温度管理に問題があること等を指摘されている。

ところで、かように具体的に栽培が開始され、日々それを管理する過程の中

で、R氏にとつての本当の学習がほじまつているということをわれわれは知ら

なければならない。 「指示どおりやつても、教科書どおりに問題がとけない。」

という問題がここで発生する。R氏にとつてのほじめての礫耕栽培ほ 8月4日、

魚箱3ケに 4DD粒のトマト播種から関始され、 1月28日のトマトの最後の

収穫で終つている。そしてつづいて、彼は、第2回目を（トマト） 1月3D日

に播種、 3月24日に移植、 6月15日の初曲荷、 8月28日の最終収穫とい

う形で行なってきているが、こうした第 1回～第2回、つまり 1年間の礫耕栽

培をとおして、R氏自身は、どのような問題に直面したのか、次にこれをみて

みよう。

① まず彼は、温度調整の問題に直面する。とくに冬期間、異常低温で室外の

温度が一 15度というとき、室内で 13~1 5 ℃の温度を保つということに

努力をした。これには暖房設備が試作品であり、その調子が良くなかつたと

いうこともあるが、あまり、温度が高すぎてはならぬし、また低すぎてはな

らぬ。彼ほとくに夜中の温度の低下に注意しなければならなかつた。彼ほ冬

の4カ月間、礫耕＾ウスの中で服を着たまょ”ねとまり’'をした。寒くなる

と、本人が目を覚ますからだ。そこでまた、炭をくべた。そして、朝の 9時

に母と交替した。彼ほ、いわばトマトと生活を共にすることで、トマトの生

育可能な条件を確保するという手段をとつたわけだ。しかし、のちに述べる

ように、この室外の温度がいちじるしく低いときの、トマト栽培は、結果と

して、生産最の低下をもたらすと同時に予想以上に暖房費をくう。つまり経

費がかかりすぎて、採算上問題があるということを実証した。

③ これだけではない。教科書どおりに化学肥料を配合しているにもかかわら
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ず、彼は、要索欠乏による、病気の発生を体験することになる。ここでは、

昭和 37年の 11月段階で沃索欠乏が発生しているが、彼にはそのときその

原因がつかめなかつた。道の試験所（札幌）に行って指示をあおぎ、対策を

ほどこしたが、それも効果しまなかつた。昭和 40年 6月にほトマトの葉がち

ぢれだした。マンガン欠乏である。このときも対策ほ手おくれとなつた。こ

の結果、普通＾ウスからみて、収穫も半作となつた。⑨氏は、本来ならば、

沃素欠乏にしても、マンガン欠乏にしても、その初期にわからなければなら

ないものだと思つている。試験所では、沃索欠乏のとき、マンガン欠乏のと

き、それぞれについてほその症状をはつきりつかんでいる。しかし⑨氏の場

合、それが復合した形であらわれている。彼には原因がつかめなかつた。し

かし正直なところ、彼は定められた形で各要素を配分しているので欠乏が出

るとほ思つていなかつたのだ。彼はいまこの肥料の配合関係の知識・技術を

もつとも学びたいと思つている。こういう肥料を使ったら、こうなるという

ことと、化学肥料の配合の問題だ。それは何か特別のものを多く使うと他の

ものが効かなくなるということを彼はさまざまな試みの中で体験したからだ。

しかしまたこの欠乏症ほ、室内の温度との関係もあるのではないかとも考え

ている。養分はあるが冬分は根がは戸ないから吸えないのではないか。と考

えるわけだ。かような点ほ⑨氏自身にとつてまだ解決された問題でしまない。

今後の課題として残された問題である。

5 礫耕栽培の経営的位置づけ

ところで、この礫耕栽培によつて、農業所得は一体どれほどあがつたのだろ

うか。昭和39年 8月から 40年 1月までの結果は表4-7にしめした如くだ

が、トマトの販売金額計 69,360円に対して、支出ほ＾ウス建設などの設備投

資の原価供却分を別にして 54,932かかつている。したがつて、差引 14,427 

円の所得が上つているということになる。しかし設備の原価恨却分を含んで考

えた場合、当然これは赤字ということにならざるを得ない。表4- 7のように

支出の中でほ粉炭代（暖房費）が 61. 9％と、きわめて高いウニイトを占めて

いる。

とこるで、この期間、R氏が礫耕栽培にかけた労働時間は、前述の＾ウス内

への寝とまり、という時間を除いて、薗接労働時間だけで、 232時間である

から、原価供却分を別にして 1時間あたりの所得を出すと、それは 62円にな

る。休みをとらずにぶつつづけ「日 8時間労働としてみても、それは 496円
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表 4-7 収 支 計 算 (S39.8,..._,40.1) 

収 入

種 別 数 ュ旱 単 価 金 額 I 備 考
卜 マ 卜 3 4 6.8 kg 200円 69,360円

計 69,360 

支 出

種 別 数 皿旱 単 価 金 額 備 考

種 子 7哨 245円 0.4 

農 薬
マンネフダイセン 4 5 D fl 800 1. 5 
トマトトーン 1ケ

肥 料 3,207 5.8 

粉 炭 7 t 3 4,0 DD 61.9 

電 気 代 1,1 1 2Kw. 1 5 1 6,680 3 0.4 

計 1 54,932 100 o/o 

差引益 1 4, 4 2 7円

表 4-8 支出内訳 Cs 3 9. s,..,., 4 o. 1) 

種 類 名 称 使用最 金 額 計

種 子 種 子 7哨 245円 245円

農 薬 マンネプダイセン 4 5 o g 700 

卜 マ 卜 卜 ーン 1ケ 1 DD 800 

肥 料 硝 酸 加 里 晶29― 3 8 0 

硫 酪 苦 土 3.0 5 0 94 

硝 安 4.8 6 0 1 2 3 

過 石 6.7 2 6 1 0 7 

流 加 1. 0 1 5 2 6 

苔｛
徴 量： 要 素 0.1 7 5 1 7 5 

硝 酸 加 理 8,1 0 0 l 2,5 0 0 硝 酸 石 灰 9. 5 0 0 

ト、ートノ
硝 酸 苦 土 5.0 0 0 

燐酸ア ンモ ン 1.550・ 3,207 

石 灰 粉 炭 1 t 4,250 ． 
II 5” 23,750 

II 1 I/ 6,0 DD 34,000 

電 気 代 電 気 料 1 0月 4 5Kl[ 675 

II 1 1月 1DO 11 1, 5 0 0 

II 1 2月 35 2 II 5,280 

II 1月 61 5 II 9,225 1 6,6 8 D 
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これはあきらかに採算にあう数字ではない。

諸経費のうち、石炭代 34, DD D円と肥料代 3,2DD円は市が負担しているので、

R氏自身の支出は 14, 7 3 2円である。また売上げしますべてR氏のものになって

いるので、⑨氏自身は 54,6 2 8円の所得をあげている。つまり現実には、実働

にしかならない。 しかしこれらの

1時間あたり 235円となる。 したがつてR氏自身の労働に対する代伯は、市

当局によつてある程度補伯されていると考えてよい。

かような栽培結果にもとずいて（昭和 39.8,..._,40.1さて、

機関は、

）、市営股指導

この苫小牧市における礫耕栽培を次のように総括しこ。

①

③

 

育苗時期が盛夏期であったので軟弱徒長の傾向になった。

育苗数を 400本としたが、強健苗の選定に困難を来たしたので、育苗に

当つては、必要数の 2倍を養成しなければならない。

表 4-9 礫耕栽培の概要 (39.8,.._,40.1) 

播

芽

芽

上

発

発

鉢

定

種

始

揃

げ

植

農薬撒布

加温

給水

花房の生育

8月 4日 魚箱3ケ 4 D D粒播種

品種名福寿 2号砂土に播種

8月 8日

8月12日

8月22日 3 5 D株本葉抽出期

9月 6日 2 2 5株本葉 4~5葉時

9月1D日 7 5株本葉 5~5. 5葉時

播種～収穫絡り直It(1 1回マンネプダイ七ンを撒布

9月26日から収穫終りまで粉炭使用 (1日4Dk~6Dk)温湯加温する

9月1g ~ 1 D月20日 1日3回給水 1 D月 21日より 1日2回給水

草 丈

第 1花房開花 9月20日

第 2 ・II 1 Q月 8日

第3 II 1 Q月18日

第4 II 1 0月 28日

第5 II 1 1月 9日

8月27日本葉 3~4葉

9月22日・ 2 9 cm. 

1 0月 7日

1 0月 18日

1 0月22日

1 0月25日

培養液調整

8月22日

9月 6日

トマトトーン処理

II 

‘’ 
II 

II 

1 0月 4日

1 0月13日

1 0月24日

1 1月 5日

1 1月27日

7 9cm 

1 D 5 cm 

1 2 0cm. 

1 2 5虚

大塚セット

’’ 
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9月 18日 II 

1 0月10日 II 

1 1月 5日 II 

1 1月 13日 I/ 

1 1月23日 II 

1 2月 3日興津式使用

果実着色始 1 2月 1日

1 2月 8日第1回出荷

1 2月 8日 4 kg 

II 1 0日 5. 4 II 

II 1 2日 1 3. 9 II 

‘’ 1 3日 7 II 

II 1 4日 1 9 II 

II 1 5日 4 II 

II 1 6日 2 1. 8 " 

II 1 8日 2 0 

II 1 9日 5 

II 2 0日 6 

II 2 1日 3 

II 2 2日 1 0 

II 2 3日 1 0 

I/ 2 4日 1 5 

③ 着果までの生育進度ほ、

土耕栽培に比較して非常に

早いので、換気を十分に行

ない強健苗とする必要があ

る。

④ 火山礫を培地としたが、

吸温性が強いので、培養液

の消耗が多いようだ。

⑥ 抑制栽培ほ気温低下にむ

かつて生育結実をさせるた

め加温についてほ、とくに

重要な要素である。加温は

粉炭を用い、温水巡回の方

法で 9月26日から 1月下

旬まで行なつた。加温装置

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

1 2月26日 2 0 kg 1月25日 7 kg 

II 2 8日 1 9 II 11 2 8日 7 II 

II 3 1日 1 D II 

1月 1日 1 0 II 合 計 346.8kg 

II 3日 2 I/ 

II 5日 2. 5” 

I/ 6日 2 II 

II 8日 1 0 II 

II 1 D日 1 8. 2 II 

II 1 8日 2 7 II 

11 1 9日 1 8 II 

II 2 0日 2 0 II 

II 2 1日 2 0 ん9

II 2 3日 1 0 II 

表 4-1 D 労働時間調

種 別
目数 労働時間
（回数）＇ 分 時

播 稲 1 60 1 

定 植 2 9 0 0 1 5 

鉢 上 げ 2 660 1 1 

鉢 移 動 2 90 1.5 

液 補 給 3 3 D 0.5 

礫燐酸処理 2 120 2 

鉢 金 張 り 2 6 60 1 1 

換気トンネル掛 64 2,560 4 2.7 

農 薬散 布 1 1 485 8.1 

芽 か き 2 1 8 5 3.1 

トマトトーン処理 5 320 5.3 

トマト支柱作業 5 1 8 0 3 

液 調 整 8 250 4.2 

暖房作 業 95 4,270 7 1. 2 

収 穫 21 1. 3 2 0 22 

ホーサン散布 1 40 0.7 

マルチング 1 -3 0 0 5 

下葉 取 り 2 240 4 

跡 片 付 け 1 1,260 21 

音 2 2 8 13,930 2 32.3 
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表 4-1 1 礫耕ハウス内の温度と室外温度の比較

＼ 
室外， 室 内

培拠
トンネ）レ内 室内，

最高，＇ 最低 10時 最高 最低 1 D時 最高 最低 1 0時 温度

9月上［ 2 9.9 1 3.8 2 6.5 

II 中 1 9. 1 2 9. 3 1 0.0 2 7. 5 2 2.4 2 9. 0 1 3.1 25.9 5 5.0 

II 下 2 0.4 4.3 1 7. 3 2 9. 0 9. 5 2 4.1 1 9. 6 2 8.1 1 3.0 2 4.6 5 9.4 

II 乎均 20.4 4.3 1 8.2 2 9.4 1 1. 1 1 8.Q 2 1. 0 2 8.5 1 3.0 2 5.2 5 7. 2 

1 0月上 1 9，2 3.5 1 5.7 2 8.8 1 0.8 2 4,9 1 8.0 6 6.3 

II 中 1 7. 8 1.6 1 4.8 2 8.8 8.4 2 4.5 1 7.1 7 4.5 

II 下 11.6 -2.4 1 1.0 2 8.1 8.6 2 4.2 1 6. 6 6 9. 1 

I/ 平均 1 6.2 0.9 1 3.8 28.6 9.2 2 4.5 1 7. 2 6 9. 9 

1 1月上 1 0.3 -2.5 8.4 2 8.7 8.3 2 3.0 1 6.4 7 8.6 

II 中 8.9 -1. 3 5.5 2 7. 7 9. 6 1 9.1 1 7. 6 8 8.0 

II 下 7. 4 -5.1 4.0 2 4.8 9. 8 20.2 1 8.0 8 8.0 

II 平均 8.9 -2.9 5.9 2 7. 1 9. 2 2 0.8 1 7. 3 8 4.9 

1 2月上 3.2 -7. 6 1.4 2 5.8 7. 6 1 9. 5 1 5.1 8 7. 8 

” 中 1. 7 -9. 9 -0.4 2 6.7 6.1 1 9. 2 1 6.5 8 9. 0 

I/ 下 3.5 -9.1 2.5 2 5.0 8.0 1 8.3 1 5.2 8 8.6 

99 平均 2.8 -8. 8 -1.1 2 5.8 7. 2 1 9. D 1 5.6 8 8.4 

1月上 2.2 ー12.7 1. o 2 3.7 5.3 1 5.4 1 3.7 8 8.2 

中 2.5 -7. 7 0.4 2 7. o 9. 0 2 0.6 1 5.3 8 9.3 

下 1. 1 ー15.3 -2.4 3 0.1 4.9 2 1. 7 1 5.9 8 9. 6 

平均 1. 9 ー11. 9 -0.4 2 6.9 6.4 1 9. 2 1 4.9 8 9.0 

全平均

ほ外気より 15~2 0度室温を上昇保持するように設計していたが、 11月

下旬から 12月に至り、例年より気温の低下が著しく、室内最低必要気温で

ある 13 ~1 5 ℃を維持できず、 10℃以下の日数を多くみるようになり、

果実の生育過程で低温による隙害が起つた。

⑥ したがつて、当初予想した 1株当 2~3kgの生産最を下廻り、 1株 1.2 K9 

に終つた。

異常な気温低下と加温装置についてほ十分検討を要する。

⑦ また室内保温のため 2重～ 3重のビニール張りをしたが、これは日光の透

通を害する結果となり、果実の生育に影響を与えた。

⑥ 冬期間、換気不能のた砂室内温度は高まり作物を軟弱にした。

⑨ 今後栽培と作付体系において考えられることは次のごときものがある。

（イ）小規模な育苗室を別棟として設置し作付の回転度を高めること。

（口）加温装置を完備し、異常気温低下にそなえる必要がある。又は、最寒
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期 (12月～ 1月）の作付を中止する。

ĉ）作付期を検討し、最寒期に結実させないような体系とする。
（二）電気料が経費に占める割合が多い。これは農村全般に言えることである

が、農村の電化は利用組合形態のため 1郎の単位が 15円となる。（社線

地帯は 1D円以下）、今後、農村近代化のため電気利用度が高くなるが、

この点検討を要する。

6 礫耕栽培の地城定着化への展望と学習の役割

(1) ところで、以下の総括は昭和 39年 8月～昭和 4D年 1月までの実験結果

であるが、その後昭和 4D年 1月以降の実験結果をふまえて昭和 4D年現在、

市当局ほ礫耕栽培について、次のような捉え方をしている。そうして、この

苫小牧地城にみあった礫耕経営をよりするどく模索している。

① 礫土の場合、普羅土より、とにかく生育が早い。水を何時もまわしてい

るので、湿度が高いせいかも知れないが、この点その原因が十分つかめて

いない。とにかく換気を十分行なうことがその対策だ。

③ 要索欠乏が出たが、本来培養液を 1週間おきに分析しなければならない。

この分析装置がここでは十分でない。府県では 2D,.._, 3 D万円かけて、蒸

水装置、 PH測定器、またカルシウム、マグネシウムの測定などみな別々

にできるようになつている。ここでは簡単な色で分析する装置 (8,DD D円）

しかない。したがつて、分析妬ついての器具の完備と分析機械の完備、そ

の技術を研究する必要がある。これがハッキリすれば施肥の技術もしまつき

りする。経験をつめしまこれは克服できる。

③ しかし、気候条件の克服はより困難だ。室内の気温が室外より 2D℃あ

がる装置をつけたが、室外が一 2D℃になると、中のものは育たないし、

石炭代がかさみすぎる。冬を休むような形での作付を考えなければならな

い。そして、冬休むならば、礫耕＾ウスの建設費も、もつと安くつく、つ

まり坪2万円かかる現在のハウスではなく、ある程度の暖房設備をつけて

も、坪4,DD D円程度でできる”簡易礫耕＾ウス，，でよいことになる。す

でにあきらかにしたような採算われを、一方でハウス建設費を軽減するこ

とによつてカバーしようという発想である。

④ この簡易礫耕は、すでに静岡県、また千葉県などで試みられているもの

であるが、以下のような総括にもとづいて、この苫小牧市では、昭和 4D 

年 8月R氏宅に、すでに建設した“礫耕＾ウス，＇の横に早速、この“簡易
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礫耕ハウス II を建設、現在実験にとりかかつている。

(2) とこるで、この礫耕栽培についてほ、苫小牧市市城農家の中にも、関心を

寄せるものがあり、昭和40年現在経営希望者も 5~6人あらわれているが、

市当局は、まだ”結論 II がでていないとして普及にふみ切つていない。それ

ほすでにみたように礫耕栽培自体まだあきらかに実験段階にあるからだ。市

当局では、トマトで 1株 2.o,..._, 2. 5 Kr;の収穫があげられるようになつたら普

及にふみ切つても良いと考えている。R氏宅の実験では 1回目 1.3kg、 2回

目1.6kgの段階である。本州先進府県ではすでに 1株 3.O Kr;の収穫をあげて

いる。そして市でほうまくいけば”簡易礫耕＾ウス II の方がより多くの普及

性をもつているものとみている。しかしいずれにせよこの礫耕栽培自体、現

状でほ定着化のための実験段階にあるということができよう。

(3) ところで、こうした礫耕栽培と、またヒ｀ニール・＾ウス栽培によつて都市

近郊、読菜経営にふみ切った⑨氏は、このことを契機として、読菜栽培に関

する情報のネットワークを急速に拡大している。すなわち、彼は昭和 38年

1 2月のヒベニール・ハウス建設、また 39年 8月の礫耕＾ウス建設、ともに

市の指導によつて、とりわけ市農業改良普及所長からの情報に従つてそれを

行なったわけだ。つまり、所長の個人的指導がこの段階での彼の主要なる情

報源であったといえる。ところで、ビニール・ハウス経営を行なうとともに、

彼は市荒菜研究会の会員として他の仲間とともに、仲間との情報交換以外に、

各地の都市近郊読菜経営の視察旅行の機会をもつようになった。また礫耕栽

培という実践が、さらにこうした機会を多く設定した。

昭和38年→39年にかけて、彼が見聞をひろめた視察旅行は、静岡、大

野、鹿部、旭川（構改のビニール。ハウス）、岩見沢（トマト栽培）、千歳

（トマト、スイカ、あじうり、きゆうり栽培）、札幌（トマト、きゆうり、

スイカ、メロン栽培）に達している。また 39年→ 40年 10月にかけてほ、

美唄市、および札幌市への視察旅行を行なっている。 40年 3月の美唄のビ

ニール・ハウス経営の視察は、市の農業推進委員として、その研修視察に参

加したものだが、ここで彼ほとくに「トンネルのかけ方」 「土の作り方」な

どを学んでいる。彼はこの視察によって、 「竹を使ったトンネル」を学ぶ。

昭和 41年からこの方式を自分の経営にとり入れるつもりでいる。また

「＾ウスに使う土は 1年前から外に稼んで稲わら、堆肥などを加え、 1年間

十分にくさらせてから、それを用いる」ことなど、 「土の作り方」も学んで
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いる。また、昭和4 D年 9月の札幌の農業センクー視察は普及所長と 2人で

”きゆうり，，栽培の視察に行ったものだ。

ところで、ここで重要なことほ、こうした視察旅行という形をとおしての

情報通路の拡大は、一方で、活字メデイアヘの接触度合を、また、きわめて

増大させているという事実だ。

彼は「本を読むことが一番勉強になる。」と語っているが、果菜類、葉菜

類の栽培に関する専門書を個人で購入するほか、普及所からも借り出してい

る。また、昭和 39年から「股耕と園芸」 「農家の友」の購読もはじめた。

礫耕栽培に関する彼の参考書は、農耕と園芸編「礫耕の技術と経営」（昭和

3 9年 6月改訂2版）である。けれども、彼の関心ほ正直にいつて、いま

「栽培に関する段階」に止まつている。そして、新聞では野菜の札幌相場に

関心をもっというが、販売に関する問題、農産物価格形成に関する問題にほ、

まだそれほど深い研究心はない b農政に関しても、とくに深い関心を示し

ていない。

(4) 彼は、今後とも、農業経営を続けていく考えでいる。昭和 40年には、固

定式ヒ玉ール・ハウス (50坪、 2棟）、移動式ヒ｀ニール・＾ウス (50坪

1棟、 70坪 1棟）ほかに、礫耕＾ウスと簡易礫耕ハウスをもつている．こ

れ．らビニール。＾ウスと礫耕のほか、露地栽培にも力を入れる考えでいる。

彼は、あきらかに自信をもちはじめてきた。昭和 37年頃ほレクス・カリフ

ラワーなどの洋菜を栽培・出荷しても、商人自身が値段をつけられなかつた

が、昭和 40年段階ではそうしたこともなく放つてきた。もつとも蕗地の場

合、労働力からいつて 1町ほどの経営で、あとの耕地は遊ばせておく考えだ。

しかしいずれにせよ、彼は 2~3年後の年間農業所得目標を 10 0万円にお

いている。しかし現在、彼は、この柏原開拓部落では同一経営形態をもつた

ものがいないので、部落段階では、日常的な話し相手はいない、というのが

現状である。

＊
 

米 ＊ 
さてかようにみてくると、この礫耕栽語の場合、それが部落自身のもつ共通の

要求から生まれたというより、営農指導機関そのものが、将来発生するであるう

要求をいわしま先どりする形で、かかる営農様式を、移植、指導しているという点

があきらかとなる。そうして、そこにほ将来の都市人口増に対応した地力のない

火山灰地での農業経営という発想が貫かれているわけだが、そうした発想を現実
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化した経営様式自体は、地城社会の中で生まれたものではなく、いわば、現代社

会が開発した農業技術水準に支えられて、他地城からの移植によってなされてい

るということ。また、この際、 「農業試験所」の果す役割がきわめて大きいこと。

そこで開発された技術が少放くとも当初の段階においてほ、地城社会の中へ伝播

するという形態をとつているということ。けれども、問題はそれから後の段階で、

地城の農民の具体的な実践の中での、諸結果をとおして、ほじめて、それは、現

実的にその地城にみあった栽培様式そしてまた経営として、定着するものである

ということ。この苫小牧市の場合、かかる点を市営農指導機関そのものが、リー

ダーシップをとつて、 「礫耕栽培」から丁簡易礫耕栽培」へと、定着化への努力

をなしている点が、その大きな特徴となるのである。

そして、また、かかる実験を自らの実践として行なった股民自体、いわしま市営

農指導機関によって育成されるその過程の中で、あきらかに彼自身の情報通路を

拡大、受け身の形から、より主体性をもつた股民へと、成長している点が看取さ

れるのである。しかし、彼の農民としての主体性は、まだ「栽培レベル」での知

識関心に止まつている段階であるという事実に端的に示されるように、その栽培

様式そのものが、まだかならずしも定着したものとしまなつていないのが現状であ

る。そうして、さらに、この「礫耕栽培」と「ビニール・＾ウス栽培」を含めて、

都市近郊農民が出荷組合を組織するという段階には、まだ到達していないという

事実、やがてそうした段階に達するであろうその長い道のりを、ようやく展望で

きる出発点に、この苫小牧農村の園芸農業は現地点では立つている。その意味で、

股民それ自身が今後さらに、大きく成長する可能性をもつているということほ認

めなければならぬ。
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終章 農村社会の変容と

農民教育に関する若干の問題

以上われわれは第 1章～第4章にかけて具体的に苫小牧市城農村社会の変容過程、

また、そこで具体的に展開されている地城農政の特徴と農村社会再組織化の方向、

さらに都市化による糸井開拓農村社会の分解形態の特徽、その中で都市近郊園芸農

業が生まれる過程、そして、この苫小牧地城にはじめてハウス経営を導入、また礫

耕栽培を定着しつつある農家における学習形態の特徴をかなりインテンスイブにみ

てきた。いまここにそのすべてを要約する必要はないであろう。

こょでは、われわれがすでに序論で示した仮説にそつた観点から以上の苫小牧に

おける事例分析にそくして一般論として若干の問題点を指摘するにとどめよう。

第一にわれわれが確認しなければならぬことは、今日いうとこるの所謂農民教育

とは、旧来の部落秩序が資本主義的に解体せられ、旧来の部落の中堅層がその両極

分解の中で、所謂中堅層としての機能を果すことができなくなり、一段と上昇した

自立限界線での適応が可能であるあらたに形成されつつある上層を中心として農村

社会再編を計らざるを得なくなったその段階において、かかる農村社会再編の不可

欠の同伴者としてあらわれているという事実であろう。そしてこの場合、あらたに

形成されつつある上眉志向農家とは、一般的にはその現実に所有せる股業生産基盤

において、また農業生産に対する知識、また態度において、次の如き特性をもたざ

るを得ないものとして与えられている。すなわち前者においてほ、その生産基盤の

弱さから一段二段の飛躍のためには（これはまさに体制的にか上る形で形成された

ものであるが）どうしても国家からの財政投融資をテコとせざるを得ないものとし

て、その意味では農基法農政の選択的育成にのらざるを得ない特性を一方において

はもつものとして。そして後者においては、あらたに飛躍した生産形態における生

産知識・技術をいまだもたざるものとして、そして農業生産そのものをひとつの企

業経営として把握するという視点を十分に自己のものとしていなぃ屑として、彼ら

はいわしま農業生産その油のを「家」を単位とした生業としてうけとり、旧来の部落

秩序を媒介として、いわば自主的に農業生産技術・知識を自らのものとしていたか

上る社会的特性をもつものとして把握することができる。

か上る状況の中で部落秩序そのものが資本主義的に分解せられるわけだから（つ

まりか上る意味での中堅屑そのものが資本主義的に分解せられ）農村社会そのもの

上、資沐主義的再編が急務となるわけだから、こうした場合、股民自身の発想では
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なしに独占資本の意志によつてかよる志向がもたらされる場合とりわけ、か上る意

味での農村社会再編のためには「農民教育」が不可欠の同伴者として重視されざる

を得ない。

そうして、か上る意味での股民教育はわれわれが序論で述べた仮説にしたがうな

らば、第1の関心領城、また第2の槻心領城を含めて、つまり直接的な農業生産技

術・知識での大きな技術進歩に伴う教育として、また股業生産そのものをひとつ

の資本主義的企業と考え、生産のための諸単位の合理的利用という観点から生産諸

要素を結合するという鍋点を強調するものとして従来の股業生産には伴わなかつ

たところの、その意味で近代的な観点を付与する教育として、上述の「農民教育」

ほ展開せられる。そして第 3の関心領城に関しては、いわば農業生産を資本主義的

論理の中で位置づけて捉えるという第2の領城の保有せる論理の拡大したものとし

て、資本主義的な現体制そのものが内在する諸矛盾を合理化するものとしていわゞ

第 2の関心領城の直接的な投影。その拡大として第 3領城を理解するという図式が

一般的には与えられる。

苫小牧市城農村においてほ、か上る意味での教育主体者として、股基法農政の地

城への展開として組織せられた「営股改善推進機構」が大きな役割を果しているこ

(1) 
と、すでに分析したところである。

さて、第 2ire.こ上でわれわれが指摘しなければならぬことほ本稿において分析し

た限りにおいてもそうしたいわば体制的な構造変化、またその変化した構造を支え

るための機能としての政策変化の中で、いわばそれをうけて立つ形で現実に展開さ

れている専業志向農民（こ上においてほ都市近郊園芸農業志向殿民）の具体的な学

習過程におけるその特徴である。

彼らの体制的に枠組を用意された中での、その学習活動の展開過程をみるとその

特徴として次の諸点が指摘できる。

（イ） この段階においては、農民の学習形態ほその第1の領城に関してみても、旧来

のように（たとえば糸井開拓の戦前段階、戦後のように）自生的にそれを修得す

るというのではなく、あきらかに国、または道の股事試験所の研究成果を媒介と

して（多くは第 1段階としては直接的な視察をとおして）それがなされていると

いうこと、その意味で彼らの農業生産過程における実践は、より科学的になり、

また無知なるがための失敗、ムダがより少なくなっているということ。しかしこ

のことほ、国、道の股事試験所の果たす役割がいよいよ従前にもまして重要な意

味をもつてきていることを物語る。
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そしてまた、こ.¥..では従前のようしC、試験所の研究結果が、政策として地城営

牒指導機関の指導内容とせられ、か上る媒介項をへて、それがさらに部落に下り、

そして個々の股民に達するという形態でほなく、個々の農民が直接に試験所と結

ぴつくという傾向があらわれているということ。つまりこの意味でも所謂従前の

日本農村社会がもつていた重層的構造とは、あきらかに異なるいわば開いた社

会としての直接民主々義の形態がこ.¥..には生まれつ上あるという点が指摘できる。・

（口） ところで、こうした過程はまた、農民層がそれぞれの地城での実践の結果、現

実に定着させた経営成果の、農民層相互間の大巾な相互交流という過程を同時に

伴つて進展しているものである。しかもこの交流する範囲は従前のようにいわ

ゆる限られた範囲ではなく、より広範囲にわたつてなされているという点を次に指

摘しなければならない。そして例えその端緒は地城営農指溝機関によってもたら

されたとしまいえ、力心る行動機会が与えられるや否やその枠組をこえて、いわば

個々の農民の自主的な活動として、か.¥..る交流が展開されているという点に注目

しなければならない。そうして、か.¥..る点を媒介として、股民自身がさらに多様な

Mass media を利用して、す上んだ経験、あるいは研究成果をキャッチする

ネットワークをそれ自身用意している点にわれわれは注目しなければならない。

い しかしそれだけではない。第 4章でわれわれがみた如く、現実的にひとつのあ

らたな経営形態を自己のものとして地域に定着させるためには、そこに個々の農

民それ自身のたゆまぬ創意の発揮がなされている。そうしてか上る意味での実践

過程をへて、現実的にひとつのあらたなる経営形態が地城に定着するという点を

われわれは無視してはならない。もちるん、そこには試行錯誤による大いなる無

駄もある。しかしながら、現実的に考えた場合、たとえば股事試験所において、

ひとつの開発をなした場合であっても、とりわけ農産物それ自身の栽培過程にあ・

つては、それはひとつの「原理」であって、気候、地質、地勢の異なる地城へそ

の原理を定着させるためには、いわば応用課題をとくという過程がさらに上租み

されなければならない。そこには地城定着のための試行錯誤の過程ほ当然存在す

るといわなければならない。

ヵ→~る観点からみるならば、こうしたそれぞれの地域段階での応用課題をとく

もの＿こそ、地城営農指導機関の役割であるといわなければならない。しかしなが

ら、本稿第4章の礫耕栽培でみた如く、かよる点ばあきらかに立遅れている。け

れどもこうした苫小牧にみられた指等機関と被指導者との同時学習という形態ほ、

か上る場合、今日多くの地城にみられる学習形態といわなければならない。現段
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階における全体制的な急激なる資本主義的I農村変容にいわゞ地城営股指迎機関そ

れ自身が対応できぬという事態も生じている。それをなし得る人材の不足、さら

にかよる能力をもつ人材の農村での補給の困難性等々、多くの1関題が地域営股指

導機関の側にもある。

（二） ところでこうした弱点をもちつつら地城営農指導機l掲は多くの場合農基法農政

にのつて、それに即しての地城農民教育をいわば不可避的に展関している。そし

て本論でみた如くかよる指導にのつてあらたな経営形態の導入を計る農家は、そ

の指導に忠実であるならば、われわれが序章で述べた仮説の第 1、第2の関心領

城、そして第 3領域もたんなる第 2領域の投影として認識構築するという結果を

まねくであろう。

しかしながら現実には第3章の事例でみた如く、第3領城への関心において、あきらか

に第 2領城の単なるつみあげでないところの、さまざまの要求をもつた農家）箇が

現われている。これらの屈がほつきりと反体制的な意味での第 3領城に関する認

識を自己のものとするか否かは少なくとも今後の問題であるとみなければならな

いが、とにかくその萌芽は自生的な形ではあれ生じていることほ認められる。

さて問題ほ、かよるいわば下からの動きとでも称さるべき農民層の自主的な迎

動が今後どう展開されるか、という点にこそ今後の地域股業の展開方向がかけら

れているという点にある。

何故ならば、本稿における分析であきらかなように、地城農民教育は、それを

股民の立場に立つて考えるならば常に後手をとつていたという点がまず指摘でき

るからである。

過去において、地城農業が資本主義的に再編されるにさいしても、それに対応

すべき教育ほ、いわば現実に資本主義的な地域農業の分解が生じてからなされて

いる。

また、第3章の事例でも示したように入植にさいして、あらかじめ「測拓実習所」

で教育訓練をうけてきた層も、現実には農業生産での適応に失敗している。こ上

にほあきらかに 2つの問題があると考えられる。第 1~ま教育機関での「教育内容」

にかとわる問題、第 2'~ま、如何に教育をうけても、その教育成巣を生かすべき現

実的生産条件がある程度存しなければ、また全体制的に、それを保障する社会・

経済的条件がなければ、いわばそれは絵にかいた餅に等しいという問題。”教育 II

と同時にその教育を生かすべき”現実的な基盤 II これが必要である。しかしなが

らもう一歩踏みこんで考えてみると、か上る技術的に修得したもろもろの知識。
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技術を生かす、”基盤，I”環境，，がない場合、それをも作りだす力、つまりその
条件を社会的につくりだす力、それをも元来 ”教育 I' というものほ与えるべき

ものではないのだろうか。おそらく現状では農家の農業での自立限界線ほ今後と

も資本主義的分解の中でたゆまず高まることが予想される。そ．の中で、現実的に

保有する農業生産基盤ではそれがもはや農業生産手段として、役立ち得ぬ脳もま

すますふえてくるであろう。 （市の計画はそれを予測している。）そうした中で

農業での自立を志向する場合、社会的にこれらの条件を獲得する能力が不可避的

に必要になるであろう。そして力心る能力が現実的に生きる場合は、農民の団結

と連帯以外にはないと考えられる。

この意味で、農民に対する教育ほ、単なる農業教育であつてはならず、股民教

育でなければならぬと思われる。とこるで、今日股基法農政l!(そつて展測されて

いる農民教育は、果してヵ心る股業生産に力豆」わる現実の諸矛盾を社会的に一歩

一歩解決しうる能力を農民に与えうるものなのだろうか。こ .l,.でもまた教育は現

実的に後手をとつているのではないのだろうか。すでに事例でみたように、現実

的に農業生産を展開している農家は、現実的諸矛盾の中で現実の股政に対してさ

まざまな要求をもつている。しかしながら地域で現に展開されている農民教育は

そうした彼らが批判している農政l疋そつて基本的には展開せられているのである，

そして、そこでの教育の特徽ほ股民相互間の関係においてほ、その「差別と分離＿

をまさに経済的基盤の相違によつてもたらすという価値志向をもつものである。

そしてその相違を”才能 II の相進におきかえて、合理化するという特徽をもつて

いる。しかしすでにみてきたところであきらかなように、現に農業生産を稼極的

にすとめている農家ほ「差別と分離」ではなしにきわめて広範城にわたつて自ら

の経営成果を相互に交流しながら、また国、道といつたいわゞ公的なその意味で

社会的な研究機関の成果を直接とり入れながら”大きな連帯の環 II の中で現に農

業生産を展開していつている。つ•まり言葉を替えるならば、これは地域農民層が

現実に与えられた外＇在的枠組をこえて、より稽柩的に自ら動きだしているという

ことでもある。

朕民教育は、単に与えられた体制の方向に受動的に農民燐を導くものであって

はならない。そうした体制それ自身のもつ諸矛盾をす上んで変革する諸能力を農

民自身の中につくりだす、そうしたいわゞ”後手 II ではない“先手 II の教育が必

要である。そして、か上る点はすでに現実の農民闊の自主的な巡動の中にその萌

芽しまみられる。この意味で農民層の自主的な運動として、われわれの仮説でいう
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第 1領域、第 2領城、そして自己の経営を真l疋確立するために、また股民罵の連

帯の中でそれを確立するためにす入んで第 3領城・とこ iでいうとこるの全体社会

に働きかけて、その政策、また構造をもチニックしうるような主体性をもちうる

ような方向を農民教育といわれるものがもつということが今日の段階ではきわめ

て大きな意味を有するといわざるを得ない。

注（1) 本稲においてほふれなかつたが、例えば弁天開拓の場合、かかるさいに、とりわけ盛村の青少

年層を把握することをとおして、か入る価値志向をもつた農家経営への転換、また殷村社会の再

緬が計られている。けれども苫小牧農村で農業に従事する背少年数ほ近年きわめて減少している。

昭和 40年5月現在、苫小牧市城で農業に従事する青少年層は男女あわせて 65名（男 43)に

すぎない。また在宅賃労働者化した背少年層も 63名（男 40)を数えるにすぎない。

後記本調査研究にさいしてほ、苫小牧市の多くの機関・農民のみなさんの低か、長浜功（現北大教

育学部大学院博士課程）氏ら多くの方々の助力を得た。また集計・整理に関してほ絹川美津手さ

んの助力をえた、記して謝意を表したい。
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